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甲州竿にみる甲州釣り文化の一様相
植　月　　　学

はじめに

　山梨県にはかつて江戸の和竿の系譜を引く釣竿があった。甲州竿と呼称されていたその釣竿に関する文

献はほとんどなく、現在では存在を知る人も少ない。山梨県立博物館では平成28年（2016）に甲州竿を

含む釣り道具一式を長年保管されてきた個人から寄贈を受けた。本稿では甲州竿を中心にそのコレクショ

ンを紹介することで、かつて甲州に存在した釣り文化の一端を記録しておきたい。

１．塩澤コレクションについて

（１）由来

　本資料群を寄贈されたのは南アルプス市在住の塩澤春男氏である。塩澤氏は昭和16年生まれの74歳であ

る。かつて電力会社に勤務していた関係から、昭和30年代中頃（1955）より水力発電所の取水口などで

ヤマメ、イワナの渓流釣りを始めた。桂川の鹿留発電所の明見取水口（富士吉田市）、御岳発電所の黒平

取水口でヤマメ、イワナを、塩川や釜無川ではアユやハヤを釣った。さらに田代第二発電所（早川町）か

ら転付峠を越えて同発電所取水口のある静岡県の大井川上流まで遠征することもあった。しかし、やがて

自然災害などにより渓流の荒れが進行し、天然ヤマメやイワナが釣れなくなり、昭和50年代頃（1975〜

84頃）に釣りを辞めた。コレクションはこの頃までに塩澤氏と後から釣りを始めた氏のご尊父が使用して

いた釣り道具である。

（２）構成

　コレクションの構成は表１の通りで、約20件、140点を超える資料からなる。釣りに使った甲州竿、釣糸、

釣針、浮子、網をはじめ、釣った魚を入れる魚籠、フネ、友アユを入れておく筒、餌を入れておく餌箱、

餌（川虫）を取るためのヘチマなど釣りに関わる様々な道具類からなる。

　コレクションの中心をなすのが甲州竿である。完存資料だけでも30本以上を数え、実際の釣りに必要な

数を超えている。これは氏が実際の釣りを楽しむだけでなく、釣り竿の収集をも趣味としていたことによ

る。非常に保存の良い状態で保たれている竿が多いのもこのためである。氏が釣りを始めた昭和30年代後

半頃（1960〜64頃）は月給9,000円ほどに対して竿一本が3,000〜7,000円であったというので安い買い物

ではなかった。釣竿は主に喜楽という職人の作で、自宅兼工房に飾ってあるのを買う、もしくは特注で購

入した。喜楽の竿は甲府市寿町の宮澤つり具店でも扱っていて、餌や針などを購入した。宮澤つり具店で

は喜楽の竿のほか、９尺の３本継ぎと２間竿など子供用の安い大量生産品も扱っていた。他にたも網と餌

箱にも各１点、漆で㐂ら久と書いた資料が存在する。

２．甲州竿の歴史と特徴

（１）甲州竿の歴史

　江戸の和竿の歴史を紐解くと、一般には天明年間の泰地屋東作に画期があるとされる。一本の竹をその
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まま釣り竿にする延べ竿に対し、持ち運びに便利なように短く切って、使用時に継ぎ合わせる継ぎ竿を開

発した。釣り竿を美術工芸の域にまで高めた家とされる（1）。東京和竿睦會発行の「東京和竿師系図」（昭

和58年・1983）によれば、その東作家とは別系統の竿幸（瀬古初太郎）に連なる喜楽という竿師がいる。

この喜楽に師事し、甲州の風土に適した新たな竿を広めたのが初代・喜楽（㐂ら久）である（2）。

　喜楽は本名を小倉善吉という。明治26年（1893）生まれで、日本橋蠣殻町の出身であった。父は大工（２

代目の小倉幸雄氏によれば鼈甲細工士）で、善吉も大工として清水組に入ったが、釣り好きが高じて26歳

で東京の喜楽に弟子入りした。

　甲府へは32歳の時、昭和初年頃（1926頃）に移ってきた（3）。幸雄氏によれば、甲府に妻の実家があり、

関東大震災がきっかけだった。東京の喜楽の半纏を着て逃げてきたと聞いたという。喜楽は和竿の技術を

甲州でも応用しようとした。しかし、やはりそこには環境の違いに応じた工夫が必要であったようだ。「来

てみて驚いたのは、東京竿など全く場違いで、甲州には独特の肌合いを持つ甲州竿があるという発見であっ

た」と述べている（写真２4）。なお、この文章からは喜楽以前にも甲州竿と呼ばれる釣竿が存在したこと

も窺われる。
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群 No. 資料名 点数 箱No.

1 甲州竿

1～6 アユ竿 6 − 1
7～14 ハヤ竿 8 − 2
15～31 ヤマメ竿 17 − 3
32～34 フナ竿 3 − 4
35,36 コイ竿 2 − 5
37 半端もの 1 手元×5、穂先多数 − 6

38～46 台（ニギリ） 9 4 2
2 竿立 47 竿立 8 7 5
3 釣糸 48 釣糸 多数 8 3
4 釣針 49 釣針 多数 8 2
5 浮子 50 浮子 多数 8 1
6 ヤス 51 ヤス 1 − 8

7 たも網
52 a たも網 4 長。㐂ら久製１あり − 7
52 b たも網 7 4 1

8 餌箱 53
a 餌箱 7 㐂ら久製あり。ミミズ用 2 2
b 餌箱 7 3 3

9 魚籠 54

a 竹 1 2 1
b 竹 4 竹 3 1
c 竹 1 竹 5 1
d 網 9 5 3
e 缶 1 7 2

10 筒 55 筒 3 アユ用 7 1
11 フネ 56 フネ 2 6 1

12 ヘチマ 57 ヘチマ 3
ヤマメ釣り用。ヘチマで
川の石をなぞって川虫を
取る。

5 2

13 カンテラ 58 カンテラ 1 6 2
14 ポーチ 59 ポーチ 7 1 3

15 ボックス
60 a ボックス 2 プラ1、木１ 2 3

b ボックス 1 木製 3 2

16 証明書類
61 a 組合員証 9 1 1

b 承認証 8 1 2
17 傘 62 傘 2 7 3
18 椅子 63 椅子 3 7 4
19 ブーツ 64 ブーツ 1 9 1

計 138

表１　塩澤コレクションの概要

写真１　部位の名称
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　喜楽は昔気質の職人であったらし

く、値切られたら竿をしまってし

まった、あるいは、気が入れば寝食

を忘れ、気が向かなければテコでも

動かない、というエピソードが伝

わっている。また、40年来のお得意

さんも多く、作家の井伏鱒二も贔屓

にしていたという（5）。また、木曽福

島や新潟からも客が来た。

　２代目喜楽（本名・小倉幸雄氏）

は現在も工房であった相生町にお住

まいで、お話を伺うことができた。

幸雄氏は昭和11年（1936）甲府生ま

れの80歳である。本格的に甲州竿製

作の手ほどきを受けたのは28歳の頃

（昭和39年・1964）で、当時は釣りブー

ムであった。

　昭和40年代なかば（1970年代）頃

からグラスロッドが出回りはじめ、

それに押されて昭和58年（1983）段

階では竿つくり専門は県内では喜楽

だけになっていた。その後さらに軽

くて丈夫なカーボンロッドが開発、

量産されるようになった。カーボン

は当時20万円ほどで、竹竿もまだ多

少は売れていた。竹はカーボンとは

感触が違い、つなぎ目（重なり部分）

が大きいので、手に敏感に伝わるの

だという。しかし、時代の流れには逆らえず、幸雄氏も50歳の頃（昭和61年・1986）には竿作りを辞め、

塗装業に転向したという。

（２）工房と職人

　喜楽の工房は伊勢２丁目にあったが、その後三吉町（現・相生町）に移ってきたという。三吉町の工房

は３間半ほどで、住居を兼ねていた。店舗ではなかったが、塩澤氏の証言によれば客が工房に来て直接注

文をすることもあった。甲州竿は３〜４人の職人で作っていた。

　甲州竿の職人は昭和20年代中頃で甲府を中心にざっと14，５人いたというが、そのうち８人は喜楽の弟

子であった（6）。今回、伺えた範囲では以下のような職人がいた。

　喜楽の弟子　韮崎の外川、宝町の直（ナオ）、魚日出（笛吹川のたもと）

写真２　喜楽（きらく）に関する記事
昭和24年１月３日・山梨日日新聞



　その他　キクチ、キタノ。

　塩澤コレクションには喜楽の焼印の他に丸に「直」の焼印（No.９）、これに加えて小判に「竿直」（No.32）

のものが各１点あり、上記の宝町の直の作と考えられる。

（３）特徴

　先に初代喜楽が江戸の和竿とは違う甲州に適した竿の製作に苦心したと書いた。では、甲州竿の特徴と

はどのような点にあったのか。証言から探ってみたい。

　まず、初代喜楽への取材からは以下のようにまとめられている。

　東京では一度竿をふればいいところをこちらでは四、五回ふらなければならない、そこに軽くて

強い甲州竿の必要性があるわけだが、小倉さんはこの研究に四年間を費やした、ニギリが太めでし

かも軽いそして全体にまがる裏調子の竿細い味とピリッとした味を持っているのが “喜楽の竿” な

のである。（7）

　甲府市内で長く釣具店を営み、自身も長い釣歴を持つ宮澤勝造氏（90）からは喜楽の竿の特徴として以

下のようにご教示いただいた。

　・塗りは東京竿の方が丁寧だが、喜楽の竿は強度がある。

　・喜楽は竹の中をすいていない（削っていない）ので厚く、強い。だから、逆さに入れ子にする。これ

は甲州でも喜楽のみである。

　・東京竿は差し口を薄く仕上げるので、糸を巻き、漆を塗って補強する。手元が軽いので重心が先にあ

り疲れる。

　・喜楽の竿は手先に重心があった。先が重いと疲れるので、手元にニギリを付けてくれた。

　甲州竿は東京竿に比べて強度があったようだ。強度を確保するために竹の中をあまりすかなかった。し

かし、それだと竿を入れ子にして収納する際に入らなくなってしまう。そこで、穂先を逆位にして細い方

（先端）が竿尻側に来るように収納した。特に竿尻側を削らず厚めに仕上げていたことになる（8）。

　手元に重心が来るようにニギリなどの工夫をしたのも喜楽の特徴であった。これも実際の資料としてニ

ギリ（台）を接合したもの（写真３−No.21、34など）や、替えのニギリ（写真５）が残されている。

３．甲州竿の製作と技法

　製作に要する期間としては、竹の調整から仕上げまでで約１年、あるいは一本作るのに１月以上という

記録がある。一本作ると7,000〜25,000円で売れた。製作数はアユ竿で年間30本から50本だった。

（１）竹

　まず材料となる竹を準備する。夏に山で若竹を採取する。材料に使う竹はすべて１年物である。中に肉

が乗ってきてしまうと重くなるためである。ただし、新しすぎると折れる。100本の竹があっても、その

うち使えるのはせいぜい30本である。この青竹を火で炙って油を抜き、天日で１年乾燥させる。

　次に節抜きをする。これはツボギリという長いキリを使って竹の内部をくり抜く作業である。次に火入

れ（ヤキ）をおこなう。乾燥した竹は楕円になる（ゆがむ）ので、炭火で炙って丸く整形する。このヤキ

が全行程のヤマだという。1200度の火の中に差し入れ、頃合いを見てヤキを止めると中のガスが膨らんで、

竹のシワが伸びてしゃんとする。また、火であぶり軟らかくし、ため木を使って曲がりを伸ばす。ヤキの

コツで竿のすべては決まる。

4
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　竹の種類は細い順に以下のようなものがあった。

　・ホテイチク　ホテイの腹のような節をもつ。キッコウチクとも。12〜１月に採取。直径数ミリのもの

を穂先に使う。ホテイの根元の亀甲模様の部分はニギリにした。

　・ヤダケ（矢竹）　10〜11月に採取する。穂持ちや穂持ち下などに使う。

　・マダケ　８〜９月に新竹が出る。８月前後に採取する。手元に使う。

　・ハチク　台（ニギリ）や手元にする。８月前後に採取。

　・モウソウチク　台（ニギリ）にする。１年物を使うがしゃくれが強いのでメウチをする（漆で埋める）。

　ヤダケやホテイチクは甲府近郊で切ることもあったが、全国一竿屋が多い埼玉県川口市からも仕入れた。

千葉県では節の詰まった竹を生産していた。竹の子の段階でいじめる（少しずつ皮をむく）ことでできる。

ホテイチクは鹿児島産のものを川口で入荷していた。細いものは節が多く強いので、穂先にした。

　実際の資料で種の特定ができていないが、一部幸雄氏に見ていただいたところ、例えば、巻頭図版１の

資料は穂先にホテイチク、その下にヤダケ、手元の方はマダケやハチクとのことであった。また、No.37

の手元はホテイチク、No.12のニギリは「いじめた」モウソウチクとのことであった。

（２）漆（巻頭図版２）

　竿全体に漆が塗られる。胴ぶきといって竿の身に漆を手で塗る。特に継ぎ目となる木口には補強と装飾

のために丁寧に塗られる（口塗り）。ただし、漆は高価なので重ね塗りする口塗りにはカシュー塗料をよ

く使ったという。絹糸を隙間なく巻いた上を膠で押さえ、漆を塗っては乾かしを30回ほど繰り返す。乾く

のには湿度75%・温度25度の状態で６〜７時間はかかる。終戦直後は漆がなく、麻を巻いて膠で押さえ、

墨で塗ったという。糸はかつてテングス（絹糸）を使ったが、終戦後は喜楽がナイロンを使い始めた。下

の竿にすげ込んで隠れる竿尻側は黒漆が塗られるのみである（込み塗り）。

　口塗りには様々な種類があり、十分に聞取りができていないが、以下のような塗り方があった。

　・螺鈿塗り（アコヤガイの粉を使う）

　・研ぎ出し　赤（ベニガラ）の上に黒（オハグロ）。こすって釉薬で仕上げる。

　ナヤした（9）漆に顔料を入れて色を付けた。漆やアコヤガイ粉など顔料は漆屋から購入した。寒い所の

漆の方が質が良かった。東京の神田から売りに来た。

　漆塗りにはウルシバケを使った。馬の毛を使っていたが、より高級なのは尼さんの毛を使っていた。塩

で揉まれて丈夫だった。漆の筆にはネズミのひげを使っていた。

４．種類と構造

　表２に塩澤コレクションの甲州竿の一覧を示した。なお、全長は実際に組んでみて計測したものではな

い。各竿の長さを計測し、すげ込み部分を約10㎝として機械的に求めた推測値である。

（１）種類（写真３）

　塩澤氏が所有していた甲州竿は長い順にアユ、ヤマメ、フナ、ニジマス、ハヤなどを対象としたもので

ある。それぞれ長さや仕舞数に差があり、同一対象魚でもバリエーションがある。

　もっとも長いのはアユ用で、２間４尺〜４間４尺（4.7〜8.5ｍ）、４〜８本継ぎまである。アユは友釣り

をしたり、コロガシ、またはサクリ（シャクリ）といって、集団で川を下るアユを多数の針を転がして引っ

かける釣り方があった。



　次に長いのがヤマメ用で、もっとも数が多い。イワナにも使った。１間４尺〜３間３尺（2.9〜6.2m）、

４〜９本継ぎがある。アユと違って、山間部

の渓流に持って上がるために全般に一継ぎの

長さが短めになっている。塩澤氏は２間５尺

〜３間のもの（No.23、24）について、短く山

用で継ぎが多いために弱いと言っていた。

　釣り堀り用・ニジマス用（大物釣り用）は

２本しかない。焼印もなく、漆の塗りも雑だが、

塩澤氏によれば安価な特注品として喜楽に発

注したものである。継ぎ手の強度を確保する

ために太い糸で巻いてある。長さは２間（1.8ｍ）

程度で、２本継ぎである。

　フナ用も２本のみで、２間１尺（3.8ｍ）、４

6

写真３　甲州竿の各種
写真左より。縮尺不同。アルファベットは焼き印の分類。
アユ竿（No.4）3本仕舞7（6）本継ぎ。全長606/709㎝。手元、2番共に竿尻補強があり、両方手元として
使えるようになっている。手元には口栓があり、穂先のみ収納。替え穂あり。F/小判/㐂ら久（電気ゴテ）
ヤマメ竿（No.29）1本仕舞4本継ぎ。全長496㎝。元栓があり、すべて竿尻より収納する。G/竹形/㐂ら久
ヤマメ竿（No.21）　2本仕舞6本継ぎ。全長505㎝。ニギリが接合されている。C/小判//㐂ら久（焼きゴテ）
ハヤ竿（No.8）　2本仕舞6本継ぎ。全長436㎝。G/竹形/㐂ら久
フナ竿（No.34）　2本仕舞5本継ぎ。全長379㎝。ニギリが接合されている。D/正方形//㐂

写真４　竿尻の金属補強
No.27。尻栓を朱塗する例が多い。
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〜５本継ぎがある。

　ハヤ用はもっとも短く、１間１尺〜２間３

尺（２〜4.4ｍ）、３〜６本継ぎがある。短く柔

らかくて繊細だという。また、１本仕舞が多く、

持ち歩きには便利だが、その分中を薄くすく

ので弱かったという。

（２）構造

　仕舞数（収納する竿の数）は２本仕舞を基

本とするが、ハヤ竿やヤマメ竿の一部で約５

ｍ（２間５尺）未満の短い竿には１本仕舞も

みられる。収納方法は和竿の一般的な方法と

同様で、２本仕舞の場合には１番と２番に１

本おきに正位で収納していく。穂先のみは先

述のように先端を収納する竿の竿尻側に逆位

に向けて収める。これは甲州竿の特徴という。

　木口側から収めるのが普通だが、中には竿

尻側に元栓があるタイプがあり、その場合に

は竿尻側から収納し、最後に元栓をする

（No.13。写真３−No.29）。また、栓ではなく台（ニギリ）を外して同様に竿尻から収納していく例もある

（巻頭図版−No.12）。台が接着されている例もある（写真３−No.21、34など）。口栓が付随する例は２例

ある（巻頭図版１−No.12、巻頭図版２−No.４）。竿尻に帯状に金属を巻いて補強している例がある（写

真４）。すべてではないが、アユとヤマメにのみ見られた。手元の代わりにはめて長さや重さを調節する

ための替え元（台・ニギリ）も複数存在する（写真５）。No.25（巻頭図版１）は手元とは別に短い替え元

がセットになっており、２番に継いで長さを短くできる。なお、口塗りは同じだが、手元は古い焼印C、

替え元は新しい焼印Fが押される。

（３）焼印

　ほとんどの竿には焼印がみられる（36本中31本）。このうち、２本は先述のように竿直のものと考えられ、

喜楽のものは29本である。喜楽の焼印は形状から少なくともA〜Hの８種類に分けることができる（写真

６）。口栓、替え元、穂先入れなどに転用されている手元やニギリも加えると39点の焼印が存在する。小

判形の枠に「㐂ら久」のCとFが多く、次に方形に「㐂」のDが多い。その他は少なく、１点しかないもの

もある。なお、Cは小判の形状や、内部を黒く塗っているらしきものなど、さらに複数に分かれる可能性

がある。

　幸雄氏によればAとDは初代、C、E、F、Gは幸雄氏の時代ものである。CとFではFの方が新しい。両者

はデザインはよく似るが、Cは文字以外の部分も焦げてしまって判然としない場合が多いのに対し、Fは

文字がきれいに出ている。Fは電気ゴテになった時代のものである。ちなみに焼きゴテから電気ゴテに変

わったのは、一般には昭和20年以降（1945〜）の戦後に入ってからとされる（10）。同様に文字周辺の焦げ

具合からA、B、Ｄも焼きゴテで古手と考えられる。特に「きらく」のみで枠がない素朴なデザインのA、

写真５　ニギリ（台）
No.47～55



Bは初期の作である。幸雄氏によれば空襲の熱で溶けて文字が崩れたものという。GとHは逆に文字が鮮

明でFと同じ電気ゴテである。Fは昭和58年（1983）の朝日新聞記事（11）にイラストがあるので、２代末

期の作と推定される。EとHはそれぞれ１点ずつしかない。Hは幸雄氏も記憶にないという。

　初代喜楽は昭和24年（1949）に「年に５本、銘のはいる竿が作れるようになれば、止めますね」と語っ

ている（12）。また、32年（1957）にも「銘入の竿がやっと作れるようになった」「それでも本当に気に入っ

た竿は年に３、４本しかない」とも語っている（13）。

おわりに

　調査が甚だ不十分ではあるが、甲州竿について現時点で知り得たことを紹介した。現在も製作が続けら

れている江戸の和竿とは異なり、甲州竿の存在を知る世代は今後減る一方である。管見の限り、甲州竿に

関する文献は見出せておらず、不十分を承知で資料の公開を優先させた。このたびの資料受け入れをきっ

かけに、甲州竿の存在が認知され、調査が進むことを期待したい。

　末筆ながら、貴重な資料をご寄贈いただき、種々ご教示いただいた塩澤春男氏、甲州竿や釣りに関して

ご教示いただいた小倉幸雄氏（２代目喜楽）、宮澤勝造氏に深く感謝申し上げる。筆者の釣りに関する知

識が乏しいため、誤解や理解不十分な点も多々あるかと思うが、その責任が筆者にあることは言うまでも

ない。

8

写真６　焼き印
A～ Dは焼印、F、Gは電気ゴテか。Eは彫りの可能性もあり。

D．方形/㐂 E．枠なし/㐂ら久 F．小判/㐂ら久 G．竹形/㐂ら久 H．隅丸長方形/㐂ら久

B．枠なし/きらく？A．枠なし/きらく C．小判/㐂ら久（黒塗り） C．小判/㐂ら久
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註

１　松本三郎・かくまつとむ　2000　『竹、節ありて強し』　小学館。なお、写真１の部位名称や和竿の製作過程については

本書のほか、次の文献を参照した。葛島一美　2002　『平成の竹竿職人』　つり人社、葛島一美　2007　『続・平成の竹

竿職人　焼き印の顔』　つり人社、鈴木秋水　1999　『「和竿」づくりの本』　築地書館、松本栄一　1966　『和竿事典』　

つり人社

２　昭和24年（1949）の山梨日日新聞では「きらく」、焼印は「きらく」、「㐂ら久」、「㐂らく」、塩澤コレクションに含まれる

組合員証、遊漁承認証に押された印は昭和46〜49年（1971〜74）が「喜楽」、昭和50・51年（1975・76）が「㐂ら久」

であった。

３　甲府へ移ってきた年代は山梨県民新聞では32歳（昭和元年・1926頃）、山梨日日新聞では昭和４年前後（昭和24年・

1949の20年前）とある。

４　山梨日日新聞　1949　「町の名人芸（２）　場違いに廿年の苦闘　カン一つの甲州竿」（S24.1.3）

５　山梨新報　1976　「竿師二代　喜ら久　受け継ぐ “気骨の芸”　竹に吹き込むダイゴ味」（S51.4.14）　※２代目。29歳の時

６　註４に同じ

７　山梨県民新聞　1957　「徹した職人気質　建築屋ふって竿作り」（S32.2.17）

８　幸雄氏によると先の細い穂先を取り出す際の破損を避けるためという。

９　漆の精製工程の一つで、生漆を攪拌することで成分を均一に分散し、粒子を細かくする。

10　葛島一美　2007　『続・平成の竹竿職人　焼き印の顔』　つり人社

11　朝日新聞　1983　「細見再見　手作り釣り竿」　（S58.6.12）　※２代目

12　註４に同じ

13　註７に同じ
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表
２
　
甲
州
竿
一
覧

資
料
名

N
o.

員 数

仕 舞 数

継 ぎ 数

替 穂 先

口 栓

木 口 朱 漆

口
　
　
　
塗

焼
印

台 接 合
竿
尻
補
強

竿 尻 朱 漆

元 栓

重
さ
ｇ（
予
備
、

栓
は
除
く
）

長
さ

袋
備
　
　
　
考

分 類
枠
形
状
／
文
字

推
定
全
長

手
元 ㎜

2番 ㎜
3番 ㎜

㎜
間
尺

ア
ユ
竿

1
9
2

8
1

黒
、
朱
。
研
ぎ
出
し

F
小
判
/㐂
ら
久
。
下
に

「
71
」
？

〇
60
4.
4

84
81

4間
4尺

11
38
11
39

−
オ
レ
ン
ジ

2
7
2

7
黒
、
朱

A
き
ら
く

〇
61
3.
1

73
49

4間
11
56
11
58

−
紺

木
口
に
茶
色
い
漆
？

3
7
2

6
1

黒
、
朱
、
白
（
螺
鈿
？
）

C
小
判
/㐂
ら
久
。
黒
塗
り

−
〇

46
3.
9

72
27

4間
12
53
12
55

−
深
緑

手
元
の
中
に
予
備
の
先
端

4
8
3
6～
7
1
〇

黒
、
緑

F
小
判
/㐂
ら
久

〇
〇

53
4.
8,
33
7.
0
60
58
/7
08
8
3間
6尺

10
40
10
40
10
40
ク
リ
ー
ム
色
。
い
な

り
町
東
作
竿
。「
塩

沢
」

竿
尻
補
強
は
手
元
、
2番
共
。
2番
か

ら
で
も
使
え
る
よ
う
に
か
。
口
栓
は
手

元
の
み
。
焼
印
あ
り
。
中
に
は
穂
先
2

本
収
納
。

5
a
4
2

4
黒

F
小
判
/㐂
ら
久

〇
36
4.
2

47
15

2間
4尺

12
24

−
−

薄
茶
色
。「
塩
沢
　

サ
ク
リ
　
コ
ロ
ガ

シ
」

5
b

4
2

5
黒
。
下
に
細
く
朱
で
一
線

−
−

〇
37
7.
4

55
37

3間
12
13
12
16

−
薄
茶
色
。「
塩
沢
　

サ
ク
リ
　
コ
ロ
ガ

シ
」

6
7
2

7
朱
。
穂
先
先
端
も
。

−
−

〇
50
5.
9

65
33

3間
4尺

10
19
10
16

−
な
し

別
の
職
人
か
。
漆
薄
め

ハ
ヤ
竿

7
5
2

5
〇
朱
、
金

F
小
判
/㐂
ら
久

−
11
3

40
03

2間
1尺

83
5
83
8

−
ク
リ
ー
ム
色

8
6
2

6
黒
、朱
。
穂
持
ち
下
の
み
緑（
剥

落
？
）

G
竹
形
/㐂
ら
久

−
13
6.
9

43
56

2間
3尺

77
6
77
6

−
萌
葱
色
。「
塩
沢
　

ハ
ヤ
」

9
5
2

5
黒

直
丸
/直

−
13
4.
5

40
41

2間
1尺

84
4
84
6

−
ク
リ
ー
ム
色
。「
塩

沢
　
ハ
ヤ
」

10
4
1

4
黒
、
朱
、
緑
（
下
地
？
）
の
研

ぎ
出
し

F
小
判
/㐂
ら
久

−
77
.4

20
59

1間
1尺

27
2

−
−

朱
に
黒
の
模
様

穂
持
ち
下
の
竿
尻
か
ら
穂
持
ち
を
入

れ
、
最
後
に
手
元
を
は
め
て
収
納
。
穂

先
は
詰
ま
っ
て
出
て
来
な
い
。

11
3
2

3
黒

−
−

〇
−

83
.7

37
63

2間
1尺

12
78

−
−

−
身
の
漆
は
薄
め

12
5
1

5
〇

深
緑
が
か
っ
た
黒
、
朱
研
ぎ
出

し
。

E
枠
な
し
／
㐂
ら
く

−
〇

17
2.
7

42
13

2間
2尺

39
0

−
−

臙
脂
に
紺
の
模
様

竿
尻
よ
り
順
次
収
納
し
、
最
後
に
手
元

を
は
め
る
。
穂
先
も
正
位
で
。
穂
持
ち

折
れ
る
。
＠
矢
筈
先
端
の
よ
う
な
部
品

あ
り
。
2番
の
竿
尻
か
ら
収
納
さ
れ
て

い
た
。

13
4
1
3～
4

黒
、
朱

F
小
判
/㐂
ら
久

−
〇

10
7.
8

37
80

2間
1尺

14
3

−
−

紺
ニ
ッ
ト

竿
尻
よ
り
順
次
収
納
し
、
最
後
に
栓
を

は
め
る
。
穂
持
ち
下
、
穂
持
ち
と
も
に

折
れ
→
接
合

ハ
ヤ
/

フ
ナ
竿

14
5
3

5
朱
＋
金
粉
？

F'
小
判
/㐂
ら
久
。
A
よ
り

や
や
幅
細
。
字
も
潰
れ

る
−

15
6.
9

36
40

2間
34
6
88
7
85
6
黄
緑
エ
ビ
ス
グ
ラ
ス

ロ
ッ
ド
。「
塩
沢
」

ヤ
マ
メ
竿

15
7
2

7
黒
、
朱

H
不
整
隅
丸
長
方
形
/㐂
ら

久
〇

〇
34
5.
9

62
07

3間
3尺

95
8
95
9

−
深
緑

16
9
2

8
1

黒
、
朱

D
正
方
形
/㐂

〇
37
4

51
98

2間
5尺

79
7
79
9

−
赤
紫
「
塩
沢
　
ヤ
マ

メ
」

穂
先
は
穂
持
ち
下
に
詰
ま
っ
て
出
て
来

な
い
。
予
備
は
手
元
に
3番
と
は
別
に

収
納
さ
れ
て
い
た



資
料
名

N
o.

員 数

仕 舞 数

継 ぎ 数

替 穂 先

口 栓

木 口 朱 漆

口
　
　
　
塗

焼
印

台 接 合
竿
尻
補
強

竿 尻 朱 漆

元 栓

重
さ
ｇ（
予
備
、

栓
は
除
く
）

長
さ

袋
備
　
　
　
考

分 類
枠
形
状
／
文
字

推
定
全
長

手
元 ㎜

2番 ㎜
3番 ㎜

㎜
間
尺

ヤ
マ
メ
竿

17
6
2

6
黒

C
'
小
判
/㐂
ら
久
。黒
塗
り
。

C
よ
り
下
幅
広

〇
26
6.
3

54
82

3間
98
1
98
1

−
オ
レ
ン
ジ
「
塩
沢
　

ヤ
マ
メ
」

18
5？

2
5？

黒
、
朱
、
緑
（
下
地
？
）
の
研

ぎ
出
し

F
小
判
/㐂
ら
久

〇
24
9.
2

？
2間
2尺

10
65
10
65

−
臙
脂
「
塩
沢
」

金
属
補
強
に
黒
漆
。
穂
先
は
穂
持
ち
下

に
詰
ま
っ
て
出
て
来
な
い
。

19
4
2

4
黒
、
朱

F
小
判
/㐂
ら
久

〇
−

22
2.
5

42
62

2間
2尺

10
86
10
85

−
黄
土
色
、
裾
紫
「
塩

沢
　
ヤ
マ
メ
」

ヤ
マ
メ
用
の
う
ち
短
い
タ
イ
プ
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〇
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。
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〇
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。
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地
に
木
の
葉
？
模

様

23
9
2

8
1
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緑
、
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元
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）
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小
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ら
久

−
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紺
。
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せ

予
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元
に
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と
は
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6
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〇
〇
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と
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納

25
b

1
1

1
〇
黒
、
朱
、
緑
（
下
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）
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研
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出
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F
小
判
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ら
久
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〇
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−
39
4
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−

緑
25
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元
で
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ぐ

26
6
2

6
金
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。
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に
朱
＋
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の
帯
あ
り

F
小
判
/㐂
ら
久

〇
28
1

51
59
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5尺
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7
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8

−
白
地
に
木
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模

様

27
8
2

7
1
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螺
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〇
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2
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2尺
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4
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3
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に
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玉
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備
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手
元
に
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と
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納
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2

5
黒

F
小
判
/㐂
ら
久

〇
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7
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22
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5
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6

−
紺
に
花
柄
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下
に
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て
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い
。

28
b
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−

1
黒
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0
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0

−
−

紺
に
花
柄

28
aの
台
。
手
元
の
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に
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と
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で
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る
。

29
5
1
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・
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、
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出
し
。

G
竹
形
/㐂
ら
久

〇
（
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り
）

〇
26
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2

49
68
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13
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−

黄
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30
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1
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／
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−
−

花
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元
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台
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す
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台
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て
竿
尻
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ら
収
納
し
て
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く
。

フ
ナ
（
ヤ
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）
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2

5
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／
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／
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と
口
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き
の
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の
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線
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小
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久

〇
−
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7.
5
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茶

34
4
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−
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4.
1
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7
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茶
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と
同
梱
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名
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員 数

仕 舞 数

継 ぎ 数

替 穂 先

口 栓

木 口 朱 漆

口
　
　
　
塗

焼
印

台 接 合
竿
尻
補
強

竿 尻 朱 漆

元 栓
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さ
ｇ（
予
備
、

栓
は
除
く
）
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さ

袋
備
　
　
　
考
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枠
形
状
／
文
字
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定
全
長

手
元 ㎜
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㎜
間
尺

釣
り
堀
・

ニ
ジ
マ
ス

（
大
物
釣

り
用
）

35
a
2
2

2
黒

−
−

〇
−

22
9.
2

36
24
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18
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17
92

−
−

35
aと
35
bは
共
に
結
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れ
て
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た
。

セ
ッ
ト
関
係
は
不
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だ
が
、
bの
手
元

は
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ず
れ
の
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先
）
も
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わ
な
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も
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手
元
に
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。
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2
2

2
黒

−
−

〇
−

−
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−
−

手
元
と
2番
（
穂
先
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か
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明
。
う
ま
く
入
ら
な
い
。

？
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5
黒
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緑
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−
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黒
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ら
久

〇
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02

−
−

−
穂
先
3本
収
納
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4
−

−
黒

−
−

〇
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8

−
−

−
穂
先
な
ど
3本
収
納
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13

−
−

黒
、
金
粉
、
朱

−
−

−
92
3

−
−

−
穂
先
な
ど
12
本
収
納

手
元

40
1
−

−
黒

−
−

−
88
6

−
−

−
手
元
紐
巻
。
中
身
は
空

手
元
？

41
1
−

−
黒

−
−

〇
10
00

−
−

−
竿
尻
の
金
属
は
尖
る

手
元
（
穂

先
入
れ
）
42

12
−

−
〇
朱
に
金
、
緑
粉

F
小
判
/㐂
ら
久

〇
88
7

−
−

−
穂
先
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穂
持
ち
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ど
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本
収
納

2番
？
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−
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−
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−
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−
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−
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−
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−
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1
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黒
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」
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−

−
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−
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−
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1
−

−
臙
脂
、
金
粉

−
−

−
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1

−
−

−
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1
−
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黒
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緑
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小
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/㐂
ら
久
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4

−
−

−
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1
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黒
、
朱
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ぎ
出
し
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判
/㐂
ら
久

−
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4
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−

−
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1
−

−
〇
黒
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緑
粉

C
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判
/㐂
ら
久

−
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2

−
−

−
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1
−

−
黒
、
朱
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ぎ
出
し

D
正
方
形
/㐂

〇
33
2

−
−

−
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1
−

−
竿
尻
の
み
朱

−
−

−
32
8

−
−

−

53
1
−

−
黒
、
朱
研
ぎ
出
し

D
正
方
形
/㐂

−
31
6

−
−

−
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1
−
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黒
、
黄
、
朱
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ぎ
出
し

F
小
判
/㐂
ら
久

−
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0

−
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−
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1
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〇
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黒
布
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プ
巻
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D
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−
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−
−
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−
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緑
、
黄
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ぎ
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し
。
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㐂
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−
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ズ
入
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。
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イ
、
コ

イ
、
フ
ナ
用
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地域に伝わる墨書木製資料の記録における
赤外線撮影の有効性

─ 笛吹市熊野神社奉納額の調査事例をとおして ─

西願麻以　鈴木　稔　豊見坂誠

はじめに

　木製資料の墨書きは、光や風雨により劣化し、目視では確認できなくなってしまう場合がある。しかし、

墨は木の内部に浸透する性質と赤外線を吸収する性質を持つため、赤外線撮影を行うと、木の内部に浸透

した墨によって墨書きの跡を捉えることができる場合がある。近年、博物館や美術館などでは資料の調査

や研究に赤外線撮影が一般的に用いられるようになってきた。しかし、地域に伝わる資料、特に近代以降

の資料について、記録を目的として赤外線撮影が活用されている事例の報告は少ない。今回、熊野神社（山

梨県笛吹市八代町北1615）の屋外に懸けられている奉納額について、墨書きが完全に消えてしまう前に記

録することなどを目的とした赤外線撮影調査の機会を得た。本稿では撮影結果の一部を示し、地域に伝わ

る墨書木製資料の記録という観点から赤外線撮影の有効性について述べたいと思う。

１　奉納額の現状

（１）寸法

　神社拝殿の東と西の軒下に１枚ずつ合計２枚の奉納額が懸けられている。両額とも複数の木板が組み合

わされた大型の額で、東の額は縦90㎝, 横690㎝（額縁：縦126㎝, 横710㎝）、西の額は縦90㎝, 横624㎝（額

縁：縦126㎝, 横660㎝）である。

（２）額の内容

　東西いずれも板絵彩色墨書で、額の右端に絵が描かれ、その左側に俳句が続く。絵は東の額には若者が

刀を構え、燃える草に囲まれている様子が、西の額には、松の木の下で笏を持った若者と白髪の老人が対

面している様子が描かれている。俳句は東の額に129句、西の額に約132句書かれている。両額とも左端

に奉納年が確認できる。

（３）保存状態

　軒下ではあるが屋外であるため、風雨や日光による激しい劣化が見られる。両額とも、絵の部分では絵

具の剥落や汚れがみられる。俳句の墨書は、東の額では右半分は薄いが目視で確認でき、左半分は確認が

難しい。西の額の墨書は、全体的に薄く、右半分はかろうじて目視で確認できるが、左半分はほとんど確

認できない。全体的に東の額より西の額の劣化が目立つが、その差には社周囲の木の立地などが影響して

いると考えられる。その他、東の額は３ヶ所の木板の欠けが見られる。

山梨県立博物館研究紀要　第11集　2017

鈴木　稔　帝京大学　　　　　豊見坂誠　リコージャパン株式会社



２　調査方法

　赤外線撮影にはデジタルカメラPENTAX 

645Z IR（株式会社リコー製 レンズ：HD 

PENTAX-D FA645 MACRO 90㎜F2.8ED AW 

SR）を用いた。このカメラは可視光線域か

ら約1100nmの赤外線域まで感度を広げた仕

様になっており、レンズ前面に装着する可視

光カットフィルター（NEEWER製 IR850）

とIRカットフィルター（株式会社リコー製）

を使い分け、赤外線撮影と同時に可視光線撮影も行った。また、カメラには43.8×32.8㎜の大型高画素

CMOSセンサーが搭載されており、有効約5140万画素の超高精細画像を得ることができる。

　奉納額は軒下（濡縁より高さ2.4m）から動かさずに、高所作業車と三脚を用いて、なるべく額に近づ

いて非破壊・非接触で撮影を行った（図１）。光源に日光とハロゲンライトを用いて、ライトの赤外線波

長に合う可視光カットフィルターを選んで使用した。得られた画像は、画像処理ソフトPhotoshopCS5（ア

ドビシステムズ製）を用いて、より墨書きが鮮明になるように明るさとコントラストの調整を行った。

３　結果と考察

（１）彩色部分

　東の額の彩色部分の可視光線画像と赤外線画像を巻頭図版３に示す。可視光線画像では薄く見えにく

かった煙や炎、火の粉などの墨線や赤い絵の具が、赤外線画像でははっきりと確認できる。着物の模様も

鮮明に捉えられる（巻頭図版４）。

　着物の明るい青色の部分を比較すると、可視光線画像では絵具が剥落し木地が見えている部分が赤外線

画像だと着物以外の木地とは異なる明るい灰色となった。薄い朱色の部分でも同様の部位が見られ、発色

をよくするために白色の下地を塗っていたのではないかと考えられる（巻頭図版４）。赤外線画像の左の

煙下側から俳句がはじまるあたりが明るくなっており、煙の表現のため、白色絵具を薄く塗っていた可能

性も考えられる。若者の膝の部分について、絵具や墨が完全に失われたのか、炎の表現があったのかの判

断は赤外線画像のみでは難しく、顕微鏡レベルでの表面観察や蛍光Ｘ線分析による元素分析が必要である。

　西の額でも東の額の結果とほとんど同様の結果であった。

（２）墨書部分

　両額の特に墨書きの薄れが見られた左端の可視光線画像と赤外線画像を図２～５に示す。東の額は、赤

外線画像では一部をのぞいて概ね墨書きを捉えることができる。墨書きが一番見えにくい部位も、拡大す

るとかすかに文字が確認できる（図３）。一方で、西の額は表面に多くの傷がみられ、墨書きの読み取り

が困難である。赤外線画像を拡大すると、作者の名前は概ね読み取ることができ、俳句の半分ほどがかろ

うじて読み取れる。

　東西両方の額の左端に「明治 七年申午四月」という文字が確認でき、明治27年（1894）にこの額が

14

図１　調査の様子
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奉納されたことがわかる。当社は明治18年（1885）に全焼し、明治24年（1891）に再建されており、再

建から３年後に額が奉納されている（1）。

（３）赤外線撮影の有効性について

　目視や可視光線画像では捉えられなかった墨書きや色材の有無を、赤外線画像から確認することができ

た。また、墨書きからは俳句、俳句の作者と作者の居住地、俳句の判者、催者などの情報を確認すること

ができる。本資料は123年前に奉納された額であり、奉納時の額についての記録は紙・写真の両媒体も残

されておらず、赤外線撮影によって得られた情報は重要となる。特に東の額についてはほぼ完全に墨書き

を捉えており、赤外線画像をもとに復元も可能である。

　本調査では劣化の具合で、赤外線画像が捉えられる情報に差が出る結果となった。県内、あるいは全国

には制作時の記録がなく、墨書きが消えかかっている同様の資料が多くあると予想される。特に社寺など

をはじめとした地域に伝わる資料は、屋外に置かれているものも多く、劣化が進む前に可視光線撮影とと

もに赤外線撮影による記録を行うことは重要といえる。

おわりに

　赤外線撮影によって、目視や可視光画像では捉えられなかった絵、俳句、作者、催者など神社や地域に

とって重要な情報を記録することができ、記録の大切さを再確認する機会となった。今後、県内の同様の

資料の記録を進めていきたい。また、今回は桃収穫用の高所作業車を借りるなど、地域の人々の協力を得

ながらの調査となった。調査が、人々に地域の資料への関心や、保存・活用を考えるきっかけとなること

も期待できる。

註

（１）　『八代町誌 上巻』八代町 1975年 566頁

謝辞

　今回の調査は熊野神社の了承とご協力を得て行いました。調査を許可していただきました熊野神社氏子の皆様、ご協力い
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図２　奉納額〈東〉の左端部分（上：可視光線画像　下：赤外線画像）

図３　奉納額〈東〉赤外線画像拡大（図２の□部分）
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図４　奉納額〈西〉の左端部分（上：可視光線画像　下：赤外線画像）

図５　奉納額〈西〉赤外線画像拡大（図４の□部分）
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《資料紹介》

甲府柳町二丁目の道祖神祭礼用具
丸　尾　依　子

はじめに

　甲府城下町の道祖神祭りは、明治５年に禁止の布達が発布されたことによってその歴史を絶たれた。町々

が祀っていた道祖神の多くは穴切神社などに合祀された。豪華な祭礼用具はしまい込まれ、後世に売却や

廃棄によって散逸したか、その後の甲府空襲によって灰燼に帰したと見られている。祭りに関する古文書

類も、同様の理由から残存状況は芳しくない。限られた記録類や古文書、わずかな幕絵が確認できている

のみであることから、甲府城下町の道祖神祭りの全容は未だ茫洋とした部分も多いのである。

　本稿において報告する柳町二丁目の祭礼用具は、奇跡的に戦禍を逃れ、一商家に守られて現在に伝えら

れた。この新発見資料によって甲府城下町の道祖神祭り研究が新たな展開を迎えることを期待し、ここに

速報として紹介する。

１．十一屋野口家と所蔵資料群

　本資料群は、甲府柳町二丁目に店を構えた十一屋野口家に伝来したものである。以下に、十一屋野口家

および所蔵資料群について概説する。

　十一屋は本店を近江に置き、明和年間（18世紀半ば）に江戸・関東市場への進出を見据えて甲府に店を

開いたという。江戸時代には酒造業を中心に札差も営んだ（１）。十一屋が戦後まで販売した「君が代」と

いう銘柄の日本酒は山梨県内では広く知られ、また好まれていたようで、県内の祭礼における聞き書きで

は、かつて奉納酒として「君が代」を用いたという話も複数個所で聞かれる。明治時代においては、日本

のビール醸造の先駆者である野口正章を輩出し、その妻は女流画家として著名な野口小蘋（1847-1917）

である。山梨県立博物館所蔵の「大木コレクション」「大木家文書」「大木家資料」の旧蔵者であり、甲府

横近習町に居した呉服商「おふどう」こと大木家とも親交を持っていた。野口家が甲府を代表する豪商に

名を連ねていたことは間違いない。

　柳町二丁目の十一屋旧居地では、大正12（1923）年、中央館（活動写真館）の建設計画が持ち上がっ

たという。そのため、十一屋では店舗を桜町に、醸造場を横沢町に移設することとなった。本資料群は、

この移転に伴い所在を横沢町に移され、甲府空襲の戦渦を免れることとなったのである。

　十一屋野口家所蔵の資料群は古文書類と、本稿で紹介する道祖神祭礼用具からなる。古文書は帳簿類が

主たるもので、経営関係資料と歴代当主の書簡が中心である。商家の蔵などに保管された時のままとみら

れる木箱や、箪笥、酒瓶を出荷するための木箱などに納められていた。祭礼用具は、それぞれが専用の木

箱に納められた状態であった。資料群に対しては、近江の十一屋本家との関わりから、蒲生町史編さん時

に調査が入っているとのことで、古文書と祭礼用具のいずれの箱にもチョーク書きで番号が記されていた。

所蔵者によれば、一括の祭礼用具は「祭りの道具」であると伝えられてきたという。しかし、何の祭りの

道具であるかは不明であり、使用状況の伝承もなく、使用の機会も一度も無かったという。
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２．祭礼用具概説
（１）．点数と内訳

　資料の点数とその内訳は次の通りである。

　　錫製御神酒徳利　　　　　　　　　一対　２点

　　紙垂製作用具（包丁、和紙、麻）　一式　３点

　　登り龍・降り龍木彫　　　　　　　一対　２点

　　四猿木彫　　　　　　　　　　　　一式　４点

　　鶴木彫　　　　　　　　　　　　　一式　４点

　　風神・雷神木彫　　　　　　　　　一対　２点

　　獅子木彫　　　　　　　　　　　　一対　２点

　　松竹梅と波千鳥　　　　　　　　　一式　５点

　　四神木彫　　　　　　　　　　　　一式　４点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計28点

（２）．各資料の内容

　続いて、各資料の内容について述べ

る。なお、本資料は現在も資料整理と

調査を継続中であることから、内容の

紹介は概説に留まることを容赦願いた

い。

錫製御神酒徳利（写真１）　御神酒徳利

は錫製で、一対をなす。製作年代、製

作者などを示すものはない。和紙製の

御神酒口２点が付属する。

紙垂製作用具（写真２）　包丁と、材料

となる和紙、麻の一式である。包丁に

は後補とみられるボール紙製の鞘が付

けられていることから、近年も使用さ

れていた可能性がある。

登り龍・降り龍（巻頭図版５，６）　一

対をなす龍の木彫である。うち一方に

は片端に麻縄が結びつけられており、

使用時に固定するためのものと考えら

れる。また、金属製の髭と思われる部

品が付属するが、本資料には差し込む

ための穴は見られず、あるいは別の用

具の付属品が紛れ込んだ可能性がある。

20

写真１　鍚製御神酒徳利

写真２　紙垂製作用具
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　いずれも木箱が付属し、蓋の裏側に文字が書かれている。一方には、「衢神旌幟一雙　北鎮䑓小笠原長

州公取書」と記され、もう一方には「柳街第二丁里合肆□漛作之　維持文久元年酉歳初功　慶應元乙丑年

成功焉　小山正作本□彫刻」と記す。これらのことから、本資料は道祖神祭りの旗幟に関わる用具であり、

かつ柳町二丁目の所有であったことがわかる。同様に、文久元年から制作をはじめ慶応元年に完成したと

も読める内容が記されており、制作時期が判明する。

写真３　四猿（一）

写真４　四猿（二）



四猿（写真３，４，５，６）　猿はそれぞれ木箱が付属する。箱書きや作風から、作者は龍と同じく小山

正作であることがわかり、同時期の制作と推測される。祭礼具としての用途については、（３）にて後述

する。

　猿といえば、一般的には三猿が良く知られているが、四猿は、一説によると孔子の教えに基づくもので、

『論語』の中に「非礼勿視、非礼勿聴、非礼勿言、非礼勿動」との言葉があり、（社会規範に背いたことを）
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写真５　四猿（三）

写真６　四猿（四）
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見たり、聞いたり、言ったり、行ったりし

てはいけない、と説いているという。四猿

とした場合には、四匹目の猿には「行って

はいけない（正しく行うべきである）」が

該当する（２）。

　さて、本資料の箱書きには、それぞれ、

次のような猿の性格を表す文言が記されて

いる。「猿子延手塞親目　小山正作夲舊造□

一」、「以手當耳不聞丗悪　正作誌」、「古舊

誌三者立□□□□□游」、「心栗受口　不以

四話　夲舊」の四文である。一つめ、二つ

めはそれぞれ「見ざる」「聞かざる」に該当

するとみて間違いないだろう。しかしなが

ら、残りの三つめ、四つめについては一般

的な三猿、四猿とは異なっている。題材と

なった故事などを参照しつつ、本資料の四

猿が何を表したものかを検討する必要があ

る。

　また、木箱にはそれぞれ「上之一」「上之

二」「下之一」「下之二」とも記されている。

祭場における配置の指示であろう。ここか

ら察するに、四猿は道の四隅（辻か）か、

通りの南北に二つずつ配置されたと推測さ

れる。

鶴（写真７）　作風から、小山正作の手に

よるものと推測される。大型２点、小型２

点の計４点からなる。用途は（３）にて後

述する。大型は番
つが

いの鶴や、巣の中の雛を

育てる鶴などが彫られている。小型は飛翔

する鶴である。小型の２点の裏側には、「右

の下　下ノ角」「左の下」などの墨書がある。

風神・雷神（写真８）　作風から、小山正

作の手によるものと推測される。用途は

（３）にて後述するが、三角形の形状から、

破風などに用いたかと考えられる。

獅子（写真９，10）　作風から、小山正作

の手によるものと推測される。阿吽の一対

写真７　鶴（大型）

写真８　風神・雷神

写真９　獅子（上）



をなす。臍
ほぞ

が造られており、支柱などには

め込む方法で使用されたものかと考えられ

るが、詳細は不明である。それぞれの臍に

は「上」「下」と墨書されており、祭礼にお

いては道を挟んで北と南にそれぞれ設置さ

れたものかと推測される。また、獅子の造

形は、社寺建築の木鼻のように、やや下方

から見上げることを想定して制作されたよ

うに見受けられる。

松竹梅と波千鳥（写真11）　作風から、小

山正作の手によるものと推測される。大型

は梅竹、松、波千鳥をモチーフとする大型

３点と、松をモチーフとする小型２点の一

式である。

四神（写真12，13，14，15）　青竜、白虎、

朱雀、玄武の一式である。本資料は、これ

まで紹介した小山正作の作風とは異なって

いる。全体に彩色が施されており、玉眼で

ある。また、白虎以外の３点は差込による

組立式であり、朱雀の羽の固定には金具が

用いられている。

　道祖神祭礼における四神をモチーフとす

る装飾物には、江戸時代の八日町一丁目の

道祖神祭礼用具に「四神幟」が見られる（３）。

現在山梨県内に伝承されている道祖神祭り

においては、幡や万燈を道の四隅に立てる

事例がある。そこから推察するに、本資料

は辻を祭りの場とする場合にその四隅に柱あるいは万燈を建て、その上部に飾ったものかと推測される。

　なお、先述の小山正作による木彫像群と比較すると状態が悪く、破損個所も見られる。状態から判断す

ると、制作時期はそれらより遡るものであるか、後世に再利用された可能性もある。

　以上、本資料群の内容について概説した。本資料群は祭礼用具としては部分的で、祭礼用具としての一

式をなすものではないが、これは所蔵者の保管状況に起因するものではない。甲府城下町地域の道祖神祭

りにおいては、祭礼用具を分散して主要商家が保管していた（４）。柳町二丁目の祭礼用具としては、少な

くとも本資料群の他に「京都名所」を題材とした「幕絵」を所有していたとされているほか、本資料群の

登り龍・降り龍を飾った支柱に立てる旗も所有していたはずである。そのように考えると、本資料は柳町

二丁目の道祖神祭礼用具のうち、十一屋野口家の管理分と考えるのが妥当である。当家において、本資料
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写真10　獅子（下）

写真11　松竹梅と波千鳥
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群が使用機会がないにも関わらず、代々「祭

りの道具」と言い伝えてきたのも、個人の

所有物ではなく町からの預かり物であると

の意識が働いていたのではなかったか。

　なお、用具が納められた木箱には、箱内

に鉋屑とともに新聞紙が敷かれていた。い

ずれも緩衝材として同梱されたと考えられ

るが、新聞は昭和５年～12年のものであっ

た。さらに、資料には補修痕が見られるも

のもあった。所蔵者の記憶では飾った記憶

がないということではあるが、新聞の年代

と同時期に箱の内容物の確認や、一部補修

の作業が行われたと考えるのが妥当であ

る。あるいは、昭和初期に道祖神祭り以外

の祭礼に使用された可能性もあり、甲府市

街地における昭和初期の祭礼記録を再確認

する必要がある。

３．若尾謹之助『甲州年中行事』の記述との比較

　さて、甲府城下町における年中行事の記録のひとつに、若尾謹之助『甲州年中行事』がある。このなか

に幕末期の柳町二丁目の道祖神祭礼について記した部分があり、本資料群に該当すると思われる記述がみ

られる。以下に抜粋し、本資料群との対照を行いたい。

写真12　四神（青竜）

写真13　四神（白虎） 写真14　四神（朱雀）



　當時幟の枠として有名なるは柳町貮丁目のものなり、五尺の高さにして登り龍降り龍及手長猿鶴の巣

籠の彫刻を施せり、小山正作氏の刀に成り頗る巧緻をこらしたり（５）

　上記の『甲州年中行事』の記録および掲載されたスケッ

チ（右）と本資料を対照すると、作者名が一致する資料は

登り龍・降り龍と四猿である。また作風から鶴、風神雷神、

獅子も同作者の一連の祭礼用具とみられる。

登り龍・降り龍　用途、使用方法ともにほぼ一致するとみ

てよいだろう。高さ五尺（約150㎝）の支柱に固定したもの

としても、大きさや形状など、全く問題がない。資料に付

けられた麻縄は、支柱への固定に用いられたものとみられ

る。

鶴　題材が一致するものの、スケッチでは使用箇所や位置

が判然としない。ただ、本資料のモチーフが鶴の子育てで

あることや、作者名が一致することを考えれば一連の祭礼用具であることは疑いようがない。小型２点に

は使用位置の指示と思われる墨書があることから、使用痕や他県の祭礼用具なども参考にしつつ、検討を

加える必要があるだろう。

四猿　本文および図版中の「手長猿」が本資料にあたると考えたいが、図版上の「手長猿」と本資料とは、

大きさや使用方法が図とは異なるようにも思える。鶴と同様に今後検討していきたい。

風神・雷神　本文およびスケッチ中には記述はないものの、形状から幟枠の屋根の破風部分ではないかと

推察される。
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写真15　四神（玄武）

『甲州年中行事』に掲載された幟枠スケッチ
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獅子　該当する記述がみられず、スケッチからも使用方法や位置の推測ができない。臍の「上」「下」の

墨書や形状から道の南北に建てた支柱あるいは道祖神祠などの装飾として取りつけたと仮定することがで

きる。『甲州年中行事』には、甲府城下町における一般的な道祖神祭りにおける祭場の設えについても記

している。それによれば、各町内では空き家に道祖神祠を設け、御山飾り、幟・万燈・吹流を建てたとい

う。幟や万燈、吹流の建て方は次のようである。

　各町の入口には兩側に二本の葉竹を立し之に注連縄を張り之を「志めきり」と稱す又大幟二本吹流一

本及一箇の万燈を建つ、大幟には道祖大明神と書し、吹流には同じく中央に道祖大明神傍に登り龍降り

龍を畫く、万燈には天下泰平・國家安全・五穀豊饒・家内安全と書するが多し、各町多少の相違はあれ

ど何れも大体に於て同じき飾り方を用ゐたり（６）

　この祭場構成と照らし合わせると、道の両側に建てる装置には「志めきり」が該当し、大幟２本を用い

たことがわかる。大幟を建てるためには一対の幟枠か支柱が必要であることから、獅子はここに用いられ

た可能性も指摘できるだろう。また、先に述べた登り龍・降り龍を用いた「幟枠」とは、吹流の枠を指し

ていることも判明する。

　さて、残る祭礼用具のうち大掛かりなものは松竹梅と波千鳥および四神である。これらについては、『甲

州年中行事』の記述からは、残念ながら読み取ることができない。松竹梅と波千鳥は、形状から先述の幟

枠の一部かとも考えられるが、現時点では不明とするしかない。また、四神は、四神旗の上部に取り付け

たか、あるいは『甲州年中行事』の記述にみる万燈の装飾かとも考えられるが、万燈は一箇であると記さ

れていることから四神をモチーフとしたものではないだろう。よって四神旗の装飾か、それに類するもの

と考えたいところである。

おわりに

　冒頭に記したように、旧甲府城下町の道祖神祭りは明治初期に廃止され、さらにその後の甲府空襲の影

響を受けて資料の残存が極めて少ない。特に祭礼用具と信仰用具に関しては、いわゆる「幕絵」や、道祖

神祠がわずかに現存するのみである。こうした状況において、本資料群は城下町の道祖神祭りに関する数

少ない実物資料である。わずか数回の使用であったと推測され、状態も非常に良い。

　幸運なことに、本資料は『甲州年中行事』内にもその記録が残されており、不完全ではあるが使用方法

もうかがえる。作者である小山正作がどのような人物であったのかについては現在のところ未詳であるが、

その造りからは社寺建築などの知識や経験を持つ人物ではなかったかと考えられる。使用方法の検討を試

みるうえでは、社寺建築や神輿・屋台の構造と制作者を視野に入れる必要があるだろう。今後、県内の社

寺建築の事例や、近県の都市部の祭礼用具などを参考にしつつ、本資料の使用状況の再現を試みるととも

に、作者の素性についても明らかにしていきたい。

　これまで、甲府城下町の道祖神祭りにおいては「幕絵」ばかりがクローズアップされがちであった。確

かに、有名絵師を招いて描かせた幕絵はひときわ大掛かりで豪華である。甲府の町の繁栄や都市の道祖神

祭りの独自性を物語る品として象徴的である。しかしながら、『甲州年中行事』に記録された柳町二丁目

の祭礼用具に対する注目度の高さや、本資料の手の込みようを見れば、その他の祭礼用具も決して脇役で
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はなかったことがわかる。各町は全ての用具の拵
こしら

えに心を配り、その豪華さを競っていたのであろう。村々

の道祖神祭りでは、飾りの巨大化によって地域社会の繁栄を願い誇示する傾向がある。都市においては、

同様のことを用具に贅を尽くすことで顕在化しようとする傾向があったのではなかったか。

　本資料は、江戸時代の甲府城下町の道祖神祭りの様子をより具体的に知り、町における祭礼空間の立体

的な再現も可能とする資料である。甲府城下町の道祖神祭りの末期の姿を伝える資料として、またとない

貴重なものであることに間違いない。謎の多い甲府城下町の道祖神祭りにとって新たな灯標になると期待

している。

註

註１　十一屋は、当初は飴を商い、そこから原料の米、酒造や醤油の醸造へと展開していった。また、札差も営んだのは寛

政年間（18世紀末）以降という。なお、近世の十一屋の経営については、当館の中野学芸員より教授を受けた。

註２　時に、これを「姦淫せざる」と解釈することもある。しかしながら、道祖神祭りの場合は子孫繁栄や豊穣祈願ために、

あえて性的な言葉や行為、装飾、神体が用いられることも多い。そのような祭りの性格上、本資料の猿にはこの解釈

は該当しないと考えてよいだろう。

註３　高橋修「甲府道祖神祭礼永代帳との対話」（『山梨県立博物館研究紀要第3集』所収　2009年）参照。寛政６（1794）年

の甲府八日町では、祭礼用具のうち四神幟を若松屋平八が管理していたことが報告されている。また、享和４（1804）

年の記録では記載が詳しくなり、同幟４本を管理していたと記されている。

　　　四神の幡や作り物は、他県の都市祭礼でも見られる。例えば、幡は東京都府中市の大国玉神社祭礼において、作り物

は千葉県松戸市の松戸神社など、他県の都市祭礼などにおいて用いられている。本資料の使用方法を探る上で参考に

すべき事例である。

註４　同上

註５　「甲州年中行事」『甲斐史料集成一二』　より抜粋

註６　同上

主要参考文献

髙橋修「甲府道祖神祭礼永代帳との対話」『山梨県立博物館研究紀要第3集』所収　2009年　山梨県立博物館

若尾謹之助「甲州年中行事」『甲斐資料集成一二』



【
註
】

（
１
）「
武
者
武
田
氏
」
と
い
う
書
き
込
み
が
本
作
上
巻
絹
に
確
認
で
き
る
。

（
２
）
守
屋
氏
は
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
信
玄
軍
陣
影
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
四
点
を
列
挙
し
て
い
る
。

①
日
輪
、
あ
る
い
は
日
輪
に
武
田
菱
、
あ
る
い
は
龍
の
顔
が
つ
い
た
前
立
て
を
取
付
け
た
、
白
も

し
く
は
赤
の
頭
の
兜
を
冠
る
。

②
鎧
を
装
着
し
、
そ
の
上
に
朱
の
法
衣
、
さ
ら
に
袈
裟
を
纏
い
、
法
師
武
者
の
姿
を
示
す
。

③
左
手
に
は
数
珠
、
右
手
に
は
軍
配
、
あ
る
い
は
采
配
が
握
ら
れ
る
。

④
そ
の
多
く
は
床
几
に
坐
る
椅
像
で
あ
り
、
時
に
坐
像
で
描
か
れ
る
。

　
　
　

ま
た
、
こ
う
し
た
図
様
は
、
川
中
島
合
戦
図
屏
風
な
ど
か
ら
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
上
で
成
立
し
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
（
守
屋
正
彦
『
近
世
武
家
肖
像
画
の
研
究
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
３
）
峡
中
浮
世
絵
展
覧
会
は
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
と
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
開
催
さ
れ
た
浮

世
絵
を
集
め
た
展
覧
会
で
あ
り
、そ
の
第
二
回
に
本
資
料
が
出
品
さ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
（『
甲

府
市
史　

別
編
Ⅱ　

美
術
工
芸
』
甲
府
市
役
所
、
一
九
八
八
年
）。

（
４
）
現
在
の
所
蔵
者
の
祖
父
に
あ
た
る
人
物
の
名
が
、
本
目
録
に
は
記
さ
れ
て
い
た
。

（
５
）『
无
名
翁
随
筆
』（
岩
本
活
東
子
〔
編
〕『
燕
石
十
種　

第
三
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
）。

（
６
）
例
え
ば
、藤
岡
市
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
観
桜
舟
遊
図
」
に
は
「
七
十
七
翁
英
山
俊
信
筆
」

と
記
載
が
あ
り
、
英
山
が
七
十
七
歳
の
時
に
描
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
７
）『
特
別
展
「
英
山
」
図
録
』
日
本
浮
世
絵
学
会
、
一
九
九
六
年
。

（
８
）
前
掲
注
（
４
）
参
照
。

（
９
）
彰
美
會
〔
編
〕『
菊
川
英
山
傑
作
集
』
芸
艸
堂
、
一
九
三
一
年
。

（
10
）
藤
岡
の
諏
訪
神
社
に
は
十
面
の
奉
納
絵
馬
が
あ
り
、そ
の
う
ち
の
一
つ
が
本
作
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

本
絵
馬
が
英
山
の
絶
筆
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
近
藤
映
子
「
菊
川
英
山
（
一
七
八
七
─
一
八

六
七
）
─
そ
の
生
涯
と
画
業
─
」（『
特
別
展
「
英
山
」
図
録
』
日
本
浮
世
絵
学
会 

、
一
九
九
六
年
））。

（
11
）
守
屋
正
彦
『
近
世
武
家
肖
像
画
の
研
究
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。

【
付
記
】

　

菊
川
英
山
に
よ
る
肉
筆
武
者
絵
の
作
例
に
つ
い
て
、
太
田
記
念
美
術
館
日
野
原
健
司
様
よ
り
ご
教
示
い
た

だ
き
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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の
数
は
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
ず
錦
絵
、
多
色
摺
木
版
画
の
作
例
で
あ
る
が
、
間
判
サ
イ

ズ
の
武
者
絵
の
存
在
が
数
点
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
や
は
り
そ
の
大
半
が
大
判
サ

イ
ズ
の
美
人
画
で
占
め
ら
れ
て
い
る（
７
）。

　

肉
筆
画
に
関
し
て
は
、
歌
川
豊
国
と
共
に
席
画
を
描
い
て
い
た
他
、
菊
川
派
の
社
中
で
肥
州

侯
の
求
め
に
応
じ
て
肉
筆
画
を
描
い
た
と
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の（
８
）、

そ
も
そ
も
現
存

作
例
自
体
が
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
そ
の
多
く
が
英
山
の
得
意
と
す
る
美
人
画

で
あ
り
、
武
者
絵
と
な
る
と
、
今
の
と
こ
ろ
『
菊
川
英
山
傑
作
集
』（
９
）に

掲
載
の
あ
る
「
楠
公
父

子
訣
別
の
図
」
と
、「
行
年
七
十
二
翁　

英
山
俊
信
筆
」
と
記
さ
れ
た
武
者
絵
（
太
田
記
念
美

術
館
蔵
）、
さ
ら
に
「
頼
朝
鶴
放
生
図
」
と
題
さ
れ
た
絵
馬）

10
（

が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
英
山
が
残
し
た
作
例
の
中
で
も
本
作
は
異
例
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
が

わ
か
る
。
英
山
が
自
身
の
得
意
と
す
る
美
人
画
以
外
を
敢
え
て
手
掛
け
た
理
由
ま
で
は
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
今
後
英
山
研
究
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な

作
品
の
一
つ
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
信
玄
の
軍
陣
影
の
内
、
英
山
と
同
じ
く
浮
世
絵
師
の
肉
筆
画
と
な
る
と
、
あ
ま
り

そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
懐
月
堂
安
度
（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
る
信
玄
の
肉
筆
画
（
島

根
県
立
博
物
館
蔵
）
を
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
今
現
在
の
と
こ
ろ
、
他
の

浮
世
絵
師
に
よ
る
信
玄
の
肉
筆
画
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

な
お
、信
玄
及
び
そ
の
配
下
の
武
将
ら
が
画
題
と
な
っ
た「
武
田
二
十
四
将
図
」の
中
で
も
、

初
期
の
頃
に
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
、
鳥
居
清
信
（
一
六
六
四
～
一
七
二
九
）
に
よ
る
丹

絵
の「
武
田
二
十
四
将
図
」は
、安
度
が
活
躍
し
た
頃
と
同
時
期
の
出
版
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

江
戸
時
代
の
中
期
頃
に
は
浮
世
絵
派
の
絵
師
に
よ
っ
て
、
信
玄
を
は
じ
め
と
し
て
武
田
の
武

将
を
題
材
と
し
た
作
品
の
制
作
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。

　

江
戸
時
代
の
後
期
に
な
る
と
、
甲
越
両
将
を
題
材
と
し
た
絵
双
紙
等
が
多
く
出
版
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
武
田
と
上
杉
の
武
将
が
錦
絵
に
よ
り
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ

け
、
歌
川
国
芳
（
一
七
九
七
～
一
八
六
一
）
一
派
を
中
心
に
、
主
に
大
判
三
枚
続
の
大
画
面

を
用
い
て
、
川
中
島
合
戦
等
を
題
材
と
し
た
武
将
の
凛
々
し
い
姿
が
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、大
判
一
枚
に
つ
き
武
田
と
上
杉
の
両
将
を
一
人
ず
つ
描
き
出
し
た
、国
芳
に
よ
る
「
甲

越
勇
将
伝
」
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
、
武
将
を
ブ
ロ
マ
イ
ド
の
よ
う
に
扱
っ
た
作
例
も
見
受
け

ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
作
中
に
も
信
玄
の
姿
は
表
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
の
姿
は

英
山
の
描
い
た
信
玄
像
と
同
じ
く
、
鎧
の
上
に
法
衣
を
ま
と
い
、
数
珠
や
軍
配
を
手
に
し
た

も
の
が
多
い
。

　

こ
れ
よ
り
、
英
山
が
活
躍
し
た
江
戸
時
代
中
後
期
頃
に
は
、
信
玄
を
中
心
と
す
る
武
田
関

係
の
多
数
の
浮
世
絵
作
品
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
が
垣
間
見
え
る
他
、
英
山
の

信
玄
像
に
見
ら
れ
る
信
玄
軍
陣
影
の
特
徴
も
、
既
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
既
存
の
信
玄
図
像
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
英
山
が
本
作
を
制
作

し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
今
後
さ
ら
な
る
調
査
を
行
い
、
本
図
の
特
徴
や
制
作
背
景
を

よ
り
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
作
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
美
人
画
を
中
心
と
し
て
作
品
を
手
掛
け
て
き
た
英
山
の
作
例

中
で
は
、
大
変
珍
し
い
武
者
絵
の
肉
筆
画
に
あ
た
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
浮
世
絵
版

画
と
し
て
の
信
玄
像
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
も
の
の
、
浮
世
絵
師
が
描
い
た
肉
筆
画
の
信
玄

像
は
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
意
味
合
い
で
も
非
常
に
貴
重
な
作
品
で
あ
る
と
指

摘
で
き
る
。

　

ま
た
、
既
に
確
立
し
て
い
た
信
玄
像
を
基
に
制
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
本
作
が
、
信
玄
の
軍

陣
影
に
関
す
る
こ
れ
か
ら
の
研
究
で
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
だ
ろ

う
。
今
後
、
本
作
の
制
作
背
景
の
さ
ら
な
る
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
武
田
関
係
の
絵
画
資

料
の
調
査
も
並
行
し
て
行
い
た
く
思
う
。
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な
お
、
本
展
覧
会
の
目
録
に
は
出
品
さ
れ
た
作
者
名
、
作
品
名
、
及
び
所
蔵
者（
４
）に

つ
い
て

は
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
作
品
の
概
要
等
に
関
し
て
は
画
像
を
含
め
詳
細
の
記
載
が
な
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
所
蔵
者
の
子
孫
に
あ
た
る
本
作
の
現
所
蔵
者
宅
に
伝

わ
る
資
料
群
の
中
で
、
他
に
該
当
作
品
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
本
作
が
当
時
出
品
さ

れ
て
い
た
「
武
田
信
玄
像
」
で
あ
る
と
同
定
し
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
次
に
作
者
の
菊
川
英
山
の
概
略
を
示
す
。
英
山
は
江
戸
時
代
中
後
期
に
活
躍
し
た

浮
世
絵
師
で
、
浮
世
絵
美
人
画
中
興
の
祖
と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
門

人
と
し
て
渓
斎
英
泉
（
一
七
九
〇
～
一
八
四
八
）
な
ど
が
お
り
、
浮
世
絵
師
の
派
閥
の
一
つ

で
あ
る
菊
川
派
を
形
成
し
た
。

　

生
ま
れ
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）、
市
ヶ
谷
で
産
声
を
あ
げ
、
そ
の
後
麹
町
に
移
り
住

ん
だ
。
父
で
あ
る
菊
川
英
二
（
生
没
年
不
詳
）
は
近
江
屋
と
い
う
造
花
業
を
営
ん
で
い
た
が
、

狩
野
派
の
絵
師
、
東
舎
（
生
没
年
不
詳
）
の
門
人
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
英
山
は
絵
を
嗜
ん

で
い
た
父
、
江
戸
円
山
派
の
絵
師
で
あ
る
鈴
木
南
嶺
（
一
七
七
五
～
一
八
四
四
）
ら
に
画
を

学
び
、
親
交
の
あ
っ
た
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
～
一
八
四
九
）
の
門
人
、
魚
屋
北
渓
（
一
七

八
〇
～
一
八
五
〇
）
を
通
じ
て
北
斎
の
画
法
も
学
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
文
化
初
年
頃

に
は
既
に
作
品
を
残
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、こ
の
頃
描
い
て
い
た
美
人
画
は
喜
多
川
歌
麿
（
一

七
五
三
？
～
一
八
〇
六
）
晩
年
の
美
人
画
に
酷
似
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
後
、
文
化
七
、

八
年
（
一
八
一
〇
、
一
一
）
頃
に
は
英
山
特
有
の
上
品
で
た
お
や
か
な
美
人
像
が
描
か
れ
る

よ
う
に
な
り
、
独
自
の
画
風
を
確
立
し
た
。

　

初
代
歌
川
豊
国
（
一
七
六
九
～
一
八
二
五
）
ら
と
と
も
に
人
気
を
得
て
、
主
に
美
人
画
を

中
心
と
し
て
作
品
を
残
し
た
が
、晩
年
は
弟
子
の
植
木
屋
孫
八（
生
没
年
不
詳
）方
に
奇
遇
し
、

そ
の
後
娘
ト
ヨ
（
一
八
一
四
～
八
八
）
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
上
州
藤
岡
町
の
呉
服
商
、
児
玉
屋

峯
安
右
衛
門
（
一
七
八
三
～
一
八
五
九
）
方
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
藤
岡
に
お
い
て
五
年
ほ

ど
の
時
を
過
ご
し
た
が
、
そ
の
間
肉
筆
画
を
中
心
に
制
作
活
動
を
行
い
、
か
の
地
に
没
す
る

こ
と
に
な
る
。

　

英
山
の
弟
子
、
英
泉
が
記
し
た
浮
世
絵
師
の
列
伝
『
无
名
翁
随
筆
』
に
は
、「（
英
山
の
）

美
人
浮
世
風
俗
は
、
狂
言
振
と
不
レ
似
、
や
は
ら
か
に
、
当
時
の
風
俗
を
か
き
、
遠
国
迄
も

名
高
き
一
時
の
妙
手
な
り
」
（
５
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
英
山
の
美
人
画
が
往
時
世
間
に
広
く
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
美
人
画
は
残
さ
れ
た
作
例
の
中
で
圧
倒

的
な
数
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
当
時
、
英
山
の
美
人
像
が
多
く
望
ま
れ
描
か
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
落
款
に
見
ら
れ
る
「
俊
信
」
は
英
山
の
名
で
あ
り
、
肉
筆
画
中
で
度
々
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
（
図
２
）。
本
作
で
は
署
名
、印
章
に
俊
信
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
印
章
も
英
山
の
肉
筆
画
で
散
見
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
日
本
浮
世
絵
博
物
館
蔵

の
「
芸
妓
立
ち
姿
図
」
な
ど
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
署
名
に
関
し
て
は
、
藤
岡
滞
在
時
の

晩
年
に
制
作
さ
れ
た
肉
筆
画
の
多
く
が
、
自
身
の
年
齢
を
入
れ
た
上
で
署
名
を
行
っ
て
い
る

も
の
が
多
い
こ
と
か
ら（
６
）、
本
作
は
ま
だ
江
戸
に
い
る
内
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推

定
で
き
る
。
よ
っ
て
、
江
戸
在
住
時
に
何
ら
か
の
依
頼
が
あ
っ
て
本
作
が
制
作
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
正
確
な
制
作
年
代
の
考
察
に
関
し
て
は
、
他
の
英
山
肉
筆
画
と
比
較
を

し
た
上
で
、
今
後
検
証
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

二
、
本
資
料
の
位
置
付
け

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
英
山
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
美
人
画
で
あ
り
、
武
者
絵
と
な
る
と
そ
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図２　「武田信玄像」
　　　（落款部分）
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は
じ
め
に

　

武
田
信
玄
が
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
肖
像
画
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
中
で
、
こ
の
度
山
梨

県
内
の
個
人
宅
に
伝
わ
る
資
料
群
中
に
、
武
田
信
玄
を
題
材
と
し
た
軸
装
の
絵
画
作
品
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
調
査
の
過
程
で
判
明
し
た
。
信
玄
の
軍
陣
影
で
あ
る
本
作
の
詳
細
に

つ
い
て
今
ま
で
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
概
要
を
本
稿
で
は
示
し
て
い
き

た
い
。

一
、
菊
川
英
山
筆
「
武
田
信
玄
像
」

　

ま
ず
、
本
作
の
基
礎
情
報
を
記
す
と
と
も
に
、
作
者
で
あ
る
浮
世
絵
師
、
菊
川
英
山
（
一

七
八
七
～
一
八
六
七
）
の
概
略
を
記
載
す
る
。

・
菊
川
英
山
筆
「
武
田
信
玄
像
」（
巻
頭
図
版
７
）
一
幅

　
　

材
質
技
法　
　

紙
本
着
色

　
　

法
量　
　
　
　

縦 

一
三
〇
・
五　

  

横 

四
四
（
㎝
）

　
　

落
款　
　
　
　

署
名
「
菊
川
英
山
俊
信
筆
」

　
　
　
　
　
　
　
　

印
章
「
菊
川
」「
俊
信
」（
白
文
朱
文
楕
円
連
印
）

　

白は
く
ま熊
の
兜
を
か
ぶ
り
、
鎧
の
上
に
法
衣
を
ま
と
っ
て
床
几
に
腰
掛
け
た
信
玄
の
姿
で
あ
る
。

右
手
に
軍
配
、
左
手
に
は
数
珠
が
握
ら
れ
、
ま
た
兜
等
に
武
田
菱
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
軸
本
体
に
信
玄
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の（
１
）、

江
戸
時
代
に
成
立
し
た
信
玄
軍
陣
影
の
典
型
的
な
特
徴（
２
）を
本
作
で
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、

信
玄
像
と
断
定
し
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
顔
の
描
写
か
ら
装
束
の
模
様
ま
で
繊
細
な
筆
遣

い
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、
手
甲
の
部

分
に
は
お
そ
ら
く
英
山
が
好
ん
で
用

い
た
と
さ
れ
る
、
菊
の
文
様
と
思
し

き
模
様
も
確
認
で
き
る
（
図
１
）。

隅
々
ま
で
丁
寧
に
描
き
込
ま
れ
、
作

者
の
画
技
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ

た
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
作
の
初
出
は
、
お
そ
ら
く
『
甲

府
市
史　

別
編
Ⅱ　

美
術
工
芸
』
中

の
「
第
二
回
峡
中
浮
世
繪
展
覧
會
出

品
目
録
」
と
い
う
、
甲
府
で
行
わ
れ

た
浮
世
絵
展
覧
会
の
出
品
目
録
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
「
武
田
信
玄
像
」
と

い
う
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る（
３
）。

32

《
資
料
紹
介
》

　
　
菊
川
英
山
筆
「
武
田
信
玄
像
」
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沙
子
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図４　背面墨書銘（赤外線写真）

頭部の梵字（内容は不明）

子
安
地
藏

地

藏

菩

薩



総　

高　
　
　

三
・
〇

最
大
張　
　
　

六
・
九　
　
　
　

最
大
奧　
　

六
・
八

６　

北
海
道
立
旭
川
美
術
館
「
北
の
円
空
・
木
喰
」
展
図
録
（
一
九
八
七
年
）
の
掲
載
写
真
等
参
照
。

７　

小
寺
平
吉
『
木
喰
─
そ
の
蝦
夷
地
の
足
跡
─
』
学
芸
書
林　

一
九
八
一
年

８　

拙
稿
「『
木
食
白
導
一
代
記
』
に
み
る
白
道
の
半
生
」『
山
梨
県
立
博
物
館
研
究
紀
要 

第
三
集
』 

二
〇
〇
九

年

【
付
記
】

　

最
後
に
、
御
所
蔵
者
で
あ
る
正
隆
寺
御
住
職
大
石
英
普
様
に
は
、
調
査
な
ら
び
に
本
誌
へ
の
御
所
蔵
品
の

掲
載
を
お
許
し
い
た
だ
く
な
ど
、
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
小
島
梯
次
先
生
に
は
ご
教
示
を
頂
戴
い

た
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
科
学
研
究
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助

成
基
金
助
成
金
）（
若
手
研
究
（
Ｂ
））「
木
食
行
に
お
け
る
作
仏
の
宗
教
的
意
義
に
関
す
る
研
究
―
木
喰
行
道
・

白
道
の
初
期
作
例
を
通
じ
て
―
」（
平
成
二
五
〜
二
七
年
度
）
の
成
果
の
一
部
で
す
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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図２　頭部左側面図３　頭部右側面

図１  頭部正面



師
寺
（
爾
志
郡
八
雲
町
）
子
安
地
蔵
菩
薩
像
に
通
ず
る
も
の
で
、
ま
た
、
金
剛
寺
（
檜
山
郡

江
差
町
）
子
安
地
蔵
菩
薩
像
、
正
覚
院
（
檜
山
郡
江
差
町
）
弘
法
大
師
像
、
法
蔵
寺
（
爾
志

郡
八
雲
町
）
地
蔵
菩
薩
像
に
も
類
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
北
海
道
に
伝
来
す
る
木
喰
に
よ
る
作
品
に
共
通
す
る
造
形
的
特
色
で
あ
り
、

本
像
の
制
作
時
期
も
そ
れ
ら
と
同
時
期
の
も
の
と
み
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

三
　
墨
書
銘
に
つ
い
て

　

今
回
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
像
背
面
の
墨
書
銘
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
判
読
は
現
状
で
は

残
念
な
が
ら
困
難
で
あ
っ
た
。
北
海
道
内
で
赤
外
線
撮
影
調
査
を
行
っ
た
像
な
ど
の
例
に
よ

れ
ば
、
木
喰
仏
の
像
背
銘
は
、
頭
部
背
面
に
梵
字
、
体
部
背
面
中
央
に
梵
字
と
「
南
無
」
に

続
け
て
尊
名
を
記
す
の
を
基
本
と
し
て
、
そ
の
左
右
に
「
天
下
和
順
」「
日
月
清
明
」
や
「
慈

眼
視
衆
生
」「
福
寿
海
無
量
」
な
ど
の
文
言
、「
日
本
廻
国
」、
制
作
年
、
さ
ら
に
花
押
な
ど
を

組
み
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
る（
６
）。
そ
れ
に
照
ら
せ
ば
、
本
像
の
背
銘
も
そ
の
一
部
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
、
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
伝
来
等

　

本
像
が
伝
わ
る
正
隆
寺
は
日
蓮
宗
寺
院
で
、
現
在
は
本
堂
内
祖
師
像
の
近
く
に
安
置
さ
れ

て
い
る
。
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）、
近
在
の
青
山
家
よ
り
、
十
三
代
当
主
没
後
、
夫
人

に
よ
り
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
。
青
山
家
は
塩
谷
（
現
在
の
小
樽
市
）
の
出
身
で
そ
の
先
祖
は

松
前
家
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
が
、
当
家
に
本
像
が
伝
来
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ

る（
７
）。

　

ま
た
、
本
像
が
伝
来
す
る
古
平
郡
を
木
喰
が
訪
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
資
料

か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
青
山
家
に
伝
来
し
た
時
期
も
含
め
て
、
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

一
方
、道
内
で
行
動
を
共
に
し
た
と
さ
れ
る
木
食
僧
白
道
の
自
叙
伝
『
木
食
白
導
一
代
記
』（
寛

政
八
年
〈
一
七
九
六
〉）
に
よ
る
と
「
中
蝦
夷
」
ま
で
廻
国
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り（
８
）、

木
喰
が
こ
の
辺
り
を
訪
れ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
正
隆
寺
像
の
調
査
概
要
に
つ
い
て
記
し
た
。
本
像
は
、
北
海
道
内
に
残
る
木
喰
に

よ
る
初
期
作
例
と
共
通
す
る
特
徴
を
持
ち
、
墨
書
銘
の
形
式
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
木
喰
作
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
伝
来
に
つ
い
て
の

問
題
な
ど
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
が
、
木
喰
に
よ
る
確
か
な
初
期
作
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

本
像
の
持
つ
意
義
は
大
き
い
。

註１　

木
喰
の
年
齢
、
来
歴
等
は
『
四
国
堂
心
願
鏡
』（
享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉）
等
に
よ
る
。

２　

拙
稿
「
東
北
地
方
で
初
め
て
発
見
さ
れ
た
木
喰
仏
」『
微
笑
み
に
込
め
ら
れ
た
祈
り　

円
空
・
木
喰
展
』

図
録　

株
式
会
社
ア
ー
ト
ワ
ン　

二
〇
一
五
年

３　

拙
稿
「
初
期
の
白
道
仏
に
つ
い
て
―
北
海
道
・
栃
木
県
に
残
さ
れ
た
像
を
中
心
に
―
」
木
下
達
文
・
清

雲
俊
元
編
著
『
木
食
白
道　

知
ら
れ
ざ
る
も
う
一
人
の
木
食
』
山
梨
ふ
る
さ
と
文
庫　

二
〇
〇
八
年

４　

小
島
梯
次
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

５　

調
査
は
平
成
二
八
年
三
月
一
二
日
に
実
施
し
た
。
な
お
、
法
量
等
の
基
本
デ
ー
タ
は
次
の
と
お
り
。

【
法　

量
（
単
位
㎝
）】

〈
本
体
〉

像　

高　
　

二
二
・
二
（
台
座
を
含
む
総
高
二
五
・
二
）

頂
―
顎　
　
　

四
・
七　
　
　
　
　
　
　

面　

幅　
　
　

三
・
三　

耳　

張　
　
　

三
・
五　
　
　
　
　
　
　

面　

奥　
　
　

三
・
八

胸　

奥　
　
　

五
・
七
（
子
を
含
む
）　

腹　

奥　
　

六
・
二
（
子
を
含
む
）

肘　

張　
　
　

七
・
三　
　
　
　
　
　
　

袖
裾
張　
　
　

七
・
五

裙
裾
張　
　
　

五
・
六　
　
　
　
　
　
　

足
先
開
（
外
）
三
・
四

足
先
開
（
内
）
一
・
五

〈
台
座
〉
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は
じ
め
に

　

木
喰
（
五
行
、
明
満
）
は
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
甲
斐
国
古
関
丸
畑
村
（
現
南
巨

摩
郡
身
延
町
）
に
生
ま
れ
た
木
食
僧
で
あ
る
。
一
四
才
で
江
戸
に
出
、
二
二
才
で
出
家
、
そ

の
後
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
廻
国
修
行
に
出
立
し
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
九
三

才
で
没
す
る
ま
で
、
全
国
各
地
に
仏
像
を
彫
り
残
し
て
い
る（
１
）。

　

現
在
、
最
も
早
い
造
像
と
思
わ
れ
る
の
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
青
森
県
上
北
郡
を

訪
れ
た
際
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
釈
迦
如
来
立
像
（
海
傳
寺
所
蔵
）
で
、
北
海
道
内
で
の
造

像
が
そ
れ
に
続
く（
２
）。

北
海
道
内
の
木
喰
の
作
例
は
、
近
年
の
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
い
く
つ

か
が
弟
子
と
さ
れ
る
白
道
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た（
３
）。
正
隆

寺
（
北
海
道
古
平
郡
古
平
町
字
浜
町
）
に
伝
わ
る
子
安
観
音
菩
薩
立
像
【
巻
頭
図
版
８
、
図

１
〜
３
】
も
そ
の
作
風
か
ら
白
道
作
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
た
が（
４
）、

今
回
の
調
査
に
よ
り
、

木
喰
作
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
木
喰
初
期
の
造
像
に
つ
い
て

明
確
に
す
る
こ
と
は
、
作
仏
開
始
の
契
機
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
作
仏

聖
の
思
想
そ
の
も
の
に
言
及
す
る
に
至
る
と
考
え
る
。
そ
の
素
材
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
こ

に
本
像
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

一
　
像
の
概
要

　

本
像
は
、
台
座
を
含
む
総
高
を
二
五
・
二
㎝
と
す
る
。
構
造
は
本
体
、
台
座
と
も
に
一
木

よ
り
彫
出
す
る
一
木
造
の
像
で
、
木
心
を
像
内
に
込
め
る
か
と
思
わ
れ
る（
５
）。

　

形
状
は
、
頭
部
は
円
頂
。
白
毫
相
、
三
道
と
も
に
あ
ら
わ
さ
ず
、
耳
朶
は
不
貫
。
相
貌
は
、

上
唇
両
端
が
下
唇
両
端
に
か
か
る
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
上
半
身
に
覆
肩
衣
と
呼
ば
れ
る

衣
を
ま
と
っ
て
袈
裟
を
つ
け
、
下
半
身
に
は
裙
を
着
す
と
思
わ
れ
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。

左
手
よ
り
垂
下
す
る
衣
の
先
端
は
三
角
形
状
に
折
り
返
し
、
裙
の
下
端
は
二
段
に
あ
ら
わ
す
。

左
手
を
上
に
、
右
手
を
下
に
し
て
胸
前
で
子
を
抱
く
。
子
は
左
手
で
顔
面
を
覆
い
、
衣
の
腰

紐
を
地
蔵
右
手
内
側
に
長
く
垂
下
さ
せ
る
。
両
足
を
そ
ろ
え
て
蓮
華
座
の
上
に
直
立
す
る
。

蓮
華
座
は
、
蓮
肉
の
周
囲
に
蓮
弁
を
前
後
に
重
ね
て
一
段
に
彫
出
す
る
。

　

本
像
背
面
に
は
、
今
回
の
調
査
で
赤
外
線
撮
影
等
に
よ
り
墨
書
銘
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
背
面
中
央
部
に
「
子
安
地
蔵
菩
薩
」、
背
面
衣
右
下
端
に
「
本
」
と
推
定
さ
れ
る
墨

書
が
認
め
ら
れ
た
が
、
全
体
は
不
詳
で
あ
る
【
図
４
】。

二
　
木
喰
の
初
期
作
例
と
の
比
較

　

本
像
の
相
貌
は
、
四
角
張
っ
た
輪
郭
に
大
ぶ
り
の
眉
目
と
鼻
、
上
唇
の
両
端
を
下
唇
に
や

や
被
せ
る
よ
う
に
し
、
口
の
周
囲
を
彫
り
窪
め
る
こ
と
に
よ
り
頬
骨
が
隆
起
し
て
み
え
る
点
、

耳
輪
か
ら
耳
朶
に
か
け
て
外
側
部
分
に
厚
み
を
も
た
せ
内
側
を
極
め
て
簡
略
に
表
現
す
る
様

子
な
ど
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
形
式
的
な
特
徴
と
し
て
は
、
左
手
よ
り
垂
下
す
る
衣
の
先
端
部
に
三
角
形
状
の
翻

り
を
表
現
す
る
様
子
な
ど
が
、
北
海
道
内
の
法
然
寺
（
爾
志
郡
乙
部
町
）
地
蔵
菩
薩
像
、
薬

36

《
資
料
紹
介
》

　
　
木
喰
作
　
子
安
観
音
菩
薩
立
像
　
正
隆
寺
蔵

近
　
藤
　
暁
　
子
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140
真

田
信

幸
判

物（
甲

午
12月

5日
、

矢
澤

忠
右

衛
門

尉
宛

て
）

1通
文

禄
3年（

1594）
折

紙
32.6×

47.5
真

田
宝

物
館

未
計

測
（

無
）

信
18九

二
頁

　
※

9

141
徳

川
家

康
判

物（
慶

長
5年

7月
27日

、
真

田
伊

豆
守

宛
て

）
1通

慶
長

5年（
1600）

折
紙

46.5×
65.5

真
田

宝
物

館
未

計
測

（
無

）
信

18四
二

〇
頁

（
無

）
真

田
四

七
頁

　
※

10
142

真
田

信
之

書
状（

寅
2月

19日
、

矢
沢

外
記

宛
て

）
1通

寛
永

3年（
1626）

折
紙

37.4×
52.2

真
田

宝
物

館
未

計
測

（
無

）
信

24三
三

五
頁

　
※

9
148

結
城

秀
康

朱
印

状（
慶

長
6年

9月
9日

、
宛

行
知

行
分

之
事

）
1通

慶
長

6年（
1601）

竪
紙

40.3×
55.8

個
人（

福
井

市
立

郷
土

歴
史

博
物

館
寄

託
）

秀
康

朱
印

：
外

径
3.9、

内
径

3.5
※

11
149

結
城

秀
康

朱
印

状（
慶

長
6年

9月
9日

、
寄

子
知

行
定

）
1通

慶
長

6年（
1601）

続
紙

31.6×
66.5

個
人（

福
井

市
立

郷
土

歴
史

博
物

館
寄

託
）

秀
康

朱
印

：
外

径
4.0、

内
径

3.5
※

11

150
徳

川
家

朱
印

状（
天

正
10年

9月
5日

、
山

本
十

左
衛

門
尉

宛
て

）
1通

天
正

10年（
1582）

元
折

紙
15.6×

44.4
個

人（
安

中
市

学
習

の
森

 ふ
る

さ
と

学
習

館
寄

託
）

「
福

徳
」

朱
印

：
外

径
5.6、

内
径

4.9
（

写
）

家
康

三
六

六
頁

（
無

）
※

5

151
徳

川
家

朱
印

状（
天

正
11年

後
正

月
14日

、
山

本
十

左
衛

門
尉

宛
て

）
1通

天
正

11年（
1583）

竪
紙

33.2×
51.0

個
人（

安
中

市
学

習
の

森
 ふ

る
さ

と
学

習
館

寄
託

）
「

福
徳

」
朱

印
：

外
径

5.6、
内

径
4.9

（
写

）
家

康
四

七
九

頁
（

無
）

※
5

156
近

藤
忠

重
書

状（
正

月
24日

、
山

本
三

郎
右

宛
て

）
1通

江
戸

時
代

折
紙

・
綴

り
15.4×

41.0
個

人
忠

重
花

押
：

1.6×
4.3

（
無

）
※

5

157
江

戸
幕

府
奉

行
連

署
状（

8月
21日

、
諏

方
領

分
ほ

か
宛

て
）

1通
寛

永
10年（

1633）
か

切
紙

16.1×
46.8

個
人

諸
星

花
押

：
2.0×

4.7
岩

波
花

押
：

1.6（
下

欠
）

×
3.5

平
岡

花
押

：
2.1×

4.1
※

12

158
小

幡
景

憲
印

可
状（

万
治

3年
8月

吉
日

、
山

本
菅

助
宛

て
）

1通
万

治
3年（

1660）
折

紙
45.7×

64.5
個

人
景

憲
花

押
：

2.8×
5.5。「

無
角

道
牛

」
朱

印
：

2.9×
1.3。「

信
■

」
朱

印
：

2.7
×

2.5。
（

無
）

※
5

159
武

田
信

貞
書

状（
6月

17日
、

永
井

甲
斐

守
宛

て
）

1通
江

戸
時

代
竪

紙
35.1×

48.8
個

人
信

貞
花

押
：

2.6×
4.6

（
無

）
※

5
160

柳
沢

保
山（

吉
保

）
書

状（
7月

20日
、

恵
林

寺
東

法
和

尚
宛

て
）

1通
江

戸
時

代
折

紙
43.0×

57.6
恵

林
寺（

信
玄

公
宝

物
館

保
管

）
未

計
測

※
13

161
武

田
信

玄
百

回
忌

奉
加

帳
1帖

寛
文

12年（
1672）

折
本

27.7×
17.8

恵
林

寺（
信

玄
公

宝
物

館
保

管
）

未
計

測
※

13

※
1 

主
要

な
刊

本
に

つ
い

て
は

以
下

の
と

お
り

略
記

し
て

い
る

。
 

『
山

梨
県

史
』

資
料

編
４

・
５

所
収

文
書

…
「

山
+巻

号
+文

書
番

号
」、『

戦
国

遺
文

武
田

氏
編

』
所

収
文

書
…

「
戦

武
+文

書
番

号
」、『

上
越

市
史

』
別

編（
上

杉
氏

文
書

集
）

所
収

文
書

…
「

上
越

+文
書

番
号

」、『
信

濃
史

料
』

所
収

文
書

…
「

信
+巻

号
+頁

数
」、

米
山

一
政

編
『

真
田

家
文

書
』

上
巻

所
収

文
書

…
「

真
田

+頁
数

」、
中

村
孝

也『
新

訂
徳

川
家

康
文

書
の

研
究

』
上

巻
所

収
文

書
…

「
家

康
+頁

数
」

※
2 

平
山

優
・

丸
島

和
洋「

史
料

紹
介

 新
出

の
武

田
信

繁
宛

信
玄

自
筆

書
状

に
つ

い
て

」（『
武

田
氏

研
究

』
50号

、
2014年

6月
）

※
3 

原
田

和
彦「

新
出

史
料

紹
介

 真
田

昌
幸

書
状

」（『
長

野
市

立
博

物
館

だ
よ

り
』

74号
、

2009年
9月

） 
※

4 
海

老
沼「

群
馬

県
安

中
市

 真
下

家
文

書
の

紹
介

と
若

干
の

考
察

―
武

田
氏

・
山

本
氏

関
係

文
書

―
」（『

山
梨

県
立

博
物

館
研

究
紀

要
』

第
3集

、
2009年

3月
）

※
5 

海
老

沼
編『

山
本

菅
助

の
実

像
を

探
る

』（
戎

光
祥

出
版

、
2013年

6月
）

※
6 

丸
島

和
洋「

東
近

江
市

能
登

川
博

物
館

寄
託「

三
枝

家
文

書
」

の
検

討
」（

磯
貝

正
義

先
生

追
悼

論
文

集
刊

行
会

編『
戦

国
大

名
武

田
氏

と
甲

斐
の

中
世

』
岩

田
書

院
、

2011年
9月

）
※

7 
平

成
23年

度
長

野
県

立
歴

史
館

春
季

展『
武

士
の

家
宝

 か
た

り
つ

が
れ

た
御

家
の

由
緒

』（
2011年

5月
）

※
8 

田
中

加
恵「

史
料

紹
介

 川
合（

羽
田

）
家

史
料

―
北

条
家

印
判

状
他

に
つ

い
て

―
」（『

松
代

』
25号

、
2012年

3月
）

※
9 

真
田

宝
物

館
収

蔵
品

目
録『

長
野

県
宝

 真
田

家
文

書（
4）』（

2007年
3月

）
※

10 
真

田
宝

物
館

収
蔵

品
目

録『
長

野
県

宝
 真

田
家

文
書（

1）』（
2004年

3月
）

※
11 

福
井

市
立

郷
土

歴
史

博
物

館
平

成
19年

秋
季

特
別

陳
列『

越
前

山
縣

家
と

武
田

信
玄

』
展

示
図

録（
2007年

9月
）

※
12 

特
別

展『
黄

金
の

国
々

 甲
斐

の
金

山
と

越
後

・
佐

渡
の

金
銀

山
』

展
示

図
録（「

黄
金

の
国

々
」

展
実

行
委

員
会

、
2012年

10月
）

※
13 

山
梨

県
立

博
物

館
企

画
展『

柳
沢

吉
保

と
甲

府
城

』
展

示
図

録（
2011年

10月
）

37
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116
武

田
勝

頼
感

状（
12月

8日
、

小
野

澤
五

郎
兵

衛
尉

宛
て

）
1通

天
正

9年（
1581）

切
紙

13.6×
34.0

封
紙

22.2×
7.2

山
梨

県
立

博
物

館
勝

頼
花

押
：

3.8×
2.9

（
無

）
戦

武
三

六
三

二

118
武

田
信

玄
判

物（
元

亀
元

年
7月

6日
、

市
川

宮
内

助
宛

て
）

1通
元

亀
元

年（
1570）

竪
紙

31.9×
44.6

新
潟

県
立

歴
史

博
物

館
信

玄
花

押
：

5.3×
2.5

（
写

）
山

５
一

〇
〇

七
（

無
）

戦
武

一
五

六
六

119
武

田
家

朱
印

状（
元

亀
4年

10月
28日

、
市

川
宮

内
助

宛
て

）
1通

元
亀

4年（
1573）

竪
紙

31.3×
44.4

新
潟

県
立

歴
史

博
物

館
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.6
（

写
）

山
５

一
〇

〇
八

（
無

）
戦

武
二

二
〇

一

120
武

田
家

朱
印

状（
天

正
4年

5月
19日

、
市

河
助

一
郎

宛
て

）
1通

天
正

4年（
1576）

竪
紙

34.5×
51.2

新
潟

県
立

歴
史

博
物

館
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.5
（

写
）

山
５

一
〇

〇
九

（
無

）
戦

武
二

六
五

四

121
大

須
賀

康
高

黒
印

状（
天

正
10年

6月
22日

、
山

本
十

右
衛

門
宛

て
）

1通
天

正
10年（

1582）
折

紙
29.6×

48.9
個

人
「

康
高

」
黒

印
：

外
郭

3.2×
3.1、

内
郭

2.7×
2.7

（
無

）『
沼

津
市

史
 資

料
編

 古
代

・
中

世
』

六
一

三
号

123
徳

川
家

朱
印

状（
天

正
10年

10月
8日

、
市

川
宮

内
助

宛
て

）
1通

天
正

10年（
1582）

折
紙

29.9×
44.7

新
潟

県
立

歴
史

博
物

館
「

福
徳

」
朱

印
：

外
径

5.7、
内

径
4.8

（
写

）
山

５
一

〇
一

〇
124

徳
川

家
朱

印
状（

天
正

11年
閏

正
月

14日
、

市
河

助
一

郎
宛

て
）

1通
天

正
11年（

1583）
竪

紙
34.3×

50.9
新

潟
県

立
歴

史
博

物
館

「
福

徳
」

朱
印

：
外

径
5.7、

内
径

4.8
（

写
）

山
５

一
〇

一
一

125
丹

羽
長

重
判

物（
寛

永
5年

10月
2日

、
市

川
喜

兵
衛

宛
て

）
1通

寛
永

5年（
1628）

竪
紙

31.5×
45.9

新
潟

県
立

歴
史

博
物

館
長

重
花

押
：

2.8×
8.0

126
徳

川
家

奉
行

連
署

状（
乙

酉
2月

1日
、

坂
田

甚
八

宛
て

）
1通

天
正

13年（
1585）

折
紙

30.4×
36.4

個
人

桜
井

黒
印

：
外

径
2.4、

内
径

2.1。
以

清
斎

黒
印

：
外

郭
2.4×

2.0、
内

郭
2.0

×
1.7。

石
原

黒
印

：
外

郭
1.9×

1.9、
内

郭
1.5×

1.5。
玄

随
斎

黒
印

：
外

径
2.2、

内
径

1.8。

◎
山

４
一

四
六

127
徳

川
家

奉
行

連
署

状（
丙

戌
3月

2日
、

坂
田

甚
八

宛
て

）
1通

天
正

14年（
1586）

折
紙

30.4×
46.4

個
人

桜
井

黒
印

：
外

径
2.4、

内
径

2.1。
以

清
斎

黒
印

：
外

郭
2.5×

2.1、
内

郭
2.0

×
1.7。

石
原

黒
印

：
外

郭
1.8×

1.8、
内

郭
1.5×

1.5。
玄

随
斎

黒
印

：
外

径
2.4、内

径
2.0。日

下
部

黒
印：外

径
2.0、

内
径

1.6。
成

瀬
黒

印
：

全
高

2.7、
全

幅
2.1。

◎
山

４
一

四
七

129
徳

川
家

康
判

物（
天

正
14年

4月
16日

、
松

平
新

六
郎

宛
て

）
1通

天
正

14年（
1586）

折
紙

31.8×
50.2

個
人（

長
野

県
立

歴
史

館
寄

託
）

家
康

花
押

：
3.6×

7.3
（

無
）

信
16四

一
八

頁
（

無
）

家
康

六
九

一
頁

　
※

7

130
徳

川
家

康
判

物（
5月

11日
、

新
六

郎
宛

て
）

1通
天

正
18年（

1590）
折

紙
42.5×

66.7
個

人（
長

野
県

立
歴

史
館

寄
託

）
家

康
花

押
：

5.2×
8.9

（
無

）
信

17一
三

一
頁

（
無

）
家

康
七

七
四

頁
　

※
7

131
上

杉
景

勝
朱

印
状（

天
正

10年
6月

16日
、

市
川

治
部

少
輔

宛
て

）
1通

天
正

10年（
1582）

竪
紙

28.9×
45.3

山
梨

県
立

博
物

館
景

勝
朱

印
：

外
径

4.3、
内

径
3.8、

総
長

4.9
上

越
二

四
〇

四

132
上

杉
景

勝
書

状（
6月

20日
、

市
川

治
部

少
輔

ほ
か

宛
て

）
1通

天
正

10年（
1582）

竪
紙

28.4×
45.4

山
梨

県
立

博
物

館
景

勝
花

押
：

2.7×
7.0

上
越

二
四

二
一

133
上

杉
景

勝
書

状（
8月

12日
、

屋
代

左
衛

門
尉

宛
て

）
1通

天
正

10年（
1582）

竪
紙

32.2×
50.2

千
曲

市
教

育
委

員
会

景
勝

花
押

：
2.9×

7.7
上

越
二

五
二

七
134

上
杉

景
勝

判
物（

天
正

10年
12月

12日
、

屋
代

左
衛

門
尉

宛
て

）
1通

天
正

10年（
1582）

折
紙

31.6×
44.6

千
曲

市
教

育
委

員
会

未
計

測
上

越
二

六
二

〇
135

武
田

ヵ
信

清
判

物（
天

正
11年

12月
14日

、
窪

惣
左

衛
門

宛
て

）
1通

天
正

11年（
1583）

竪
紙

26.5×
38.8

真
田

宝
物

館
信

清
花

押
：

5.9×
4.4

戦
武

補
一

〇
九

　
※

8
138

年
頭

の
祝

儀
太

刀
一

腰
到

来
に

つ
き

武
田

大
隅

宛
書

状
1通

江
戸

時
代

折
紙

33.9×
48.1

市
立

米
沢

図
書

館
未

計
測

139
豊

臣
秀

吉
御

内
書（

12月
28日

、
真

田
安

房
守

宛
て

）
1通

桃
山

時
代

折
紙

44.2×
66.0

真
田

宝
物

館
未

計
測

（
無

）
真

田
三

八
頁
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85
武

田
晴

信
書

状（
4月

20日
、

山
本

菅
助

あ
て

）
1通

永
禄

元
年（

1558）
か

折
紙

29.7×
45.5

個
人（

安
中

市
学

習
の

森
 ふ

る
さ

と
学

習
館

寄
託

）
晴

信
花

押
：

4.5×
2.7

戦
武

補
一

七
　

※
4

86
武

田
家

朱
印

状（
戊

辰
6月

7日
、

山
本

菅
助

宛
て

）
1通

永
禄

11年（
1568）

折
紙

30.1×
43.7

個
人（

安
中

市
学

習
の

森
 ふ

る
さ

と
学

習
館

寄
託

）
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.6
◎

戦
武

補
二

七
　

※
4

87
武

田
家

朱
印

状（
5月

12日
、

山
本

十
左

衛
門

尉
宛

て
）

1通
天

正
4年（

1576）
竪

紙
31.5×

46.5
個

人（
安

中
市

学
習

の
森

 ふ
る

さ
と

学
習

館
寄

託
）

龍
朱

印
：

外
径

6.1、
内

径
5.5

◎
戦

武
補

四
六

　
※

4

89
武

田
家

ヵ
朱

印
状（

天
文

18年
己

酉
6月

22日
、

山
本

菅
助

宛
て

）
1通

天
文

18年（
1549）

折
紙

29.3×
40.7

個
人（

安
中

市
学

習
の

森
 ふ

る
さ

と
学

習
館

寄
託

）
印

文
未

詳
朱

印
：

4.0×
2.8

（
写

）
戦

武
補

一
二

　
※

5

91
武

田
信

玄
判

物（
乙

丑
3月

10日
、

三
枝

惣
四

郎
宛

て
）

1通
永

禄
8年（

1565）
折

紙
27.9×

43.4
北

須
田

自
治

会（
東

近
江

市
能

登
川

博
物

館
寄

託
）

信
玄

花
押

：
5.7×

3.6
（

写
）

山
５

二
四

九
九

（
無

）
戦

武
四

一
九

七
　

※
6

92
武

田
家

朱
印

状（
11月

29日
、

三
枝

宗
四

郎
宛

て
）

1通
永

禄
10年（

1567）
か

竪
紙

31.3×
46.3

封
紙

44.5×
32.7

横
浜

市
立

大
学

学
術

情
報

セ
ン

タ
ー

龍
朱

印
：

外
径

6.1、
内

径
5.5

（
写

）
山

５
一

二
六

七
（

無
）

戦
武

一
二

一
五

　
※

6

93
武

田
勝

頼
判

物（
天

正
2年

7月
28日

、
山

縣
善

右
衛

門
尉

宛
て

）
1通

天
正

2年（
1574）

竪
紙

31.4×
44.3

封
紙

44.7×
32.9

横
浜

市
立

大
学

学
術

情
報

セ
ン

タ
ー

勝
頼

花
押

：
5.3×

4.7
（

写
）

山
５

一
二

六
八

戦
武

二
三

二
二

　
※

6

97
武

田
家

朱
印

状（
8月

10日
、

保
科

筑
前

守
宛

て
）

1通
天

正
3年（

1575）
続

紙
34.4×

226.5
武

田
神

社
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.5
（

無
）

山
４

二
〇

九
（

無
）

戦
武

二
五

一
四

98
武

田
家

朱
印

状（
複

製
）（

己
巳

10月
12日

、
市

川
新

六
郎

宛
て

）
1通

永
禄

12年（
1569）

続
紙

31.6×
126.5

長
野

県
立

歴
史

館
（

原
資

料
　

本
間

美
術

館
）

龍
朱

印
：

外
径

6.1、
内

径
5.6

※
複

製
に

よ
る

（
無

）
山

５
六

六
（

無
）

戦
武

一
四

六
一

103
武

田
家

朱
印

状（
6月

29日
、

龍
王

川
除

水
下

郷
宛

て
）

1通
戦

国
時

代
折

紙
32.6×

45.3
個

人
獅

子
朱

印
：

外
郭

5.6×
4.7、

内
郭

5.2
×

4.3
◎

山
４

一
二

七
六

◎
戦

武
三

七
一

四

104
武

田
家

朱
印

状（
天

正
8年

12月
21日

、
三

井
右

近
丞

宛
て

）
1通

天
正

8年（
1580）

竪
紙

31.7×
44.2

個
人

龍
朱

印
：

外
径

6.0、
内

径
5.5

◎
山

４
一

三
三

〇
◎

戦
武

三
四

六
七

106
武

田
家

過
所（

天
文

11年
閏

3月
15日

、
源

右
衛

門
宛

て
）

1通
天

文
11年（

1542）
竪

紙
28.8×

38.2
個

人
龍

朱
印

：
単

郭
径

5.7
◎

山
４

一
三

七
（

無
）

戦
武

一
三

九

107
武

田
家

朱
印

状（
戌

3月
10日

、
坂

田
源

右
衛

門
宛

て
）

1通
戦

国
時

代
折

紙
31.7×

45.7
個

人
龍

朱
印

：
外

径
6.0、

内
径

5.5
◎

山
４

一
四

二
戦

武
三

〇
四

108
武

田
家

朱
印

状（
天

正
4年

6月
28日

、
伝

馬
衆

書
上

）
1通

天
正

4年（
1576）

続
紙

32.1×
165.4

個
人

龍
朱

印
：

外
径

6.2、
内

径
5.7

◎
山

４
一

四
一

戦
武

二
六

八
二

109
武

田
家

朱
印

状（
天

正
4年

4月
7日

、
祢

津
清

次
郎

宛
て

）
1通

天
正

4年（
1576）

竪
紙

30.0×
42.4

山
梨

県
立

博
物

館
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.6
（

写
）

山
４

一
三

四
（

無
）

戦
武

二
六

三
三

110
武

田
晴

信
感

状（
弘

治
3年

3月
10日

、
三

井
助

七
郎

宛
て

）
1通

弘
治

3年（
1557）

切
紙

19.3×
46.3

個
人

龍
朱

印
：

外
径

6.0、
内

径
5.5

◎
山

４
一

三
二

五
◎

戦
武

五
三

四

111
武

田
信

玄
書

状（
8月

20日
、

原
与

左
衛

門
尉

宛
て

）
1通

戦
国

時
代

竪
紙

26.6×
33.5

山
梨

県
立

博
物

館
信

玄
花

押
：

5.5×
3.7

（
写

）
山

５
六

二
三

（
写

）
戦

武
二

〇
九

五

112
武

田
家

朱
印

状（
天

正
9年

2月
吉

日
、

田
辺

新
兵

衛
尉

宛
て

）
1通

天
正

9年（
1581）

折
紙

31.6×
44.5

山
梨

県
立

博
物

館
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.6
◎

山
５

三
一

三
九

（
無

）
戦

武
三

五
〇

七

115
武

田
家

朱
印

状（
天

正
2年

6月
27日

　
長

谷
川

惣
兵

衛
尉

宛
て

）
1通

天
正

2年（
1574）

竪
紙

28.6×
42.3

山
梨

県
立

博
物

館
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.5
◎

山
５

三
一

四
四

（
無

）
戦

武
二

三
〇

二

39
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参
考

武
田

晴
信

書
状（

正
月

5日
付

、
諏

方
大

祝
宛

て
）

※
№

60－
63と

同
一

成
巻

1通
戦

国
時

代
切

紙
19.9×

44.4
諏

訪
市

博
物

館
「

晴
信

」
朱

印
：

単
郭

、
2.7×

2.8
◎

山
５

一
六

二
八

戦
武

六
一

七

60
武

田
晴

信
書

状（
正

月
7日

、
大

祝
宛

て
）

1通
戦

国
時

代
切

紙
19.6×

44.0
諏

訪
市

博
物

館
「

晴
信

」
朱

印
：

単
郭

、
2.8×

2.8
◎

山
５

一
六

二
九

（
無

）
戦

武
六

一
八

61
武

田
信

玄
書

状（
正

月
16日

、
大

祝
宛

て
）

1通
戦

国
時

代
切

紙
19.5×

44.3
諏

訪
市

博
物

館
「

晴
信

」
朱

印
：

単
郭

、
2.8×

2.7
◎

山
５

一
六

三
〇

戦
武

二
〇

三
六

62
武

田
信

玄
書

状（
正

月
17日

、
諏

方
大

祝
宛

て
）

1通
戦

国
時

代
切

紙
19.7×

45.1
諏

訪
市

博
物

館
「

晴
信

」
朱

印
：

外
郭

2.8×
2.7、

内
郭

2.3×
2.3

◎
山

５
一

六
三

一
戦

武
二

〇
四

〇

63
武

田
信

玄
書

状（
7月

19日
、

上
諏

方
大

祝
宛

て
）

1通
戦

国
時

代
切

紙
17.5×

43.6
諏

訪
市

博
物

館
花

押
・

朱
印

無
し

山
５

一
六

三
二

（
無

）
戦

武
九

〇
六

65
木

曾
義

昌
書

状（
正

月
5日

、
甲

府
御

陣
所

宛
て

）
1通

元
亀

4年（
1573）

竪
切

紙
34.2×

18.5
個

人
義

昌
花

押
：

1.9×
3.8

山
４

一
四

〇
六

戦
武

二
〇

一
二

70
武

田
信

玄
書

状（
5月

4日
）

1通
戦

国
時

代
竪

紙
29.4×

23.5
個

人（
甘

楽
町

歴
史

民
俗

資
料

館
寄

託
）

龍
朱

印
：

外
径

6.2、
内

径
5.5

（
写

）
山

５
一

一
五

六
（

写
）

戦
武

二
〇

六
五

71
武

田
勝

頼
書

状（
3月

22日
、

小
幡

平
三

宛
て

）
1通

天
正

8年（
1580）

か
竪

紙
29.3×

26.0
個

人（
甘

楽
町

歴
史

民
俗

資
料

館
寄

託
）

「
晴

信
」

朱
印

：
外

郭
2.8×

2.7、
内

郭
2.4×

2.3
（

写
）

山
５

一
一

六
一

（
写

）
戦

武
三

六
九

八

72
武

田
勝

頼
判

物（
天

正
8年

7月
1日

、
可

遊
斎

宛
て

）
1通

天
正

8年（
1580）

竪
紙

34.1×
44.4

封
紙

34.2×
50.2

市
立

米
沢

図
書

館
勝

頼
花

押
：

6.7×
5.1

山
５

一
六

七
（

無
）

戦
武

三
三

七
八

73
武

田
勝

頼
ヵ

条
目（

8月
23日

）
1通

戦
国

時
代

竪
紙

34.5×
42.5

封
紙

31.3×
46.9

市
立

米
沢

図
書

館
署

判
な

し
山

５
一

六
八

戦
武

四
二

九
〇

74
武

田
信

玄
書

状（
8月

8日
、

安
中

左
近

大
夫

宛
て

）
1通

戦
国

時
代

竪
紙

28.5×
32.1

慈
雲

寺
信

玄
花

押
：

5.4×
3.4

山
４

四
一

四
戦

武
二

〇
九

一

75
武

田
勝

頼
書

状（
3月

24日
、

安
中

左
近

大
夫

宛
て

）
1通

天
正

3年（
1575）

竪
紙

25.5×
32.8

慈
雲

寺
勝

頼
花

押
：

5.4×
4.7

山
４

四
一

五
戦

武
二

四
七

三

76
武

田
勝

頼
書

状（
9月

17日
、

安
中

七
郎

三
郎

宛
て

）
1通

天
正

7年（
1579）

竪
紙

28.8×
40.5

慈
雲

寺
「

晴
信

」
朱

印
：

外
郭

2.9×
2.8、

内
郭

2.4×
2.4

◎
山

４
四

一
六

◎
戦

武
三

一
六

六

77
葛

山
氏

元
朱

印
状（

午
3月

20日
、

は
し

か
み

船
役

所
宛

て
）

1点
永

禄
13年（

1570）
折

紙
30.8×

44.2
個

人
「

万
歳

」
朱

印
：

外
郭

8.3×
7.1、

内
郭

7.9×
6.8

◎
山

４
一

二
四

七
（

無
）

戦
武

一
五

二
六

78
武

田
家

朱
印

状（
元

亀
2年

3月
6日

、
朝

比
奈

駿
河

守
宛

て
）

1通
元

亀
2年（

1571）
竪

紙
30.5×

44.2
山

梨
県

立
博

物
館

龍
朱

印
：

外
径

6.1×
内

径
5.5

◎
山

４
二

六
七

◎
戦

武
一

六
六

六

79
武

田
勝

頼
書

状（
5月

23日
、

玄
蕃

頭
宛

て
）

1通
天

正
2年（

1574）
竪

紙
28.2×

34.3
個

人
勝

頼
花

押
：

6.0×
4.4

（
写

）
山

４
二

五
七

（
写

）
戦

武
二

二
八

八

80
武

田
晴

信
書

状（
6月

15日
、

市
川

藤
若

宛
て

）
1通

弘
治

3年（
1557）

竪
紙

26.0×
43.7

長
野

県
立

歴
史

館
晴

信
花

押
：

5.7×
3.3

（
写

）
山

５
一

一
〇

九
（

写
）

戦
武

五
六

一

81
武

田
晴

信
書

状（
6月

23日
、

市
河

藤
若

宛
て

）
1通

弘
治

3年（
1557）

竪
紙

28.0×
40.8

山
梨

県
立

博
物

館
晴

信
花

押
：

5.3×
2.9

山
５

一
（

無
）

戦
武

五
六

二

84
武

田
晴

信
判

物（
天

文
17年

4月
吉

日
、

山
本

菅
介

宛
て

）
1通

天
文

17年（
1548）

折
紙

30.3×
46.5

個
人（

安
中

市
学

習
の

森
 ふ

る
さ

と
学

習
館

寄
託

）
晴

信
花

押
：

7.5×
5.1

（
写

）
山

５
一

〇
七

七
（

写
）

戦
武

二
四

四
　

※
4



－ 50 －

28
武

田
信

玄
書

状（
12月

10日
、

徳
秀

斎
宛

て
）

1通
永

禄
12年（

1569）
竪

紙
25.0×

42.6
恵

林
寺（

信
玄

公
宝

物
館

保
管

）
信

玄
花

押
5.4×

3.4
山

４
二

九
九

戦
武

一
四

八
二

29
武

田
信

豊
書

状（
6月

12日
、

上
杉

弾
正

少
弼

宛
て

）
1通

天
正

6年（
1578）

小
切

紙
11.5×

18.2
米

沢
市

上
杉

博
物

館
「

豊
■

」
朱

印：外
郭

2.6、内
郭

2.3（
縦

横
同

じ
）

山
５

一
二

〇
（

無
）

戦
武

二
九

八
五

30
武

田
信

豊
書

状（
6月

22日
、

義
昌

宛
て

）
1通

戦
国

時
代

竪
紙

28.3×
39.8

個
人

信
豊

花
押

：
5.6×

4.1
戦

武
補

六
五

31
板

垣
信

方
判

物（
天

文
12年

7月
吉

日
、

権
祝

宛
て

）
1通

天
文

12年（
1543）

切
紙

14.2×
37.7

個
人（

諏
訪

市
博

物
館

寄
託

）
信

方
花

押
：

2.6×
4.0

山
５

一
九

二
五

戦
武

一
六

九

40
小

山
田

信
茂

判
物（

元
亀

4年
初

秋
3日

、
長

生
禅

寺
宛

て
）

1通
元

亀
4年（

1573）
続

紙
34.1×

99.4
長

生
寺

信
茂

花
押

：
4.9×

3.5
山

４
一

五
六

二
戦

武
二

一
三

五

43
武

田
勝

頼
書

状（
12月

23日
、

上
杉

宛
て

）
1通

天
正

7年（
1579）

切
紙

22.4×
48.6

米
沢

市
上

杉
博

物
館

勝
頼

花
押

：
4.8×

4.0
山

５
一

〇
八

（
無

）
戦

武
三

〇
五

六

44
小

山
田

信
茂

書
状（

7月
23日

、
春

日
山

宛
て

）
1通

天
正

8年（
1580）

か
竪

紙
34.1×

43.5
米

沢
市

上
杉

博
物

館
信

茂
花

押
：

4.3×
2.8

山
５

一
一

四
（

無
）

戦
武

三
三

八
六

45
小

山
田

信
茂

書
状（

5月
17日

、
春

日
山

宛
て

）
1通

天
正

9年（
1581）

竪
紙

33.9×
42.0

米
沢

市
上

杉
博

物
館

信
茂

花
押

：
4.8×

2.7
山

５
一

一
三

戦
武

三
五

四
八

46
山

県
昌

景
・

高
坂

虎
綱

連
署

状（
元

亀
2年

3月
9日

、
高

野
山

細
入

成
慶

院
宛

て
）

1巻
元

亀
2年（

1571）
切

紙
20.0×

54.3
櫻

池
院

昌
景

花
押

：
3.2×

3.6
虎

綱
花

押
：

2.4×
3.5

（
写

）
山

５
二

八
二

三
（

無
）

戦
武

一
六

六
八

49
武

田
家

朱
印

状（
永

禄
11年

11月
17日

、
市

川
新

六
郎

宛
て

）
1通

永
禄

11年（
1568）

竪
紙

31.5×
46.1

山
梨

県
立

博
物

館
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.5
◎

山
５

四
（

無
）

戦
武

一
三

二
九

50
武

田
家

朱
印

状（
元

亀
4年

11月
23日

、
伊

藤
忠

右
衛

門
尉

宛
て

）
1通

元
亀

4年（
1573）

竪
紙

29.5×
44.0

山
梨

県
立

博
物

館
龍

朱
印

：
外

径
5.9、

内
径

5.4
（

写
）

山
５

二
四

二
〇

（
写

）
戦

武
二

二
二

〇

51
武

田
家

朱
印

状（
天

正
2年

正
月

11日
、

山
神

郷
宛

て
）

1通
天

正
2年（

1574）
竪

紙
31.7×

44.2
個

人
龍

朱
印

：
外

径
6.0、

内
径

5.5
◎

山
４

一
三

二
八

◎
戦

武
二

二
五

七

52
武

田
勝

頼
書

状（
5月

28日
）

1通
天

正
2年（

1574）
竪

紙
29.8×

39.6
真

田
宝

物
館

勝
頼

花
押

：
5.1×

4.2
山

５
一

五
七

九
（

無
）

戦
武

二
二

八
九

53
真

田
昌

幸
書

状（
正

月
22日

）
1通

天
正

9年（
1581）

竪
紙

28.0×
34.0

個
人

昌
幸

花
押

：
4.9×

3.6
（

写
）

山
５

一
七

三
五

（
写

）
戦

武
三

四
八

五
　

※
3

55
武

田
晴

信
書

状（
天

文
22年

4月
16日

、
屋

代
左

衛
門

尉
宛

て
）

1通
天

文
22年（

1553）
折

紙
本

紙
32.0×

45.8
礼

紙
32.2×

46.5
千

曲
市

教
育

委
員

会
晴

信
花

押
：

5.1×
3.1

山
５

二
三

七
五

（
無

）
戦

武
三

六
八

56
武

田
晴

信
書

状（
天

文
22年

8月
8日

、
屋

代
左

衛
門

尉
宛

て
）

1通
天

文
22年（

1553）
折

紙
33.4×

52.3
千

曲
市

教
育

委
員

会
晴

信
花

押
：

5.6×
3.3

山
５

二
三

七
六

（
無

）
戦

武
三

八
〇

57
武

田
家

朱
印

状（
永

禄
元

年
6月

1日
、

屋
代

左
衛

門
尉

宛
て

）
1通

永
禄

元
年（

1558）
折

紙
29.8×

46.6
礼

紙
29.8×

46.6
千

曲
市

教
育

委
員

会
龍

朱
印

：
外

径
6.0、

内
径

5.5
◎

山
５

二
三

七
七

（
無

）
戦

武
五

九
三

58
武

田
家

朱
印

状（
永

禄
4年

3月
27日

、
屋

代
左

衛
門

尉
宛

て
）

1通
永

禄
4年（

1561）
折

紙
31.4×

46.1
礼

紙
31.6×

46.2
千

曲
市

教
育

委
員

会
龍

朱
印

：
外

径
6.1、

内
径

5.6
◎

山
５

二
三

七
八

（
無

）
戦

武
七

三
〇

参
考

武
田

晴
信

書
状（

5月
晦

日
付

、
大

祝
宛

て
）

※
№

60－
63と

同
一

成
巻

1通
戦

国
時

代
竪

切
紙

31.2×
27.4

諏
訪

市
博

物
館

晴
信

花
押

：
6.1×

3.6
山

５
一

六
二

七
戦

武
六

三
三

41
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番
号

資
料

名
員

数
年

代
形

態
法

量
（

縦
×

横
、

㎝
）

所
蔵

者
花

押
・

朱
印

等
法

量（
特

に
注

記
の

無
い

も
の

は
縦

×
横

、
㎝

）
刊

本
　

※
1

7
武

田
家

奉
加

帳
1帖

天
文

19年（
1550）

か
折

本
30.2×

90.6
大

善
寺

晴
信

花
押

：
8.0×

4.8
信

繁
花

押
：

5.9×
3.3

信
廉

花
押

：
2.8×

4.5
信

是
花

押
：

2.2×
3.7

山
４

六
三

〇
戦

武
三

〇
五

8
武

田
晴

信
書

状（
8月

10日
、

左
馬

助
宛

て
）

1通
天

文
23年（

1554）
か

竪
紙

24.2×
31.2

個
人

晴
信

花
押

：
6.2×

4.0
◎

戦
武

補
八

四
　

※
2

9
武

田
信

繁
書

状（
閏

3月
27日

、
妙

法
坊

宛
て

）
1通

永
禄

4年（
1561）

切
紙

21.8×
47.6

真
田

宝
物

館
信

繁
花

押
：

5.6×
3.3

山
５

一
五

八
七

（
無

）
戦

武
七

三
三

14
武

田
信

廉
書

状（
11月

14日
、

千
野

左
兵

衛
尉

宛
て

）
1通

天
文

17年（
1548）

竪
紙

27.0×
32.4

個
人（

諏
訪

市
博

物
館

寄
託

）
信

廉
花

押
：

6.0×
4.1

山
５

一
六

九
六

（
無

）
戦

武
二

八
二

15
武

田
信

綱
判

物（
癸

酉
5月

28日
、

千
野

神
三

郎
宛

て
）

1通
元

亀
4年（

1573）
竪

紙
32.3×

46.7
個

人（
諏

訪
市

博
物

館
寄

託
）

信
綱

花
押

：
7.9×

5.6
山

５
一

六
九

九
（

無
）

戦
武

二
一

二
六

17
甲

州
二

宮
造

立
帳

1巻
永

禄
8年（

1565）
巻

子（
も

と
折

本
か

）
縦

29.7
美

和
神

社

義
信

花
押

：
6.4×

4.6
信

是
花

押
：

1.9×
3.5

信
俊

花
押

：
3.4×

3.8
信

盛
花

押
：

2.8×
2.6

信
康

花
押

：
2.4×

3.0
家

長
花

押
：

1.7×
3.3

信
秀

花
押

：
1.9×

3.2
昌

世
花

押
：

3.7×
3.3

昌
忠

花
押

：
2.2×

3.1
勝

繁
花

押
：

1.5×
3.1

虎
光

花
押

：
1.4×

2.2
昌

房
花

押
：

1.6×
3.8

虎
常

花
押

：
1.9×

3.0
昌

長
花

押
：

3.3×
2.2

山
４

七
八

二
戦

武
九

四
六

22
穴

山
信

君
判

物（
丙

子
11月

10日
、

森
彦

左
衛

門・初
鹿

見
船

方
衆

宛
て

）
1通

天
正

4年（
1576）

折
紙

28.7×
39.6

個
人

信
君

花
押

：
4.8×

4.3
山

４
一

二
四

八
戦

武
二

七
四

〇

23
穴

山
信

君
朱

印
状（

辰
8月

25日
、

彦
左

衛
門

ほ
か

宛
て

）
1通

天
正

8年（
1580）

折
紙

28.6×
42.6

個
人

「
栄

」
朱

印：外
郭

5.3×
4.3、

内
郭

4.4
×

3.5
◎

山
４

一
二

四
九

◎
戦

武
三

四
一

一

24
穴

山
不

白
判

物（
7月

28日
、

円
蔵

院
宛

て
）

1通
天

正
9年（

1581）
折

紙
33.9×

51.1
南

松
院

不
白

花
押

：
2.9×

4.8
山

４
一

一
七

五
戦

武
三

五
八

八

25
穴

山
勝

千
代

朱
印

状（
天

正
10年

10月
3日

、
南

部
之

宿
宛

て
）

1通
天

正
10年（

1582）
竪

紙
28.2×

43.8
個

人
印

文
未

詳
朱

印
：

外
郭

3.1×
2.4、

内
郭

2.6×
1.9

◎
山

４
一

一
九

九
（

無
）

戦
武

三
九

七
七

26
穴

山
勝

千
代

朱
印

状（
天

正
11年

3月
21日

、
南

部
伝

馬
法

度
）

1通
天

正
11年（

1583）
竪

紙
31.5×

46.4
個

人
印

文
未

詳
朱

印
：

外
郭

3.0×
2.4、

内
郭

2.7×
1.9

◎
山

４
一

二
〇

〇
（

無
）

戦
武

三
九

八
三

「
武

田
二

十
四

将
展

」
展

示
古

文
書

　
法

量
等

詳
細

一
覧

表



と
は
若
干
字
句
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
以
下
に
釈
文
を
示
す
（
原
本
の
改
行
は
／
で

示
し
た
）。

寄
親
候
松
田
上
総
介
、
対
／
勝
頼
忠
節
之
始
、
去
十
月
廿
／
八
日
向
韮
山
被
及
行
処
ニ
、

／
北
条
美
濃
守
出
人
数
間
／
遂
一
戦
刻
、
頸
壱
討
捕
条
、
／
神
妙
候
、
仍
太
刀
一
腰
遣

之
候
、
／
自
今
以
後
弥
可
励
武
功
／
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
十
二
月
八
日
　
勝
頼
（
花
押
）

　
　
　
　
　
小
野
澤
五
郎
兵
衛
尉
殿

お
わ
り
に

　『
山
』『
戦
武
』
の
編
纂
に
よ
っ
て
、
甲
斐
武
田
氏
は
戦
国
大
名
の
中
で
も
比
較
的
関
連
史

料
の
整
備
が
進
ん
だ
大
名
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
６
）。
た
だ
し
両
書
の
刊
行
段
階

で
は
、
原
本
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
文
書
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
文
書
に
対
す
る
デ
ー

タ
の
取
り
方
も
さ
ら
に
詳
細
な
内
容
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
も
刊
本
収
録
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
、
原
本
調
査
の
機
会
を
得
た
際
に
は
、
可
能
な
限
り
詳
細
に
情
報
を
記
録
で
き
る
よ

う
に
努
め
た
い
と
思
う
。
そ
の
点
で
今
回
の
作
業
は
、
武
田
氏
発
給
文
書
以
外
の
文
書
で
か

な
り
取
り
残
し
が
あ
っ
た
の
は
反
省
す
べ
き
点
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）『
山
梨
県
史
』資
料
編
４ 

県
内
文
書（
一
九
九
九
年
三
月
）、資
料
編
５ 

県
外
文
書（
二
〇
〇
五
年
三
月
）。

『
戦
国
遺
文
武
田
氏
編
』
全
六
巻
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
～
二
〇
〇
六
年
）。
以
下
『
山
梨
県
史
』

は
『
山
』、『
戦
国
遺
文
武
田
氏
編
』
は
『
戦
武
』
と
略
記
し
、
両
書
に
収
録
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は

『
山
』
は
資
料
編
巻
号+

文
書
番
号
を
、『
戦
武
』
は
文
書
番
号
を
付
記
す
る
。

（
２
）
二
通
だ
け
が
残
さ
れ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
他
の
文
書
が
一
通
を
除
い
て
す
べ
て
浦
野
氏
あ

て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
売
立
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
山
５

三
〇
六
三
に
つ
い
て
も
、宛
所
が
切
除
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、宛
所
の
記
載
（
浦
野
宮
内
左
衛
門
尉
殿
）

を
「
小
幡
文
書
」
か
ら
補
っ
て
い
る
。
残
る
一
通
は
薬
抹
奉
行
定
（
山
５
一
一
五
九
、戦
武
三
三
〇
四
）

で
宛
所
が
無
い
。

（
３
）
編
纂
所
所
蔵
資
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
、
書
名
「（
甲
斐
）
市
川
文
書
」、
請
求
記
号

3071.51-34

、
所
蔵
者
は
反
町
十
郎
氏
（
新
潟
県
長
岡
市
）
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。『
戦
武
』
で

は
「
反
町
十
郎
氏
所
蔵
文
書
」
と
し
て
③
～
⑤
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
４
）
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
、
書
名
「
市
川
文
書
」、
請
求
記
号6171.51-22

、
所
蔵
者
名
は
註
（
３
）

と
同
じ
。

（
５
）
黒
田
基
樹
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
６
）
平
山
優
・
丸
島
和
洋
編
『
戦
国
大
名
武
田
氏
の
権
力
と
支
配
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）。

【
付
記
】
資
料
の
写
真
図
版
掲
載
に
あ
た
り
、
小
幡
宥
氏
、
米
沢
市
上
杉
博
物
館
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
記

し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　
ま
た
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
　
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
　
若
手
研
究

Ｂ
「
戦
国
大
名
家
臣
の
関
係
史
料
収
集
と
近
世
的
展
開
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（
研
究
課
題
番
号
：
２
６

７
７
０
２
３
７
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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書
で
、
六
通
が
右
の
順
で
一
巻
に
成
巻
さ
れ
て
い
る
。『
山
』
で
は
「
反
町
英
作
氏
所
蔵
文
書

［
甲
斐
市
川
家
文
書
］」
と
し
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
（
以
下
「
編
纂
所
」）
の
影
写
本

か
ら
③
～
⑦
を
収
録
し
て
い
る
。
影
写
本
の
作
成
は
一
九
五
一
年
六
月（
３
）、
影
写
本
に
は
⑧
も

含
ま
れ
て
い
る
が
、『
山
』
で
は
収
録
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
⑧
は
市
川
昌
房
の
後

継
者
と
み
ら
れ
る
市
川
喜
兵
衛
が
白
河
藩
主
丹
羽
長
重
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
武
田
遺
臣
の
足
跡
を
探
る
う
え
で
重
要
な
情
報
を
有
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
六
通
の

文
書
は
、
一
九
七
五
年
二
月
に
編
纂
所
に
よ
る
原
本
の
写
真
撮
影
が
行
わ
れ
て
い
る（
４
）。

そ
の

後
の
改
変
等
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
影
写
本
・
写
真
帳
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
留
め
て
い

る
。

　
次
に
、
原
本
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
、
印
判
に
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
知
見
が
得
ら

れ
た
も
の
が
あ
る
。

　
⑨
武
田
信
豊
書
状
（
六
月
十
二
日
付
、
上
杉
弾
正
少
弼
宛
て
）

（
米
沢
市
上
杉
博
物
館
蔵
）

　
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る

武
田
信
豊
発
給
文
書
の
な

か
で
、
唯
一
署
名
に
朱
印

を
捺
し
た
文
書
と
し
て
知

ら
れ
る
が
、『
山
』『
戦
武
』

い
ず
れ
も
印
判
の
法
量
は

記
載
が
無
い
。印
文
は「
信

豊
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、

右
側
に
「
豊
」
の
字
が
読
め
る
こ
と
か
ら
、「
信
豊
」
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
写
真
３
）。

左
側
の
文
字
は
未
詳
の
た
め
、
ひ
と
ま
ず
は
印
文
「
豊
■
」
と
し
て
お
き
た
い（
５
）。

な
お

二
十
四
将
展
の
展
示
図
録
二
四
頁
で
は
、「
信
豊
」
朱
印
と
し
て
紹
介
し
た
が
、
上
記
の
よ
う

に
訂
正
す
る
。

　
最
後
に
、
二
十
四
将
展
に
出
品
し
た
館
蔵
資
料
の
う
ち
、
近
年
原
本
が
確
認
さ
れ
、
新
た

に
収
集
し
た
文
書
を
紹
介
す
る
。

　
⑩
武
田
勝
頼
感
状
（
十
二
月
八
日
付
、

小
野
澤
五
郎
兵
衛
尉
宛
て
、
写
真
４
）

　
平
成
二
十
七
年
に
収
集
し
た
資
料
で

あ
る
（
分
野
別
番
号
：
歴-2015-000-

000001

）。『
山
』
に
は
未
収
録
で
、『
戦

武
』
で
は
三
六
三
二
号
文
書
、「
愛
知
郡

南
知
多
町
・
加
古
貞
吉
氏
所
蔵
文
書
」

と
し
て
掲
載
す
る
が
、
法
量
等
の
記
載

は
無
か
っ
た
。
料
紙
は
斐
紙
と
み
ら
れ
、

や
や
小
ぶ
り
の
切
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は

敵
方
北
条
氏
か
ら
武
田
氏
へ
寝
返
っ
た

人
物
へ
の
発
給
と
い
う
状
況
を
考
慮
し

た
形
態
と
い
え
よ
う
。
本
紙
は
軸
装
さ

れ
て
い
る
が
、『
戦
武
』
で
は
記
載
の
な

か
っ
た
封
紙
が
別
に
保
存
さ
れ
て
お
り

（
写
真
５
）、
発
給
時
の
形
態
を
推
定
で

き
る
点
は
貴
重
で
あ
る
。
ウ
ワ
書
は「
小

野
澤
五
郎
兵
衛
尉
殿
　
勝
頼
」、
本
紙
と

同
質
紙
と
み
ら
れ
る
が
、
状
態
は
本
紙

よ
り
も
傷
ん
で
い
る
た
め
、
よ
り
詳
細

な
検
討
を
要
す
る
。な
お
本
文
は『
戦
武
』
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料
紹
介
等
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
刊
本
欄
に
※
で
番
号
を
記
し
、
欄
外
に
出
典
を
示
し
た
。

　
な
お
、
番
号
17
「
甲
州
二
宮
造
立
帳
」
の
花
押
法
量
に
つ
い
て
は
、
料
紙
の
状
態
か
ら
信

是
以
下
の
花
押
は
正
確
な
計
測
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
数
値
は
大
凡
の
参
考

値
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。
ま
た
番
号
60
～
63
は
一
巻
に
成
巻
さ
れ
た
も
の
で
、
さ
ら
に

二
通
の
武
田
晴
信
書
状
を
含
ん
で
い
る
。
展
示
は
行
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
通
は
花
押
を

据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
わ
せ
て
計
測
し
、
番
号
は
「
参
考
」
と
し
て
そ
の
数
値
を

示
し
た
。

二
　
あ
ら
た
に
原
本
確
認
さ
れ
た
文
書

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
十
四
将
展
の
展
示
資
料
選
定
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
に
原
本

を
確
認
で
き
た
文
書
が
あ
り
、
本
節
で
は
そ
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。「
法
量
詳
細
一

覧
表
」
で
示
し
た
と
お
り
、『
山
』『
戦
武
』
以
降
に
発
見
・
確
認
さ
れ
た
文
書
の
多
く
は
、

資
料
紹
介
等
で
公
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
未
公
表
の
も
の
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

　
①
武
田
信
玄
書
状
（
五
月
四
日
付
、
写
真
１
）

　
②
武
田
勝
頼
書
状
（
三
月
二
十
二
日
付
、
小
幡
平
三
宛
て
、
写
真
２
）

（
個
人
蔵
・
甘
楽
町
歴
史
民
俗
資
料
館
寄
託
）

　
二
通
の
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
小
幡
文
書
」
に
収

録
さ
れ
る
文
書
写
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。「
小
幡
文
書
」
は
、
戦
国
期
に
は
上
野
甘
楽

郡
の
国
衆
で
、
近
世
に
は
金
沢
藩
士
と
な
っ
た
小
幡
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
文
書
を
影
写
し
た

も
の
で
あ
る
。
七
通
の
武
田
氏
発
給
文
書
写
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
今
回
確
認
で
き
た
の
は

こ
の
二
通
で
あ
る
。
残
る
五
通
の
う
ち
、
閏
五
月
十
六
日
付
武
田
信
玄
書
状
は
、『
山
』
で
は

古
書
売
立
目
録
に
掲
載
さ
れ
る
原
本
の
写
真
図
版
か
ら
採
録
し
て
お
り
（
山
５
三
〇
六
三
）、

他
の
文
書
も
あ
る
時
期
に
小
幡
氏
か
ら
離
れ
、
こ
の
二
通
だ
け
が
残
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る（
２
）。

　
現
状
は
、
二
通
と
も
料
紙
の
四
辺
を
切
り
揃
え
て
い
る
ほ
か
、
①
に
つ
い
て
は
、
写
に
あ

る
三
名
（
山
家
薩
摩
守
・
城
対
馬
守
・
浦
野
三
河
守
）
の
宛
所
部
分
が
切
除
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
②
に
つ
い
て
は
、
写
で
は
日
付
の
前
に
追
而
書
「
事
繁
候
間
、
用
印
判
候
、」
が
記
さ

れ
る
が
、
本
資
料
に
は
そ
の
記
載
は
無
い
。
ま
た
追
而
書
部
分
の
料
紙
を
削
る
な
ど
し
た
痕

跡
も
認
め
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
小
幡
文
書
」
と
は
相
違
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
筆
致
や
龍
朱
印
・「
晴
信
」

朱
印
に
疑
義
は
無
く
、
正
文
と
み
て
お
き
た
い
。
な
お
二
通
と
も
料
紙
に
は
裏
打
が
施
さ
れ

て
い
る
。

③
武
田
信
玄
判
物
（
元
亀
元
年
七
月
六
日
付
、
市
川
宮
内
助
宛
て
）

④
武
田
家
朱
印
状
（
元
亀
四
年
十
月
二
十
八
日
付
、
市
川
宮
内
助
宛
て
）

⑤
武
田
家
朱
印
状
（
天
正
四
年
五
月
十
九
日
付
、
市
河
助
一
郎
宛
て
）

⑥
徳
川
家
朱
印
状
（
天
正
十
年
十
月
八
日
付
、
市
川
宮
内
助
宛
て
）

⑦
徳
川
家
朱
印
状
（
天
正
十
一
年
閏
正
月
十
四
日
付
、
市
河
助
一
郎
宛
て
）

⑧
丹
羽
長
重
判
物
（
寛
永
五
年
十
月
二
日
付
、
市
川
喜
兵
衛
宛
て
）

（
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
）

　
諏
方
高
島
城
代
や
勘
定
奉
行
を
歴
任
し
た
重
臣
市
川
宮
内
助
昌
房
の
家
系
に
伝
来
し
た
文

－ 46 －

（写真１）①武田信玄書状

（写真２）②武田勝頼書状
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は
じ
め
に

　
筆
者
は
開
館
十
周
年
記
念
特
別
展
「
武
田
二
十
四
将
―
信
玄
を
支
え
た
家
臣
た
ち
の
姿
―
」

（
会
期
：
平
成
二
十
八
年
三
月
十
九
日
～
五
月
二
十
三
日
、以
下「
二
十
四
将
展
」）を
担
当
し
、

県
内
外
の
多
く
の
所
蔵
者
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
計
一
六
八
件
の
展
示
資
料
か
ら
武

田
家
臣
の
実
像
を
探
る
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
展
示
資
料
は
、
武
田
氏
家
臣
に
関
連
す
る
古
文
書
が
中
心
と
な
っ
た
た
め
、
展
示
準
備
段

階
や
資
料
借
用
時
な
ど
に
、多
く
の
文
書
を
実
見
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
過
程
で
、『
山

梨
県
史
』
や
『
戦
国
遺
文
武
田
氏
編
』
が
編
纂
さ
れ
た
段
階
で
は（
１
）、
原
本
が
確
認
さ
れ
ず
、

写
や
影
写
本
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
古
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
、
新
た
に
法
量
等
の
詳
細
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　
ま
た
、『
山
』『
戦
武
』
編
纂
時
に
原
本
調
査
が
な
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で

は
料
紙
と
印
判
の
法
量
を
計
測
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
花
押
の
法
量

を
計
測
す
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
二
十
四
将
展
で
借
用
・
展
示
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
文
書
に
つ
い
て
も
、
花
押
の
あ
る
も
の
は
調
査
時
に
可
能
な
限
り
そ
の
法
量
を
計
測

す
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
う
し
た
作
業
に
よ
っ
て
『
山
』『
戦
武
』
の
計
測
デ
ー
タ
等
に
追
加
す
る
べ
き
多
く
の
情

報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
二
十
四
将
展
展
示
図
録
の
出
品
リ
ス
ト
に
は
、

紙
幅
の
関
係
か
ら
料
紙
の
法
量
を
示
す
に
留
め
、
花
押
や
印
判
の
法
量
を
紹
介
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
図
録
で
割
愛
し
た
文
書
の
詳
細
な
法
量
を
一
覧
に
示
し
、
今
後
の
研

究
の
基
礎
デ
ー
タ
と
し
て
広
く
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
新

た
に
原
本
が
確
認
さ
れ
た
文
書
や
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略

を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　「
法
量
等
詳
細
一
覧
表
」
に
つ
い
て

　
二
十
四
将
展
展
示
資
料
の
う
ち
、
古
文
書
の
詳
細
な
法
量
を
示
し
た
の
が
、
四
九
～
五
四

頁
に
掲
載
す
る
「
法
量
等
詳
細
一
覧
表
」
で
あ
る
。
た
だ
し
細
部
ま
で
計
測
を
行
っ
た
の
は
、

基
本
的
に
は
武
田
氏
発
給
文
書
に
限
っ
て
い
た
た
め
、
他
氏
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
は
印
判
・

花
押
が
未
計
測
と
な
っ
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
系
図
・
由
緒
書
類
と
、
写
真
複
製
の
出
品
で

あ
っ
た
生
島
足
島
神
社
起
請
文
は
対
象
外
と
し
た
。

　
表
に
記
し
た
文
書
の
番
号
は
、
二
十
四
将
展
出
品
リ
ス
ト
の
番
号
で
あ
る
。
資
料
名
も
同

様
で
あ
る
。
刊
本
記
載
欄
に
は
、
文
書
翻
刻
文
が
掲
載
さ
れ
る
主
な
刊
本
と
文
書
番
号
を
記

し
、
刊
本
に
印
判
等
の
詳
細
な
法
量
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
冒
頭
に
◎
印
を
、
写
・
影

写
本
等
か
ら
採
録
し
て
い
る
場
合
に
は
、
冒
頭
に
（
写
）
と
記
し
、
編
纂
時
の
状
況
が
わ
か

る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
原
本
は
あ
る
が
刊
本
に
料
紙
法
量
の
記
載
が
無
い
も
の
に
は
冒
頭
に

（
無
）
と
記
し
、
原
本
か
ら
の
採
録
で
料
紙
法
量
の
み
記
載
の
あ
る
も
の
は
、
無
印
（
刊
本

名
と
文
書
番
号
の
み
）と
し
た
。
主
な
刊
本
以
外
に
料
紙
等
の
計
測
値
を
記
載
し
た
文
献（
史
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註（
１
）「
甲
州
財
閥
」
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
康
彦
氏
の
一
連
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２
）
守
屋
正
彦
「
大
木
喬
命
と
幕
末
・
明
治
の
美
術
」（
山
梨
県
立
美
術
館
『
大
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
名
品
』　

一
九
九
二
）

（
３
）
塚
本
定
右
衛
門
は
、
山
梨
県
に
お
け
る
「
塚
本
山
」
以
外
に
も
、
滋
賀
県
を
中
心
に
、
数
多
く
の
治

水
施
設
な
ど
に
対
す
る
寄
附
行
為
を
行
っ
て
い
る
。

藤
堂
泰
脩
「
近
江
商
人
、
塚
本
定
次
は
、
郷
里
や
全
国
各
地
の
治
山
治
水
、
教
育
振
興
に
尽
力
し
た
。

～
山
梨
に
は
世
界
遺
産
の
富
士
山
と
対
極
の
個
人
名
が
つ
い
た
塚
本
山
が
あ
る
。
～
」（
一
般
社
団
法

人
滋
賀
県
教
育
会
『
近
江
教
育
』
第
六
七
六
号
　
二
〇
一
六
）

塚
本
定
右
衛
門
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
末
永
國
紀
氏
の
一
連
の
著
作
が
挙
げ
ら

れ
る
ほ
か
、
塚
本
山
の
事
跡
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
財
団
法
人
山
梨
県
み
ど
り
の
基
金
『
山
梨
緑

の
礎
　
森
を
育
て
た
人
々
』　
一
九
九
一
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
４
）
塚
本
源
三
郎
「
紅
屋
三
翁
」　
山
梨
県
立
博
物
館 
蔵
（
大
木
家
文
書
）　
一
九
三
五

（
５
）「
紅
屋
三
翁
」
七
丁

（
６
）「
福
沢
諭
吉
起
草
　
塚
本
家
家
法
案
」　
ツ
カ
モ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
資
料
館
聚
心
庵 

蔵

（
７
）
齋
藤
康
彦
「
甲
府
の
豪
商
大
木
家
の
足
跡
」（
山
梨
県
立
美
術
館
『
大
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
名
品
』　
一

九
九
二
　
山
梨
県
立
博
物
館
『
お
ふ
ど
う
と
名
乗
っ
た
家
　
豪
商
　
大
木
家
の
３
５
０
年
』　
二
〇
一

二
に
再
掲
）

（
８
）
前
掲
守
屋
正
彦
「
大
木
喬
命
と
幕
末
・
明
治
の
美
術
」

（
９
）「
柳
町
塚
本
家
所
有
家
屋
の
貸
借
関
係
書
類
綴
」　
山
梨
県
立
博
物
館 

蔵
（
大
木
家
文
書
）

（
10
）「
柳
町
塚
本
へ
の
賃
家
に
係
る
諸
書
類
」　
山
梨
県
立
博
物
館 

蔵
（
大
木
家
文
書
）

（
11
）「
送
り
案
内
状
」　
山
梨
県
立
博
物
館 

蔵
（
大
木
家
文
書
）

（
12
）
山
梨
県
『
山
梨
県
林
政
誌
』　
一
九
二
二
　
三
二
四
頁

（
13
）
前
掲
『
山
梨
県
林
政
誌
』　
三
二
五
頁

（
1(
）「
熊
谷
喜
一
郎
山
梨
県
知
事
差
出
塚
本
定
右
衛
門
宛
書
簡
」　
ツ
カ
モ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
資
料
館
聚

心
庵 

蔵

（
15
）「
山
梨
県
直
営
塚
本
山
造
林
実
施
概
要
」　
山
梨
県
立
博
物
館 

蔵
（
大
木
家
文
書
）　
三
～
四
頁

（
16
）
前
掲
「
山
梨
県
直
営
塚
本
山
造
林
実
施
概
要
」　
四
頁

（
17
）
山
梨
市
三
富
上
釜
口
の
「
塚
本
山
」
に
現
存
。

（
18
）「
塚
本
正
之
か
ら
大
木
喬
命
に
宛
て
た
書
簡
」　
山
梨
県
立
博
物
館 

蔵
（
大
木
家
文
書
）

（
山
梨
県
立
博
物
館
）

－ (( － (7



大
木
喬
命
様

　
　
　
　
尊
酬

二
白

殖
林
地
ヲ
塚
本
山
ト
御
名
命
之
由
可
相
成

ハ
該
地
ニ
因
ミ
有
名
前
ニ
御
改
称
相
願
度

皆
々
申
居
候
、自
然
御
聞
済
被
成
下
候
ハ
ヽ

忝
奉
存
候
、
乍
恐
宜
敷
御
配
慮
願
上
候

　
廿
二
日

　
書
簡
中
に
「
北
陸
線
皆
（
開
）
通
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
陸
本
線
が
全
通
し
た
大
正
二

年
（
一
九
一
三
）
の
六
月
二
十
二
日
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
追
伸
で
塚
本
家
と
し

て
は
、「
塚
本
山
」
で
は
な
く
当
地
に
縁
あ
る
名
称
を
付
け
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
興
味
深
い
が
、
造
林
の
進
捗
状
況
や
こ
の
年
に
命
名
さ
れ
る
「
塚
本
山
」
に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
塚
本
家
と
大
木
喬
命
が
連
絡
と
気
脈
を
通
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
書
簡
と
言

え
る
。「
塚
本
山
」
の
成
立
は
、
当
然
な
が
ら
三
代
塚
本
定
右
衛
門
の
家
業
発
祥
の
地
へ
の
篤

志
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
基
盤
に
は
近
江
商
人
の
塚
本
家
と
甲
府
の
豪
商
大
木
家

が
培
っ
て
き
た
数
十
年
に
わ
た
る
交
流
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
、
大
木
家
文
書
と
ツ
カ
モ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
資
料
館
聚
心
庵
所
蔵
資

料
を
中
心
に
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
以
来
の
近
江
商
人
・
塚
本
定
右
衛
門
の
甲
府
に
お

け
る
動
向
と
、
天
保
期
以
来
の
塚
本
・
大
木
家
の
交
流
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
交
流
の
う

え
に
「
塚
本
山
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
は
い
え
、
幕
末
か
ら
明
治
末
期

に
か
け
て
の
具
体
的
な
両
家
の
交
流
や
、
塚
本
定
右
衛
門
の
甲
府
に
お
け
る
実
態
に
つ
い
て

は
、ま
だ
実
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、更
な
る
大
木
家
文
書
の
精
査
と
、近
江
（
滋

賀
県
）
所
在
の
塚
本
定
右
衛
門
関
係
資
料
の
調
査
が
今
後
の
課
題
と
言
え
る
。
ま
た
、
甲
府

の
豪
商
大
木
家
と
の
交
流
が
あ
っ
た
ふ
た
つ
の
近
江
商
人
で
あ
る
塚
本
家
と
野
口
家
を
は
じ

め
と
し
た
、
甲
州
に
お
け
る
近
江
商
人
の
展
開
や
そ
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

　
本
稿
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
五
代
大
木
喜
右
衛
門
が
初
代
塚
本
定
右
衛
門
へ
「
勤
倹
に

し
て
顧
客
の
利
を
計
れ
」と
助
言
し
た
こ
と
が
、二
代
塚
本
定
右
衛
門
が
掲
げ
た「
薄
利
廣
商
」

の
商
売
哲
学
に
つ
な
が
り
、
塚
本
家
の
家
業
繁
栄
の
基
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、「
他
国
稼
ぎ
」

を
旨
と
す
る
近
江
商
人
の
成
功
に
甲
府
の
商
家
が
影
響
を
与
え
、
ま
た
近
江
商
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
家
法
に
も
「
甲
州
」
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
よ
り
考

察
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
、
近
世
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
全
国
に
お
け
る
甲
府
の
商
業

的
地
位
や
、
甲
州
の
商
業
（
商
人
）
た
ち
の
持
っ
て
い
た
性
向
や
哲
学
に
つ
い
て
も
肉
薄
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
末
文
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
多
大
な
る

ご
教
示
を
賜
っ
た
株
式
会
社
ツ
カ
モ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
資
料
館
館
長
藤
堂
泰
脩
氏
に
御

礼
を
申
し
上
げ
る
。

－ (3 －(8
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東
條
定
太
郎
が
任
命
さ
れ
た）

15
（

。

　
造
林
候
補
地
は
、
東
山
梨
郡
西
保
村
（
現
在
の
山
梨
市
）、
同
三
富
村
（
同
）、
西
山
梨
郡

千
代
田
村
（
現
在
の
甲
府
市
）
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
東
山
梨
郡
三
富
村
が
選
定
さ
れ
る
。
三

富
選
定
の
理
由
は
「
甲
府
平
原
の
水
源
地
山
野
の
内
林
相
を
失
ひ
た
る
後
背
地
に
し
て
相
応

の
広こ
う
ぼ
う袤

を
有
し
地
味
亦
佳
良
に
治
水
上
経
済
上
最
効
果
あ
る
土
地
に
し
て
且
つ
模
範
的
意
味

に
於
て
衆
人
の
観
覧
に
便
な
る
を
希
望
せ
る
も
の
に
し
て
本
地
は
比
較
的
に
之こ
れ
ら等
の
希
望
要

件
を
具
備
せ
し
を
以
て
な
り
。」
と
さ
れ
て
お
り
、
甲
府
盆
地
の
水
源
地
の
う
ち
荒
廃
し
た

山
林
に
し
て
、あ
る
程
度
の
広
さ
を
持
ち
つ
つ
、地
質
や
治
水
上
の
効
果
が
期
待
で
き
る
、「
模

範
林
」
と
し
て
の
整
備
が
可
能
な
点
が
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
と
し
て
い
る）

16
（

。

　
こ
う
し
て
、
東
山
梨
郡
三
富
村
大
字
上
釜
口
字
中
の
沢
千
七
百
九
十
番
の
百
八
十
一
町
二

反
一
畝
三
歩
の
山
林
に
、
四
十
六
万
一
千
三
百
十
一
本
の
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
・
カ
ラ
マ
ツ
が
植

え
ら
れ
、
造
林
さ
れ
た
山
林
に
は
造
林
費
用
寄
附
者
で
あ
る
塚
本
定
右
衛
門
の
名
前
を
冠
し

て
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
「
塚
本
山
」
と
名
付
け
ら
れ
、
同
四
年
に
造
林
作
業
は
完

成
を
見
た
。
こ
の
塚
本
の
寄
附
行
為
に
対
し
て
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
二
月
に
賞
勲

局
か
ら
金
杯
が
授
与
さ
れ
、
山
梨
県
で
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
十
一
月
に
塚
本
山
造
林

地
の
中
央
に
、
次
の
よ
う
な
山
脇
春
樹
知
事
篆
額
に
よ
る
記
念
碑
「
塚
本
山
碑
」
が
建
て
ら

れ
た
。　

　
　
塚
本
山
碑

我
山
梨
県
累
年
蒙
水
害
　
先
帝
憫
其
民
力
困
弊
乃
明
治
四
十
四
年
三
月
拝
下
賜
皇
室
料

約
三
十
萬
町
歩
於
本
県
之
　
恩
命
而
滋
賀
県
人
塚
本
定
右
衛
門
氏
深
感
　
聖
旨
之
優
渥

又
憶
嘗
以
商
事
往
来
於
本
県
乃
寄
私
財
一
萬
円
以
資
治
山
治
水
之
費
於
是
相
地
於
恩
賜

林
之
一
部
命
名
塚
本
山
自
大
正
二
年
経
三
年
間
樹
杉
檜
落
葉
松
四
十
六
萬
株
欲
以
保
護

笛
吹
河
源
以
示
植
林
之
範
以
為
恩
賜
林
善
後
経
営
之
一
助
矣
乃
刻
石
傳
諸
後
昆

　
大
正
六
年
十
一
月
　
　
　
　
山
梨
県

　
一
連
の
「
塚
本
山
」
の
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
発
端
に
お
い
て
三
代
塚
本
定

右
衛
門
の
内
意
を
大
木
喬
命
が
県
側
へ
伝
え
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
大
木
が
臨
時
直
営
造
林

計
画
調
査
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
大
木
と
塚
本
の
昵
懇
な
関
係
の
う
え
に

連
絡
・
調
整
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
大
木
喬
命
は
非
常
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
端
と
し
て
、
大
木
の
も
と
に
は
三
代
塚
本
定

右
衛
門
の
叔
父
で
あ
る
塚
本
正
之
か
ら
、
次
の
よ
う
な
書
簡
が
送
ら
れ
て
い
る）

18
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御
尊
書
拝
見
仕
候
如
貴
命
薄
暑
之
候
高
堂
益
々
御
壮
栄
奉
賀
候
、
陳
者
愚
老
北
陸
線
皆

（
マ
マ
）

通
ニ
附
道
筋
懇
意
之
御
方
ヘ
立
寄
越
後
よ
り
御
県
下
ヘ
相
廻
リ
東
上
疾
よ
り
予
定
致
居

候
処
リ
ヨ
マ
チ
ス
ニ
而
延
日
、
頃
日
小
快
ニ
趣
候
間
明
廿
三
日
出
立
可
仕
候
、
偖さ
て

恩
賜

林
中
三
富
村
ニ
於
而
県
庁
直
営
四
ヶ
年
支
弁
本
年
分
五
十
余
町
殖
林
着
々
進
捗
之
趣
御

洩
被
下
忝
不
日
拝
顔
之
節
者
猶
委く
わ
し
く敷

御
聞
セ
ニ
預
リ
可
申
与
存
居
候
、
且
又
信
太
様
滋

賀
江
御
転
任
ニ
附
御
添て
ん
し
ん心
之
件
出
津
之
節
御
面
会
相
願
御
聞
ニ
預
リ
可
申
与
奉
存
候
、

先
者
右
御
返
事
旁
御
礼
迄
如
斯
ニ
御
座
候
　
恐
々
頓
首

　
六
月
廿
二
日
　
　
塚
本
正
之

－ (2 －
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月
通
常
県
会
に
て
そ
の
採
納
を
満
場
一
致
で
可
決
。
藤
田
胸
太
郎
議
長
の
発
意
に
よ
り
次
の

よ
う
な
感
謝
状
の
贈
呈
が
決
議
さ
れ
る）

13
（

。

　
　
　
挨
拶
状

拝
啓
各
年
八
月
二
十
五
日
付
を
以
て
本
県
治
水
上
の
為
植
樹
費
と
し
て
寄
附
金
御
申
出

の
議
別
途
指
令
致
候
右
寄
附
金
の
義
に
付
本
県
会
は
満
場
一
致
を
以
て
決
議
の
上
小
官

よ
り
謝
意
を
表
せ
ら
れ
度
旨
併
せ
て
決
議
相
成
候
条
御
領
承
被
下
度
右
御
挨
拶
旁
得
貴

意
候
　
早
々
敬
具

　
明
治
四
十
五
年
七
月
五
日
　
　
　
　
　
　
山
梨
県
知
事
　
熊
谷
喜
一
郎

　
　
　
　
　
塚
本
合
名
会
社
代
表
者
　
塚
本
定
右
衛
門
殿

　
ま
た
、
こ
の
明
治
四
十
四
年
十
二
月
通
常
県
会
で
の
寄
附
金
採
納
の
可
決
を
経
た
熊
谷
喜

一
郎
山
梨
県
知
事
か
ら
そ
の
経
緯
と
礼
を
述
べ
る
三
代
塚
本
定
右
衛
門
と
そ
の
叔
父
正
之
に

宛
て
た
次
の
よ
う
な
書
簡
が
塚
本
家
側
に
残
さ
れ
て
い
る）

1(
（

。

拝
啓
未
タ
拝
晤
之
機
ヲ
得
ズ
候
得
共
益
御
清
福
恭
賀
之
至
ニ
奉
存
候
、
陳
者
今
回
ハ
御

他
念
之
為
メ
植
樹
費
ト
シ
テ
金
壱
萬
円
御
寄
附
相
成
県
会
ニ
於
テ
モ
感
謝
之
意
ヲ
以
テ

之
ヲ
可
決
致
シ
タ
ル
次
第
ニ
て
将
来
実
施
上
ニ
於
テ
モ
貴
意
ノ
在
ル
所
ヲ
失
ハ
サ
ル
様

充
分
注
意
可
致
旨
夫
々
訓
戒
致
置
候
間
左
様
御
承
知
被
下
度
何
レ
改
メ
テ
謝
状
差
出
候

筈
ニ
候
得
共
不
取
敢
右
御
礼
申
述
千
萬
如
此
ニ
御
座
候
、
本
日
ハ
見
事
ナ
ル
御
記
念
品

御
送
付
被
下
御
厚
志
難
有
奉
存
候
、
小
生
来
春
一
月
下
旬
カ
二
月
上
旬
頃
ニ
ハ
貴
県
下

に
出
張
致
度
存
居
候
ニ
付
其
節
ハ
御
面
会
之
機
ヲ
得
ベ
キ
願
上
今
ヨ
リ
楽
み
居
リ
申

候
、
先
ハ
右
申
上
度
如
此
ニ
御
座
候
　
　
拝
具

　
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
熊
谷
喜
一
郎

塚
本
定
右
衛
門
様

　
〃
　
正
之
　
様

　
山
梨
県
で
は
、
三
代
塚
本
定
右
衛
門
か
ら
の
一
万
円
の
寄
附
金
を
財
源
と
し
た
造
林
計
画

に
着
手
し
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
二
月
二
十
一
日
　
大
木
喬
命
を
は
じ
め
と
し
た

臨
時
直
営
造
林
計
画
調
査
委
員
を
任
命
す
る
。
大
木
の
ほ
か
は
、
古
屋
専
蔵
、
吉
田
中
知
、

－ (1 －50

熊谷喜一郎知事から塚本定右衛門に宛てた書簡　ツカモトコーポレーション資料
館聚心庵 蔵



地
租
割
な
ど
諸
税
の
支
出
、
賃
料
の
収
入
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
大
木
家
は
、
こ
う
し
た
塚
本
家
所
有
の
柳
町
の
地
所
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
ほ
か
、
大
正

十
四
年
（
一
九
二
五
）
の
布
地
取
引
に
関
す
る
「
送
り
案
内
状）

11
（

」
の
綴
り
に
は
、
株
式
会
社

塚
本
商
店
木
綿
部
か
ら
大
木
呉
服
店
へ
、
絣か
す
り、

晒さ
ら
しな

ど
が
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

お
り
、
取
引
先
と
し
て
の
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
綴
り
は
こ
の

年
の
五
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
約
七
カ
月
の
間
に
三
十
五
回
の
商
品
送
付
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
頻
繁
に
莚
包
入
り
の
商
品
を
数
包
単
位
で
発
注
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
塚
本
商
店
は
大
木
呉
服
店
に
と
っ
て
、
あ
る
程
度
重
要
な
取
引
先
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
の
詳
細
な
分
析
は
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
塚
本
家
の
不
動
産
管
理
を
大

木
家
が
代
理
し
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
時
点
で
の
両
家
の
密
接
な

関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
繊
維
問
屋
の
塚
本
商
店
と
大
木
呉
服
店
の
取
引
上
の
関
係
は
、

五
代
大
木
喜
右
衛
門
と
初
代
塚
本
定
右
衛
門
以
来
の
商
業
上
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
も

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
大
木
家
文
書
の
精
査
を
進
め
る
と
と
も
に
、
事

業
が
現
在
で
も
継
続
し
て
い
る
塚
本
家
側
の
資
料
に
つ
い
て
、
調
査
・
研
究
を
深
め
て
い
く

こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

三
、「
塚
本
山
」
成
立
の
経
緯
と
大
木
家

　
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
八
月
下
旬
、
山
梨
県
に
お
け
る
近
代
史
上
最
大
の
被
害
を
出

し
た
自
然
災
害
で
あ
る
大
水
害
が
発
生
し
た
。
災
害
前
よ
り
治
山
状
況
の
改
善
が
叫
ば
れ
て

い
た
山
梨
県
の
林
野
の
多
く
を
占
め
て
い
た
御
料
林
に
つ
い
て
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一

一
）
三
月
十
一
日
、山
梨
県
へ
「
御
下
賜
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、以
後
山
梨
「
県
有
林
（
恩

賜
林
）」
と
し
て
経
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
感
激
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
翌

年
に
甲
府
で
の
創
業
か
ら
百
周
年
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
三
代
塚
本
定
右
衛
門
は
、
家
業
の

百
周
年
記
念
と
し
て
同
年
夏
に
山
梨
県
へ
の
植
林
費
用
一
万
円
の
寄
附
を
決
め
、
そ
の
内
意

に
つ
い
て
大
木
喬
命
を
通
じ
て
山
梨
県
庁
へ
と
伝
え
た
こ
と
が
寄
附
金
御
願
と
と
も
に
『
山

梨
県
林
政
誌）

12
（

』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

明
治
四
十
四
年
八
月
滋
賀
県
人
塚
本
定
右
衛
門
氏
は
本
県
治
水
事
業
費
の
中
に
金
一
万

円
寄
附
の
議
を
甲
府
市
大
木
喬
命
氏
を
介
し
て
申
請
し
た
り
、
蓋け
だ

し
氏
は
曩の
う
じ時

其
の
先

代
と
共
に
商
事
を
以
て
屡る

じ次
本
県
各
地
に
来
往
せ
し
縁
故
あ
り
し
を
以
て
這し
ゃ
は
ん般
の
恩
命

を
聞
知
し
感
奮
に
禁
へ
す
此
の
美
挙
に
出
て
し
な
り
。

　
　
　
寄
附
金
御
願

一
金
壱
万
円
也
　
　
　
但
し
植
樹
費

右
寄
附
致
度
御
採
納
奉
願
上
候
也

　
明
治
四
十
四
年
八
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
市
日
本
橋
区
伊
勢
町
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
塚
本
合
名
会
社
代
表
者
　
塚
本
定
右
衛
門

　
山
梨
県
知
事
　
熊
谷
喜
一
郎
殿

　
三
代
塚
本
定
右
衛
門
か
ら
の
寄
附
金
御
願
に
対
し
て
、
山
梨
県
で
は
明
治
四
十
四
年
十
二

－ (0 －
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二
、
甲
府
の
豪
商
・
大
木
家
と
塚
本
定
右
衛
門

　
前
章
に
あ
る
と
お
り
、
近
江
商
人
・
塚
本
定
右
衛
門
と
甲
府
の
豪
商
大
木
家
は
、
三
代
に

わ
た
る
関
係
を
築
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
甲
府
の
豪
商
・
大
木
家
に
つ
い
て
触

れ
て
お
き
た
い
。

　
大
木
家
は
、
甲
府
横
近
習
町
の
呉
服
屋
を
営
む
「
井
筒
屋
」、
天
保
期
か
ら
「
お
ふ
ど
う
」

の
屋
号
を
名
乗
っ
た
甲
府
有
数
の
豪
商
で
あ
り
、
斎
藤
康
彦
氏
に
よ
れ
ば
大
木
家
は
明
治
期

に
お
い
て
は
、
若
尾
・
名
取
家
に
次
ぐ
甲
府
第
三
位
の
富
豪
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（
７
）。「

は
じ
め

に
」
で
守
屋
正
彦
氏
の
指
摘
を
紹
介
し
た
よ
う
に
、
大
木
家
は
近
江
商
人
・
野
口
家
と
の
交

友
関
係
が
あ
り
、
明
治
期
の
当
主
で
あ
る
大
木
喬
命
は
、
東
日
本
で
最
初
の
ビ
ー
ル
醸
造
・

販
売
を
実
施
し
た
野
口
家
（
十
一
屋
）
の
長
男
で
あ
る
野の
ぐ
ち口

正ま
さ
あ
き
ら

章
の
妻
と
な
る
南
画
家
の
野

口
小し
ょ
う
ひ
ん蘋も
、
正
章
と
の
結
婚
前
に
大
木
家
で
逗
留
す
る
な
ど
、
芸
術
の
庇
護
者
と
し
て
も
活

動
し
て
い
た（
８
）。

　
こ
の
大
木
家
の
天
保
末
ま
で
の
当
主
で
あ
っ
た
五
代
大
木
喜
右
衛
門
が
、
初
代
塚
本
定
右

衛
門
に
商
売
の
秘
訣
と
し
て
「
勤
倹
に
し
て
顧
客
の
利
を
計
れ
」
と
諭
し
た
こ
と
は
前
章
で

紹
介
し
、
こ
の
秘
訣
が
、
二
代
塚
本
定
右
衛
門
が
同
家
の
綱
領
と
し
た
「
薄
利
廣
商
」
と
い

う
商
売
哲
学
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
塚
本
家
自
身
に
も
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
以
後

の
大
木
と
塚
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
「
塚
本
山
」
の
成
立
前
後
に
、
当
時
の
当

主
大
木
喬
命
が
塚
本
家
と
山
梨
県
庁
の
仲
介
役
を
果
た
す
ま
で
、
両
家
が
ど
の
よ
う
な
関
係

を
継
続
し
て
い
た
の
か
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

　
大
木
家
側
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
の
「
大
木
家
文
書
」
と
し
て
残

さ
れ
て
お
り
、
両
家
の
関
係
に
関
す
る
資
料
が
若
干
数
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、

甲
府
柳
町
に
塚
本
家
が
所
有
し
て
い
た
家
屋
の
管
理
や
納
税
関
係
を
記
録
し
た
「
柳
町
塚
本

家
所
有
家
屋
の
貸
借
関
係
書
類
綴（
９
）」

で
あ
る
。
こ
の
「
貸
借
関
係
書
類
綴
」
に
は
、
大
正
三

～
四
年
に
お
け
る
柳
町
四
十
八
番
地
の
塚
本
家
所
有
地
に
関
す
る
地
租
や
県
・
市
税
な
ど
に

つ
い
て
の
領
収
書
や
、
同
物
件
の
賃
貸
に
関
す
る
調
整
・
連
絡
の
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
柳
町
四
十
八
番
地
」
は
柳
町
四
丁
目
に
あ
た
り
、
初
代
塚
本
定
右
衛
門
が
紅
屋
を
開
業
し

文
化
年
間
に
拠
点
と
し
て
定
め
た
甲
府
柳
町
四
丁
目
の
元
堺
屋
與
次
兵
衛
方
の
地
所
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
領
収
書
の
綴
り
に
は
、「
東
京
市
日
本
橋
区
伊
勢
町
塚
本
同
族
合
名
会
社
　

代
（
理
）
人
　
横
近
習
町
　
大
木
喬
命
　
納
」
と
な
っ
て
お
り
、
大
木
家
は
塚
本
家
の
甲
府

に
お
け
る
不
動
産
に
関
す
る
管
理
や
納
税
の
代
理
を
し
て
い
た
こ
と
が
本
資
料
に
よ
っ
て
わ

か
る
。
大
正
三
～
四
年
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
塚
本
商
社
甲
府
店
が
東
京
本
社
に

統
合
さ
れ
た
直
後
で
あ
り
、
塚
本
家
の
甲
府
に
お
け
る
事
業
展
開
の
終
了
に
あ
た
っ
て
、
大

木
家
が
現
地
で
の
事
業
整
理
上
の
一
定
の
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
不
動
産
管
理
に
つ
い
て
は
、も
う
ひ
と
つ「
柳
町
塚
本
へ
の
賃
家
に
係
る
諸
書
類）

10
（

」が
あ
る
。

同
資
料
中
に
は
、「
大
正
四
年
一
月
　
柳
町
四
十
八
番
地
塚
本
殿
ニ
係
ル
　
諸
書
類
入
」
の
包

紙
、「
明
治
四
十
二
己
酉
七
月
吉
日
　
柳
町
四
丁
目
家
屋
諸
入
費
　
塚
本
差
引
帳
（
裏
面
に
は

「
柳
町
四
丁
目
家
屋
差
引
覚
　
大
木
」
と
あ
り
）」
の
ほ
か
、
大
木
と
塚
本
と
の
連
絡
書
簡
、

物
件
に
含
ま
れ
る
諸
造
作
・
建
具
・
家
具
類
な
ど
附
属
品
の
書
上
げ
、
借
地
・
借
家
証
・
図

面
の
写
し
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。「
差
引
帳
」
に
は
、
明
治
四
十
二
年
か
ら
大
正
六
年
に
か

け
て
の
、「
甲
府
市
柳
町
四
丁
目
四
十
八
番
地
　
弐
百
七
十
四
坪
」
に
係
る
、
県
税
・
市
税
の

大木喬命が塚本家の代理となった
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言
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
５
）。

甲
府
の
得
意
先
な
る
大
木
喜
右
衛
門
に
商
売
の
秘
訣
を
尋
ね
、『
勤
倹
に
し
て
顧
客
の
利
を

計
れ
』
と
い
は
れ
た
こ
と
を
、
深
く
肝
に
銘
ぜ
ら
れ
た
。
後
年
、
嗣
子
定
次
の
謂
は
ゆ
る

薄
利
廣
商
の
標
榜
は
、
恐
ら
く
、
是
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
ら
う
、
と
お
も
は
れ
る
。

　
こ
れ
は
初
代
定
右
衛
門
の
事
跡
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
二
代
定
右
衛
門
の
掲
げ
た
塚

本
家
の
商
売
上
の
方
針
で
あ
る
「
薄
利
廣
商
」
の
原
点
と
も
な
っ
た
と
の
記
述
か
ら
、
甲
府

で
の
紅
屋
に
と
っ
て
、
大
木
家
の
存
在
が
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
初

代
塚
本
定
右
衛
門
（
定
悦
）
が
甲
府
で
紅
屋
を
開
業
し
た
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
か
ら
天

保
期
に
か
け
て
は
、
大
木
家
は
五
代
喜
右
衛
門
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
後
、
大
木
家
は
六
代

喜
右
衛
門
、
七
代
喬き
ょ
う
め
い命と
続
き
、
塚
本
家
と
大
木
家
そ
れ
ぞ
れ
三
代
の
当
主
が
就
く
が
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
両
家
は
三
代
百
年
前
後
に
わ
た
り
、
少
な
く
と
も
大
正
時
代
ま
で
は
交
流

関
係
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
他
塚
本
定
右
衛
門
と
甲
州
と
の
関
係
を
示
す
資
料
と
し
て
、
二
代
塚
本
定
右
衛
門
と

交
流
の
あ
っ
た
福
沢
諭
吉
が
起
草
し
た
塚
本
家
の
家
法
草（
６
）案
に
も
、「
甲
州
」
が
明
記
さ
れ
る

ほ
ど
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

創
業
甚
だ
難
し
守
成
亦ま
た

易
か
ら
ず
、
近
江
の
人
塚
本
氏
の
家
道
既
に
盛
な
り
、
余
そ
の

老
主
人
を
知
る
こ
と
久
し
、
毎つ
ね

ニ
商
家
の
経
営
進
退
の
法
よ
り
家
を
守
る
の
説
を
聞
き

自
か
ら
経
済
学
問
上
の
要
旨
に
適
す
る
も
の
少
な
か
ら
ざ
る
が
如
く
、
其
家
を
興
し
て

商
略
に
重
き
を
為
す
も
偶
然
な
ら
ざ
る
を
知
る
可べ

し
、
依
て
同
家
の
家
法
三
条
を
記
し

て
之
に
贈
る
、
文
は
余
が
手
に
成
る
と
雖い
え
ども
意
に
則
ち
老
主
人
の
説
を
写
し
た
る
も
の

な
れ
ば
塚
本
家
の
子
孫
万
世
謹
で
守
る
可
き
も
の
な
り

　
　
　
塚
本
家
々
法

一
　
営
業
ハ
信
用
を
重
ん
じ
確
実
を
旨
と
し
時
勢
の
変
遷
理
財
の
得
失
を
計
り
弛し
ち
ょ
う張

す

る
こ
と
あ
る
べ
し
と
雖
も
苟い
や
しも
浮
利
に
趨は
し

ら
ず
軽
進
せ
ず
以
て
一
家
の
堅
固
繁
昌

を
期
す

一
　
甲
州
の
商
業
ハ
祖
先
の
家
を
起
せ
し
根
本
な
れ
ば
基
本
を
忘
る
ゝ
こ
と
な
く
苦
年

の
辛
苦
に
徴
し
又
先
人
の
遺
徳
に
鑑
み
以
て
将
来
を
経
営
し
て
ま
す
ま
す
盛
大
を

謀
る

一
　
東
京
の
本
店
は
営
業
上
一
切
の
事
務
を
統
括
す
る
所
に
し
て
奥
帳
場
を
置
き
当
主

と
輔
翼
の
人
と
同
心
協
力
し
て
敢
て
或
は
怠
る
こ
と
な
く
以
て
全
部
を
督
す

　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
明
治
二
十
八
年

　
　
　
　
十
一
月
二
十
日
　
　
　
　
　
福
沢
諭
吉
記

－ 38 －
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尺じ
ゃ
くと

誤
り
取
引
し
、
誤
り
を
訂
正
し
た
と
こ
ろ
取
引
先
に
と
っ
て
さ
ら
に
安
価
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
益
々
の
信
用
を
得
る
。

・
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）　
甲
州
の
百
姓
一
揆
で
打
撃
を
受
け
る
。

・
こ
の
頃
、
甲
府
横
近
習
町
の
大お
お
き木

喜き

え

も

ん

右
衛
門
か
ら
商
売
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
。

・
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）　
初
代
の
次
男
で
あ
る
正
之
が
甲
州
方
支
配
人
に
就
任
。

・
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）　
安
政
東
海
地
震
で
甲
府
店
が
損
害
を
受
け
る
。

・
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）　
二
代
定
右
衛
門
（
定
次
）
と
嗣
子
定
次
郎
（
三
代
定
右
衛

門
・
定
治
）
が
甲
府
方
面
の
得
意
先
回
り
を
し
、
定
次
が
「
か
は
ら
し
の
こ
と
葉
の

末
を
来
て
見
れ
は
花
も
実
も
あ
る
山
梨
の
里
」
を
詠
む
。

・
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）　
友
次
郎
が
甲
州
方
に
就
任
す
る
。

・
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）　
原
三
の
嗣
子
久
七
が
甲
府
に
転
勤
。

・
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）　
大
水
害
に
見
舞
わ
れ
た
甲
府
市
に
見
舞
金
二
百
円
を
寄

付
す
る
。

・
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）　
紅
屋
の
甲
府
開
業
百
年
記
念
と
し
て
明
治
四
十
年

の
大
水
害
復
興
植
樹
費
一
万
円
を
山
梨
県
へ
寄
付
す
る
。

　
以
上
が
一
連
の
塚
本
定
右
衛
門
と
甲
州
・
山
梨
県
と
の
百
年
の
間
の
主
な
関
わ
り
で
あ
る

が
、
こ
の
間
、
塚
本
定
右
衛
門
は
初
代
（
定
悦
）、
二
代
（
定
次
）、
三
代
（
定
治
）
と
代
を

重
ね
て
い
る
。
よ
っ
て
、
甲
府
創
業
の
文
化
か
ら
安
政
ま
で
は
初
代
、
天
保
の
終
わ
り
頃
か

ら
明
治
後
半
ま
で
が
二
代
、
明
治
時
代
中
ご
ろ
か
ら
が
三
代
の
事
跡
が
中
心
と
な
る
。

　
ま
ず
、
塚
本
定
右
衛
門
の
甲
府
で
の
拠
点
と
な
っ
た
紅
屋
の
実
態
に
つ
い
て
は
よ
く
分

か
っ
て
い
な
い
。
所
在
地
は
、
拠
点
と
し
た
堺
屋
與
次
兵
衛
方
が
柳
町
四
丁
目
に
あ
り
、
後

述
す
る
後
年
の
塚
本
所
有
の
地
所
の
地
籍
も
柳
町
四
丁
目
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
創
業
時
か

ら
明
治
期
ま
で
を
通
じ
て
、
紅
屋
（
塚
本
定
右
衛
門
の
甲
府
店
）
は
柳
町
四
丁
目
に
所
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
紅
屋
の
業
態
が
多
く
の
近
江
商
人
と
同
様
に
卸
商
で
あ

る
た
め
か
、
当
該
時
期
の
甲
府
の
「
買
物
案
内
」
等
の
資
料
に
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
ま
た
、
前
述
の
塚
本
家
の
甲
州
・
山
梨
関
係
の
事
跡
を
見
て
も
、
明
治
十
年

代
を
最
後
に
甲
府
店
の
記
述
は
無
く
、
塚
本
定
右
衛
門
家
の
事
業
の
拡
大
と
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
の
東
京
日
本
橋
へ
の
本
店
移
転
以
降
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
塚
本
商

社
が
甲
府
店
を
東
京
本
店
へ
統
合
す
る
に
至
る
ま
で
、
そ
の
機
能
は
徐
々
に
縮
小
し
て
い
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
甲
州
で
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
文
化
十
三
年
の
商
売
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ほ
か
、
初
代
が

定
右
衛
門
を
名
乗
り
事
業
も
安
定
・
拡
大
の
時
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
天
保
期
に
、
初
代

塚
本
定
右
衛
門
は
甲
府
横
近
習
町
の
豪
商
で
あ
っ
た
大
木
喜
右
衛
門
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
助
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た
山
林
は
「
塚
本
山
」
と
命
名
さ
れ
、
大
き
な
「
陰
徳
」
を
山
梨
に
残
し
て
い
る
の
で
あ

る（
３
）。

　
本
稿
で
は
、
近
江
商
人
・
塚
本
定
右
衛
門
の
甲
州
に
お
け
る
動
向
、
す
な
わ
ち
甲
府
で
の

創
業
か
ら
「
塚
本
山
」
の
成
立
ま
で
を
概
観
し
、塚
本
が
甲
府
に
お
い
て
重
要
な
関
係
を
持
っ

て
い
た
大
木
家
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
第
一
歩
と
し
て
、
ま
ず
山
梨
・
甲
州
側
の

大
木
家
文
書
な
ど
の
資
料
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、
大
木
家
と
の
交
流
や

甲
州
で
の
体
験
が
近
江
商
人
・
塚
本
定
右
衛
門
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
見
る
こ
と
で
、（
大
木

家
は
甲
府
の
商
家
で
、
い
わ
ゆ
る
「
甲
州
商
人
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、）
甲
州
商
人
の

持
つ
性
格
や
文
化
の
一
端
に
光
を
当
て
ら
れ
れ
ば
と
考
え
る
。
ま
た
、
近
江
商
人
が
山
梨
県

に
も
た
ら
し
た
遺
産
で
あ
る
「
塚
本
山
」
の
経
緯
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
に
は
塚
本
と
大
木

の
関
係
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
す
る
こ
と
も
目
的
と
す
る
。

一
、
近
江
商
人
・
塚
本
定
右
衛
門
の
甲
州
に
お
け
る
動
向

　
ま
ず
、
塚
本
定
右
衛
門
の
出
自
に
つ
い
て
触
れ
る
。
代
々
定
右
衛
門
を
名
乗
る
塚
本
家
は
、

「
塚
本
山
」
の
造
林
費
寄
附
を
行
っ
た
三
代
定
右
衛
門
（
一
八
六
一
～
一
九
四
八
）
の
祖
父

で
あ
る
初
代
定
右
衛
門
（
一
七
八
九
～
一
八
六
〇
）
を
始
祖
と
す
る
。
初
代
定
右
衛
門
の
宗

家
は
塚
本
久
右
衛
門
。
そ
の
分
家
の
喜
右
衛
門
か
ら
さ
ら
に
分
か
れ
た
浅
右
衛
門
の
子
が
初

代
定
右
衛
門
と
な
る
。

　
初
代
定
右
衛
門
は
幼
名
を
久
蔵
と
言
い
、
後
に
定
悦
と
名
乗
っ
た
。
商
人
と
し
て
の
第
一

歩
は
「
小
町
紅
（
口
紅
の
一
種
）」
の
行
商
で
、
全
国
を
商
売
し
つ
つ
巡
り
歩
い
た
。
各
地

を
そ
れ
ぞ
れ
の
商
況
な
ど
を
見
定
め
な
が
ら
巡
り
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
自
ら
の
近

江
商
人
と
し
て
の
創
業
地
に
選
ん
だ
の
が
甲
府
で
あ
っ
た
。
定
悦
は
伯
父
か
ら
の
出
資
を
元

手
に
、
甲
府
柳
町
の
堺
屋
與
次
兵
衛
方
を
拠
点
と
し
て
、
京
阪
の
小
間
物
を
扱
う
紅
屋
を
開

い
た
。
そ
の
後
、
商
い
を
拡
げ
て
い
っ
た
定
悦
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
か
ら
「
一
心

定
ま
る
」
意
味
か
ら
定
右
衛
門
を
名
乗
り
、
京
都
・
江
戸
へ
と
商
売
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
近
江
商
人
・
塚
本
定
右
衛
門
が
、
の
ち
に
大
手
繊
維
問
屋
（
塚
本
商
社
・
塚
本

商
店
な
ど
を
経
て
、
現
在
株
式
会
社
ツ
カ
モ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
へ
と
成
長
し
て
い
く

基
礎
は
、
甲
府
を
出
発
点
に
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
塚
本
家
の
草
創
期
に
つ
い
て
は
、
初
代
定
右
衛
門
、
二
代
定
右
衛
門
、
そ
の
弟
で
あ
る
正

之
の
業
績
を
記
し
た
「
紅
屋
三
翁( (

(

」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
紅
屋
三
翁
」
に
見
え
る
、
塚
本

定
右
衛
門
の
甲
州
・
山
梨
県
に
お
け
る
事
跡
に
つ
い
て
、
左
記
に
列
挙
す
る
。

・
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）　
伯
父
與
助
（
後
に
塚
本
與
左
衛
門
・
初
代
定
右
衛
門
（
定

悦
）
の
母
の
兄
）
の
資
金
援
助
で
、
京
阪
の
小
間
物
を
商
う
紅
屋
を
開
業
す
る
（
甲

府
柳
町
四
丁
目
の
堺
屋
與
次
兵
衛
方
を
定
宿
）。

・
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）　
堺
屋
方
に
土
蔵
を
建
築
す
る
。

・
こ
の
頃
、
柳
町
の
清
水
屋
孫
兵
衛
と
い
う
袋
物
屋
と
の
取
引
で
、
鯨
尺
の
も
の
を
曲か
ね
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は
じ
め
に

　
山
梨
県
は
「
甲
州
商
人
」・「
甲
州
財
閥
」
と
称
さ
れ
た
人
々
を
輩
出
し
、
近
代
日
本
の
財

界
や
産
業
界
で
活
躍
し
た
人
物
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
と
言
え
る
。
彼
ら
は
、
高
い
先
見

性
や
豊
か
な
行
動
力
、場
合
に
よ
っ
て
は
郷
土
人
脈
の
連
帯
に
よ
っ
て
、東
京
電
燈
の
「
乗
っ

取
り
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
央
に
お
け
る
「
甲
州
系
」
の
強
力
な
存
在
感
を
示
し
て
い

た
時
期
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
根ね

づ津
嘉か
い
ち
ろ
う

一
郎
や
小こ
ば
や
し林

一い
ち
ぞ
う三

、
早は
や
か
わ川

徳の
り
つ
ぐ次

と
い
っ
た
経
営
に
お
い

て
優
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持
っ
て
い
た
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
を
数
多
く
輩
出
し
て
お
り
、
彼

ら
の
行
っ
た
事
業
は
現
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
企
業
経
営
の
在
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る（
１
）。

翻
っ
て
「
甲
州
商
人
」
で
あ
る
が
、
典
型
的
な
商
家
か
ら
全
国
的
企
業
へ
と

発
展
し
て
現
存
す
る
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
甲
州
商
人
」
と
し
て
の
特
徴
と
な
る
定
義
や
経

営
哲
学
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
難
し
い
。「
甲
州
財
閥
」
に
つ
い
て
も
、
根
津
や
小

林
は
「
甲
州
財
閥
」
を
成
し
た
「
甲
州
系
」
の
人
脈
の
一
部
で
あ
っ
て
も
、「
甲
州
財
閥
」
の

実
体
や
中
核
で
あ
る
か
を
問
い
、
定
義
し
て
い
く
こ
と
は
甚
だ
難
問
と
言
え
る
。

　「
甲
州
商
人
」
と
並
ん
で
全
国
的
に
知
ら
れ
る
地
方
商
人
が
「
近
江
商
人
（
江
州
商
人
）」

で
あ
る
。
近
江
商
人
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
企
業
の
数
々
が
、
現
在
で
も
日
本
経
済
の

一
翼
を
担
う
企
業
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
近
江
商
人
は
近
江
か
ら
出
て
「
他
国
稼
ぎ
」
を

行
い
、商
売
方
針
は
薄
利
広
売
で
「
三
方
よ
し
」
と
称
さ
れ
る
「
売
り
手
よ
し
・
買
い
手
よ
し
・

世
間
よ
し
」
を
旨
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
世
間
よ
し
」
の
延
長
線
上
に
、「
陰
徳
善
事
」
と
称

さ
れ
る
社
会
貢
献
を
積
む
こ
と
を
勧
め
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
近
江
商
人
た
ち
は
、

全
国
各
地
へ
と
進
出
し
て
い
っ
た
が
、甲
州
も
例
外
で
は
な
く
、近
江
国
蒲が
も
う
ぐ
ん
か
ば
た
む
ら

生
郡
綺
田
村
（
現

在
の
滋
賀
県
東
近
江
市
）
出
身
の
野の
ぐ
ち
ち
ゅ
う
ぞ
う

口
忠
蔵
家
「
十
一
屋
」
が
そ
の
代
表
的
存
在
と
言
え
る
。

守
屋
正
彦
氏
に
よ
っ
て
、
野
口
家
と
甲
府
横
近
習
町
の
豪
商
大
木
家
の
親
交
に
つ
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
が（
２
）、

こ
の
大
木
家
と
交
流
の
あ
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
近
江
商
人
が
同
国
神

崎
郡
川
並
村
（
現
在
の
滋
賀
県
東
近
江
市
）
出
身
の
塚つ
か
も
と本

定さ
だ
え
も
ん

右
衛
門
家
で
あ
る
。
塚
本
定
右

衛
門
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
「
紅べ
に

屋や

」
と
し
て
甲
府
柳
町
で
創
業
し
た
近
江
商
人

で
あ
る
。
甲
府
で
の
大
木
家
な
ど
と
の
交
流
や
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
が
、
近
江
商
人
塚
本
定
右

衛
門
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
甲
府
で
開
業
し
て
か
ら
百

周
年
を
迎
え
た
記
念
と
し
て
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
、
塚
本
定
右
衛
門
は
明
治

四
十
年
の
大
水
害
に
傷
つ
い
た
山
梨
の
山
林
の
復
興
費
用
を
山
梨
県
に
寄
付
し
、
造
林
さ
れ

56

　
　
近
江
商
人
・
塚
本
定
右
衛
門
と
甲
府
の
豪
商
大
木
家

　
　
　
　
　
― 

両
家
の
交
流
と
「
塚
本
山
」
成
立
を
中
心
に 

―

小
　
畑
　
茂
　
雄
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日
付
を
丹
念
に
追
う
こ
と
で
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
の
成
立
過
程
に
迫
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
88
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

中
巨
摩
郡
上
」、
四
四
丁
オ
。
な
お
引
用
部
分
の
傍
線
は

引
用
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
81
）　
ま
た
別
の
箇
所
に
「
一
」
か
ら
「
四
」、「
五
」
か
ら
「
七
」、「
八
」
か
ら
「
十
六
」
の
書
状
に
つ
い
て
、

文
言
や
内
容
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
村
松
学
佑
に
よ
る
大
久
保
家
へ
の
資
料
調
査
は
、

何
度
か
に
分
け
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
10
）　
杉
立
義
一
「
高
野
長
英
か
ら
大
窪
綱
介
宛
の
書
翰
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
四
七
巻
第
三
号
、
二

〇
〇
一
年
九
月
）。
な
お
、
杉
立
は
こ
の
高
野
長
英
書
状
に
つ
い
て
典
拠
を
示
し
て
お
ら
ず
、
今
の
と
こ

ろ
原
資
料
の
所
在
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
さ
ら
に
杉
立
は
こ
の
書
状
に
つ
い
て
、
高
野
長
運
編
『
高

野
長
英
全
集 

第
四
巻
』（
高
野
長
英
全
集
刊
行
会
、
一
九
三
一
年
七
月
、
の
ち
一
九
七
八
年
一
〇
月
に
復

刻
）
に
写
真
入
り
で
掲
載
さ
れ
た
秋
山
義
方
宛
高
野
長
英
書
状
と
「
前
半
は
多
少
文
言
が
異
る
（
人
身

窮
理
書
―
―
拙
著
七
冊
）
が
、
後
半
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
高
野
長
英
全
集 

第
四
巻
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
書
状
に
み
ら
れ
る
青
地
林
宗
の
病
死
に
つ
い
て
の
記
述
が
杉
立
の
翻
刻

に
は
み
ら
れ
な
い
な
ど
、
両
者
の
記
述
に
は
大
小
様
々
の
相
違
点
が
確
認
さ
れ
る
。

（
11
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

中
巨
摩
郡
上
」、
二
八
丁
ウ
～
二
九
丁
オ
。

（
12
）　
廣
瀬
元
周
に
つ
い
て
は
内
田
和
秀
「
横
浜
山
手
病
院
に
つ
い
て 

一
四
解
説
編
：
廣
瀬
佐
太
郎
と
そ
の

一
族
」（『
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
科
大
学
雑
誌
』
第
四
二
巻
三
号
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
に
詳
し
い
。

（
13
）　「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
で
は
、
判
読
困
難
な
箇
所
を
、
数
名
の
書
家
に
相
談
し
て
い
る
と
思

し
き
記
述
も
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
う
え
で
も
判
読
に
自
信
の
持
て
な
い
資
料
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
11
）　
村
松
学
佑
は
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
に
三
代
に
し
て
途
絶
え
た
村
松
了
伯
家
を
、
高
祖
父
右
仲

が
再
興
し
た
と
認
識
し
て
い
た
（
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』）。

（
11
）　
村
松
岳
佑
に
よ
る
種
痘
伝
播
に
先
立
っ
て
、
廣
瀬
元
恭
が
甲
斐
で
の
種
痘
実
施
を
試
み
て
い
た
ら
し

い
。
前
掲
註
（
４
）
拙
著
『
近
世
甲
州
医
人
伝
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
』
参
照
。

（
11
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」。

（
17
）　
逆
に
い
え
ば
、
原
資
料
の
存
在
が
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
と
突

き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
村
松
学
佑
が
苦
手
と
し
た
文
字
を
特
定
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
の
判
断
の
手

が
か
り
と
す
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
、
漠
然
と
で
は
あ
る
が
、
村

松
学
佑
が
筆
写
し
た
史
料
の
記
述
の
な
か
で
、「
ゟ
」
や
「
候
」、
お
よ
び
仮
名
に
つ
い
て
は
多
少
違
和
感

を
覚
え
る
部
分
が
あ
る
。
た
だ
し
現
段
階
で
は
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
に
収
め
ら
れ
た
筆
写
史

料
の
う
ち
、
他
で
原
資
料
の
存
在
が
確
認
で
き
る
も
の
は
極
め
て
数
が
少
な
く
、
そ
の
検
討
は
難
し
い
。

（
18
）　「
一
、
本
書
は
、
往
年
著
者
が
山
梨
県
志
の
編
纂
に
従
事
し
て
以
来
、
郷
土
史
の
研
究
に
没
頭
し
、

是
れ
に
よ
つ
て
得
た
資
料
を
基
礎
と
し
て
叙
説
し
た
中
で
、
新
聞
や
雑
誌
に
登
載
し
、
或
は
東
京
中
央

放
送
局
か
ら
放
送
し
た
も
の
等
十
余
篇
を
収
録
し
た
。」（
村
松
蘆
洲
「
例
言
」（『
甲
州
叢
話
』
顕
光
閣
、

一
九
三
六
年
六
月
））。

（
11
）　
村
松
志
孝
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
村
松
定
孝
「
父
蘆
州
の
人
生
」（『
山
梨
日
日
新
聞
』
一
九
七
四
年

五
月
一
八
日
、
お
よ
び
『
峡
南
の
郷
土
』
第
一
二
集
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
）
に
詳
し
い
。

（
100
）　
た
だ
し
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
に
端
を
発
し
た
地
域
資
料
の
掘
り
起
こ
し
運
動
は
、
昭
和
初
期
の
萩
原

頼
平
ら
甲
斐
志
料
刊
行
会
と
、赤
岡
・
廣
瀬
ら
甲
斐
叢
書
刊
行
会
と
の
激
し
い
対
立
の
起
点
と
な
っ
た
（
萩

原
頼
平
「
完
成
に
際
し
て
経
過
を
語
る
」（
前
掲
註
（
11
）『
甲
斐
志
料
集
成
』）
な
ど
を
参
照
）。「
山
梨
県
志
」

編
纂
が
残
し
た
も
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
負
の
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
も
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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う
表
記
を
用
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

（
17
）　
頼
生
文
庫
と
甲
州
文
庫
は
、
い
ず
れ
も
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
。

（
18
）　
こ
れ
ら
の
照
合
、
確
認
と
、
萩
原
頼
平
や
功
刀
亀
内
ら
と
山
梨
県
志
編
纂
会
・
山
梨
教
育
会
な
ど
と

の
関
係
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
11
）　
樋
泉
明
氏
は
、一
九
八
七
年
の
段
階
で
、山
梨
県
立
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
た
頼
生
文
庫
本
は
「
全

十
二
冊
」
存
在
し
、「
十
三
冊
目
」
と
し
て
「
県
外
」
が
県
立
図
書
館
に
購
入
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
樋

泉
明
「
村
松
学
佑
の
『
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
』」（『
峡
南
の
郷
土
』
第
二
八
集
、一
九
八
八
年
三
月
））。

し
か
し
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
山
梨
県
立
図
書
館
所
蔵
古
文
書
目
録
　
七
』（
山
梨
県
立
図
書
館
、
一
九

八
七
年
一
二
月
）に
お
い
て
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」の
項
で
は
、「
県
外
」も
含
め
て
一
二
冊
と
な
っ

て
い
る
。

（
10
）　
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
頼
生
文
庫
、
一
一
冊
と
も
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
八
―
〇
〇
四
二
五
六
。

（
11
）　
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
竜
王
村
文
書
そ
の
他
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
二
八
―
〇
〇
〇
〇
〇
八
。

（
12
）　
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
八
五
二
。

（
13
）　
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
八
五
三
。

（
11
）　「
中
巨
摩
郡
下
」
と
「
北
巨
摩
郡
下
」
に
は
起
筆
月
日
の
記
載
が
な
い
が
、お
そ
ら
く
「
西
八
代
郡
下
」

と
同
じ
く
、
大
正
六
年
三
月
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
。

（
11
）　「
県
医
師
会
」
は
内
題
に
「
山
梨
県
医
師
会
誌
下
」
と
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に
「
上
」
が
存
在
し
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
関
東
大
震
災
や
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
が
頓

挫
し
た
後
も
、
村
松
学
佑
は
資
料
の
収
集
と
編
集
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、「
衛
生
資
料
」

お
よ
び
「
衛
生
医
事
資
料
」
に
つ
い
て
は
作
成
年
代
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。

（
11
）　
村
松
学
佑
「
甲
斐
国
医
史
自
序
」（
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』）。

（
17
）　
堀
田
璋
左
右
「
序
」（
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』）。

（
18
）　
山
梨
県
立
図
書
館
、
一
九
八
七
年
一
二
月
。

（
11
）　
前
掲
註
（
17
）。

（
70
）　
適
要
欄
に
は
「
参
与
村
松
医
学
士
の
蒐
録
、
本
県
に
関
す
る
医
事
衛
生
各
般
の
資
料
」
と
あ
る
。

（
71
）　
前
掲
註
（
13
）
若
尾
資
料
、
一
丁
オ
～
三
丁
オ
。

（
72
）　「
三
」
と
書
い
て
あ
っ
た
も
の
に
書
き
足
し
て
、「
弐
」
に
書
き
改
め
て
い
る
。

（
73
）　「
歌
舞
遊
技
」
の
う
ち
「
演
劇
」
と
、「
新
聞
雑
誌
」
に
つ
い
て
は
、
若
尾
資
料
に
そ
の
原
稿
と
み
ら

れ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
と
も
に
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
前
者
が
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇

〇
九
―
〇
〇
一
〇
二
一
、
後
者
が
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
〇
〇
九
。

（
71
）　
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』
に
堀
田
璋
左
右
が
寄
せ
た
序
文
に
よ
れ
ば
、「
山
梨
県
志
」
の
村
松
学

佑
担
当
部
分
は
、大
正
一
三
年
一
一
月
に
「
略
々
そ
の
完
成
を
告
げ
た
る
旨
を
以
て
、之
が
総
目
録
を
『
山

梨
県
医
学
会
報
』
第
二
十
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
項
を
分
か
つ
事
四
十
二
、
附
録
と

し
て
十
三
項
が
掲
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
『
山
梨
県
医
学
会
報
』
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ

て
お
り
、「
総
目
録
」
掲
載
号
は
現
存
が
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
71
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

東
山
梨
郡
・
西
山
梨
郡
上
」、
五
一
丁
オ
～
五
一
丁
ウ
。

（
71
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

東
山
梨
郡
・
西
山
梨
郡
上
」、
五
二
丁
オ
。

（
77
）　
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』
第
三
章
の
二
、
四
八
頁
。

（
78
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

県
外
」、
三
四
丁
オ
～
三
四
丁
ウ
。

（
71
）　
関
は
山
梨
県
病
院
在
任
中
、
開
業
医
の
技
術
向
上
を
目
的
と
す
る
更
番
制
を
整
備
し
た
ほ
か
、
県
内

の
二
五
歳
以
下
の
者
が
医
業
を
務
め
る
場
合
、
山
梨
県
病
院
の
試
験
で
の
合
格
を
義
務
付
け
る
資
格
試

験
制
度
を
導
入
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
改
革
を
行
っ
た
の
ち
、
翌
明
治
六
年
に
は
院
長
を
退
い

て
い
る
（
山
梨
県
立
中
央
病
院
編
『
山
梨
県
立
中
央
病
院
史
』
サ
ン
ニ
チ
印
刷
、
一
九
八
二
年
）。

（
80
）　
前
掲
註
（
71
）『
山
梨
県
立
中
央
病
院
史
』
一
二
六
頁
。

（
81
）　
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』
第
三
章
の
六
（
八
五
頁
）
で
は
、
村
松
学
佑
の
父
覚
雄
が
関
寛
に
医

術
を
学
ん
だ
と
し
て
い
る
。

（
82
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

県
外
」、
三
六
丁
オ
～
四
〇
丁
オ
。
な
お
引
用
史
料
中
の

「（
ボ
ー
ド
イ
ン
）」、「（
徳
島
県
）」
は
村
松
学
佑
が
付
し
た
註
で
あ
ろ
う
。

（
83
）　「
町
村
取
調
書
」
の
う
ち
、
土
屋
夏
五
郎
が
担
当
し
た
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
（
現
市
川
三
郷
町
）

の
も
の
に
つ
い
て
、
村
松
学
佑
が
村
松
家
の
系
譜
を
加
筆
修
正
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（「
西
八

代
郡
町
村
取
調
書 

一
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
五
八

一
）
一
四
七
丁
ウ
）。
す
な
わ
ち
「
町
村
取
調
書
」
は
、
村
松
学
佑
ら
編
纂
会
の
関
係
者
で
あ
れ
ば
随
時

参
照
・
修
正
で
き
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
81
）　
村
松
学
佑
「
甲
斐
国
医
史
自
序
」（
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』）。

（
81
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

東
山
梨
郡
・
西
山
梨
郡
」、
二
二
丁
ウ
。

（
81
）　
前
掲
註
（
10
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

甲
府
市
三
」、
六
七
丁
オ
～
七
〇
丁
ウ
。

（
87
）　
さ
き
に
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
の
起
筆
時
期
を
と
り
あ
げ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冊
子
に
は
起

筆
以
降
も
繰
り
返
し
追
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、
記
述
の
作
成
時
期
は
一
様
で
は
な
い
。
文
中
に
表
れ
る
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（
31
）　「
北
巨
摩
郡
町
村
取
調
書 

七
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇

〇
〇
六
〇
〇
）
一
丁
オ
～
二
丁
オ
。

（
10
）　
前
掲
註
（
２
）
入
山
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
該
期
の
自
治
体
史
が
「『
正
確
な
記
録
』
の
た

め
に
編
纂
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
だ
と
い
う
認
識
が
広
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
11
）　「
西
八
代
郡
町
村
取
調
書 

三
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇

〇
〇
五
八
三
）
九
一
丁
オ
～
九
三
丁
ウ
。

（
12
）　
こ
う
し
た
行
政
組
織
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
県
知
事
を
は
じ
め
と
す
る
県
関
係
者
が
名
誉
総
裁
・

名
誉
顧
問
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）　
若
尾
謹
之
助
の
『
お
も
ち
ゃ
籠
』（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―

〇
〇
〇
八
〇
九
）
も
、
そ
う
し
た
調
査
記
録
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
11
）　
こ
れ
ら
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
11
）　
山
梨
県
立
図
書
館
、
一
九
七
一
年
三
月
。

（
11
）　
齋
藤
康
彦
「
地
主
経
営
の
拡
大
と
構
造
」、
同
「
株
式
投
資
と
企
業
経
営
」、
お
よ
び
同
「
若
尾
銀
行

の
経
営
展
開
」（
と
も
に
同
『
転
換
期
の
在
来
産
業
と
地
方
財
閥
』
岩
田
書
院
、二
〇
〇
二
年
三
月
に
収
録
）

な
ど
。
ま
た
『
甲
府
市
史 

通
史
編 

第
三
巻 

近
代
』（
甲
府
市
役
所
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
第
三
章
第
三

節
（
齋
藤
康
彦
氏
執
筆
部
分
、
四
三
四
～
七
頁
）
に
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　『
山
梨
県
志
資
料
目
録 

第
一
輯
』（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
三
―

〇
〇
五
九
八
七
。
同
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
〇
〇
五
も
同
内
容
）。

（
18
）　
前
掲
註
（
17
）『
山
梨
県
志
資
料
目
録 

第
一
輯
』。

（
11
）　
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
編
纂
会
の
作
成
し
た
原
稿
や
収
集
資
料
が
、
ど
の
く
ら
い
被
害
を
受
け
た
か

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
前
掲
註
（
17
）『
山
梨
県
志
資
料
目
録 

第
一
輯
』
の
凡
例
に
は
、
以
下
の
一
条

が
あ
る
。

一
、
本
会
は
前
記
の
諸
資
料
に
拠
り
、
最
初
『
現
代
史
』
自
明
治
元
年

至
大
正
時
代
を
編
纂
し
、
既
に
其
原
稿
出
来
し
、

不
日
印
刷
に
附
す
べ
き
運
び
と
な
り
た
る
に
、
昨
年
九
月
一
日
の
大
震
災
に
て
、
在
横
浜
本
志
監
修

室
全
部
烏
有
に
帰
し
て
、
多
年
苦
心
の
結
晶
物
た
る
原
稿
の
大
半
を
灰
燼
に
属
せ
し
め
た
り
、
左
に

概
略
を
附
記
す

　
　（
一
）
災
厄
に
罹
り
た
る
原
稿

　
　
　
　
　
行
幸
啓
志
　
政
治
政
党
志
　
産
業
志
　
治
水
水
害
志

　
　
　
　
　
教
育
志
　
　
地
志
　
　
　
　
交
通
志
　
社
会
志

　
　（
二
）
会
に
存
在
し
て
災
厄
を
免
れ
た
る
原
稿

　
　
　
　
　
社
寺
志
　
　
　
　
峡
中
名
所
詩
文
集
　
峡
中
碑
銘
集
　
名
勝
志

　
　
　
　
　
甲
州
年
中
行
事
　
峡
中
風
俗
史
稿
　
　
其
他

　
　
　
す
な
わ
ち
山
梨
県
志
編
纂
会
は
、
ま
ず
明
治
元
年
か
ら
大
正
年
間
に
至
る
「
現
代
史
」
の
刊
行
を
企

図
し
、
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
原
稿
が
完
成
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
横
浜
の
山
梨
県
志
監

修
室
に
送
ら
れ
て
い
た
「
行
幸
啓
志
」
な
ど
八
編
は
震
災
に
よ
り
失
わ
れ
た
が
、「
社
寺
志
」
な
ど
の
七

編
を
は
じ
め
、失
わ
れ
て
い
な
い
原
稿
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、こ
こ
に
名
前
が
あ
が
っ

て
い
る
原
稿
は
現
在
全
て
確
認
で
き
な
い
が
、「
甲
州
年
中
行
事
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
が
萩
原
頼

平
編
『
甲
斐
志
料
集
成 

第
一
二
巻 

雑
纂
・
補
遺
篇
』（
甲
斐
志
料
刊
行
会
、
一
九
三
五
年
三
月
、
の
ち
『
甲

斐
志
料
集
成 

第
八
巻
』（
歴
史
図
書
社
、一
九
八
一
年
六
月
）
と
し
て
再
刊
）
に
紹
介
・
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

内
藤
が
こ
こ
で
あ
く
ま
で
「
原
稿
」
に
限
定
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
関
東
大
震
災

で
被
災
し
た
の
は
成
稿
済
み
の
原
稿
ば
か
り
で
、
収
集
資
料
は
ほ
と
ん
ど
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

（
10
）　
前
掲
註
（
１
）『
山
梨
県
史 

通
史
編
五 

近
現
代
一
』
七
五
二
頁
～
三
頁
ほ
か
。

（
11
）　
前
掲
註
（
６
）「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
」。

（
12
）　『
群
馬
県
史
』（
群
馬
県
、
一
九
二
七
年
九
月
）
は
、
同
様
に
関
東
大
震
災
で
原
稿
を
失
い
な
が
ら
も
、

昭
和
二
年
に
刊
行
を
迎
え
て
い
る
。
な
お
、
い
ず
れ
も
横
浜
の
堀
田
璋
左
右
宅
で
被
災
し
た
と
い
う
（
堀

田
璋
左
右
「
緒
言
」（
前
出
『
群
馬
県
史
』）、
同
「
序
」（
前
掲
註
（
３
）『
甲
斐
国
医
史
』））。
堀
田
は
ほ
か

に
『
横
浜
市
史
』
も
請
け
負
っ
て
お
り
、
そ
の
関
連
資
料
も
震
災
で
焼
失
し
た
が
、
の
ち
に
刊
行
に
至
っ

て
い
る
（
小
島
鉦
作
「
堀
田
璋
左
右
先
生
略
伝
」（『
歴
史
地
理
』
第
八
九
巻
一
号
、一
九
五
八
年
一
二
月
））。

山
梨
県
内
で
も
、
大
正
五
年
に
編
纂
が
始
ま
っ
た
『
北
都
留
郡
誌
』
は
、
関
東
大
震
災
の
余
波
を
う
け

つ
つ
も
、
大
正
一
三
年
一
二
月
に
は
刊
行
に
こ
ぎ
つ
け
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
『
北
都
留
郡
誌
』
に
は
、

顧
問
と
し
て
内
藤
文
治
良
が
参
画
し
て
い
た
。

（
13
）　
佐
藤
源
太
郎
、
一
九
二
七
年
四
月
。

（
11
）　
後
述
の
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料 

南
巨
摩
郡
・
北
巨
摩
郡
」
に
は
、
大
正
一
三
年
一
一
月
一
五
日

に
、
村
松
学
佑
が
山
梨
県
志
編
纂
会
所
蔵
の
拓
本
か
ら
写
し
取
っ
た
と
い
う
罫
紙
が
挟
み
込
ま
れ
て
い

る
。

（
11
）　
現
存
す
る
若
尾
資
料
の
多
く
に
は
、
山
梨
教
育
会
や
山
梨
県
立
図
書
館
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　
前
掲
註
（
11
）『
若
尾
資
料
目
録
』
の
「
序
」
で
は
、「
若
尾
資
料
（
山
梨
県
志
編
纂
会
資
料
）」
と
い
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（
20
）　
前
掲
註
（
２
）
西
垣
論
文
に
あ
げ
ら
れ
た
県
史
の
う
ち
、
県
が
名
義
上
の
発
行
者
・
著
作
者
と
な
っ

て
い
な
い
も
の
は
、『
宮
城
県
史
』（
宮
城
県
史
研
究
会
、
宮
城
県
史
編
纂
所
）、『
群
馬
県
史
』（
群
馬
県
教

育
会
）、『
山
口
県
史
』（
大
橋
良
造
、
山
口
県
史
編
纂
所
）
の
三
例
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
山
梨
県
内
で
自

治
体
が
主
導
し
て
編
纂
し
た
自
治
体
史
・
地
誌
と
し
て
は
、
大
正
七
年
一
一
月
、
甲
府
市
役
所
が
刊
行

し
た
『
甲
府
略
志
』
が
早
い
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
21
）　『
山
梨
人
事
興
信
録
』（
甲
府
興
信
所
、
一
九
一
八
年
三
月
）
三
九
三
頁
「
内
藤
文
治
良
」
の
項
。

（
22
）　
前
掲
註
（
１
）『
山
梨
県
史 

通
史
編
五 

近
現
代
一
』
七
五
二
頁
。

（
23
）　
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
〇
一
九
～
三
一
。

（
21
）　
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
〇
八
一
～
八
九
。

（
21
）　
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
若
尾
資
料
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
九
―
〇
〇
〇
五
七
六
～
六
〇
八
。

（
21
）　
高
橋
修
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
「
町
村
取
調
書
」
に
は
、
甲
府
市
と
東
八
代
郡
の
も
の

が
存
在
し
な
い
（
高
橋
修
「
甲
州
博
徒
の
資
料
論
」（
山
梨
県
立
博
物
館
編
『
山
梨
県
立
博
物
館
調
査
・

研
究
報
告
六 

博
徒
の
活
動
と
近
世
甲
斐
国
に
お
け
る
社
会
経
済
の
特
質
』、
二
〇
一
三
年
三
月
、
二
五

頁
））。
な
ぜ
そ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
の
か
、
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

（
27
）　
前
掲
註
（
21
）「
町
村
取
調
書
」
の
調
査
項
目
は
、
以
下
の
九
部
七
〇
項
目
で
あ
る
。

〈
地
誌
ノ
部
〉
沿
革
、
疆
域
、
幅
員
、
里
程
、
地
勢
、
地
味
、
気
候
、
土
地
、
戸
口
、
山
、
川
、

原
野
・
湖
沼
・
瀑
布
・
鉱
泉
、〈
村
治
ノ
部
〉
村
治
、〈
産
業
ノ
部
〉〈
農
業
〉
主
要
農
作
物
、
特
有

農
産
物
、
蚕
業
、
副
業
、
牛
馬
、
灌
漑
水
、
農
具
、
肥
料
、
小
作
、
農
家
ノ
衣
食
住
、
農
家
雑
事
、

機
関
、〈
工
業
〉
工
場
、
職
工
、
家
庭
工
業
、〈
商
業
〉
商
事
、〈
林
業
〉
入
会
、
植
林
、
林
産
物
、

林
政
、
功
労
者
（
産
業
）、
物
資
賃
金
、
物
資
労
力
ノ
出
入
、
貯
金
・
保
険
・
無
尽
、
交
通
、〈
教

育
ノ
部
〉
維
新
前
ノ
教
育
、
教
育
思
想
、
功
労
者
（
教
育
）、〈
宗
教
ノ
部
〉
信
仰
、
篤
信
者
、〈
治

水
ノ
部
〉
治
水
、
水
害
、〈
社
会
ノ
部
〉
人
情
風
俗
、
風
習
、
祭
礼
、
年
中
行
事
、
政
党
政
派
、
団

体
、
衛
生
、
医
家
、
文
芸
、
美
術
、
芸
道
、
遊
戯
、
嗜
好
、
俗
謡
、
雑
事
、〈
人
物
ノ
部
〉
人
物
、

旧
家
、
姓
氏
、〈
名
勝
ノ
部
〉
勝
地
、
古
蹟
、
伝
説
、
逸
事
、
珍
物
、
写
真
、
古
書
類

　
　
　
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
は
さ
ら
に
細
か
な
註
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）　「
皇
国
地
誌
」
の
調
査
項
目
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
２
）
西
垣
論
文
な
ど
を
参
照
。
山
梨
県
に
お
け

る
「
皇
国
地
誌
」
お
よ
び
「
府
県
資
料
」
の
系
譜
を
ひ
く
自
治
体
史
は
、
現
在
「
旧
県
史
」
と
呼
ば
れ

る
『
山
梨
県
史
』（
山
梨
県
立
図
書
館
、
一
九
五
八
年
一
二
月
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
山
梨
県
志
」
と

の
連
続
性
は
み
ら
れ
な
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
特
に
註
記
し
な
い
限
り
、
複
数
巻
に
わ
た
っ
て
刊
行

さ
れ
た
自
治
体
史
に
つ
い
て
は
、
そ
の
首
巻
の
刊
行
年
次
の
み
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

（
21
）　
最
初
の
項
目
で
あ
る
「
沿
革
」
に
つ
い
て
も
、「
合
村
ノ
事
情
、
村
名
ノ
由
来
、
其
後
分
合
シ
タ
ル
モ

ノ
ハ
其
理
由
ヲ
記
載
シ
、
尚
成
ル
ベ
ク
旧
村
ニ
関
ス
ル
由
来
・
伝
説
ノ
併
記
」
と
い
う
註
記
が
付
さ
れ

て
お
り
、
伝
説
も
含
め
た
多
様
な
情
報
の
収
集
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
30
）　
古
文
書
な
ど
文
字
資
料
を
重
視
す
る
文
献
史
学
の
分
析
・
叙
述
方
法
と
、「
郷
土
史
」
と
し
て
期
待
さ

れ
て
い
た
、
伝
承
な
ど
も
含
ん
だ
総
合
的
な
歴
史
叙
述
と
の
懸
隔
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
２
）
廣
木

論
文
な
ど
を
参
照
。

（
31
）　「
町
村
取
調
書
」
全
一
九
五
ヶ
村
分
の
う
ち
、
日
付
あ
る
い
は
担
当
者
氏
名
の
い
ず
れ
か
、
も
し
く

は
両
方
が
無
記
入
の
も
の
は
五
一
件
に
及
ぶ
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
の
筆
跡
や
担
当
地
域
な

ど
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
大
部
分
が
推
定
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
32
）　
土
屋
夏
五
郎
は
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）、
東
八
代
郡
白
井
河
原
村
（
現
甲
府
市
）
に
生
ま
れ
、
徽

典
館
で
学
ん
だ
の
ち
、近
隣
の
学
校
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
宮
城
県
で
二
校
の
小
学
校
長
を
務
め
た
あ
と
、

明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
郷
里
に
戻
り
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
ま
で
大
塚
尋
常
小
学
校
の
校

長
を
務
め
た
。
そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
春
英
「
跋
」（『
市
川
通
覧
』
一
九
一
六
年
三
月
）
お
よ
び

樋
泉
明
「『
市
川
通
覧
』
の
編
著
者
土
屋
夏
五
郎
（
夏
堂
）
の
生
涯
と
執
筆
、
出
版
活
動
（
上
）」（『
峡
南

の
郷
土
』
第
四
九
集
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
を
参
照
。
な
お
、
同
氏
の
「
土
屋
夏
五
郎
研
究
そ
の
後
の

報
告
」（『
峡
南
の
郷
土
』
第
五
二
集
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、「（
下
）」
は
成
稿
に
至
ら
な
か
っ

た
と
い
う
。

（
33
）　
記
述
が
な
く
、
作
成
年
代
が
不
明
な
も
の
は
五
五
ヶ
村
分
あ
る
。

（
31
）　
前
掲
註
（
12
）「
山
梨
県
志
編
纂
会
規
則
」。

（
31
）　
以
下
判
明
す
る
限
り
で
は
、
村
松
志
孝
が
九
ヶ
村
、
乙
黒
豊
作
が
八
ヶ
村
、
小
林
卓
が
八
ヶ
村
、
小

沢
儀
三
郎
と
小
林
卓
の
連
名
が
三
ヶ
村
、
廣
瀬
廣
一
が
二
ヶ
村
、
斎
木
種
太
郎
と
穴
山
村
長
の
伊
藤
鹿

蔵
が
一
ヶ
村
、
と
続
く
。
前
掲
註
（
31
）
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
数
字
は
あ
く
ま
で
現
段
階
で
判
明
す

る
範
囲
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
多
少
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
31
）　
お
そ
ら
く
、
担
当
者
の
記
入
が
な
い
南
都
留
郡
の
六
ヶ
村
の
「
町
村
取
調
書
」
も
、
同
じ
時
期
に
水

島
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
37
）　
後
で
み
る
穴
山
町
長
の
伊
藤
鹿
蔵
を
含
め
れ
ば
九
名
と
な
る
。

（
38
）　
斎
木
種
太
郎
は
大
正
八
年
四
月
の
南
巨
摩
郡
西
山
村
（
現
早
川
町
）
の
一
ヶ
村
の
み
を
担
当
し
て
お

り
、
こ
の
期
間
に
お
い
て
は
、
事
実
上
、
他
の
三
名
が
調
査
を
担
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
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本
稿
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
山
梨
県
志
」
編
纂
か
ら
頓
挫
ま

で
の
過
程
と
、
編
纂
事
業
が
村
松
学
佑
の
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
作
成
に
与
え
た
影

響
な
ど
に
つ
い
て
、
ひ
と
と
お
り
は
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
同

時
に
、
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
も
っ
と
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
も
で
き
た
と
思
う
が
、
当
該
資
料
群
の
膨
大
な
情
報
量
の
前
に
、
極
め
て
限
ら
れ
た
叙
述

し
か
で
き
な
か
っ
た
。
隔
靴
掻
痒
の
感
を
抱
か
れ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
力
不

足
を
恥
じ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
継
続
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
責
を
ふ
さ
が
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。

註（
１
）　
た
と
え
ば
『
山
梨
県
史 

通
史
編
五 

近
現
代
一
』（
山
梨
県
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
七
五
二
頁
～
三
頁

お
よ
び
『
山
梨
県
史 

通
史
編
六 

近
現
代
二
』（
山
梨
県
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
三
六
五
頁
な
ど
。

（
２
）　
西
垣
晴
次
「
自
治
体
史
編
纂
の
現
状
と
問
題
点
」（『
岩
波
講
座 
日
本
通
史 

別
巻
二 

地
域
史
研
究
の

現
状
と
課
題
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）、
古
川
武
志
「
地
域
社
会
に
お
け
る
郷
土
史
の
展
開
」

（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
七
三
号
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）、
若
井
敏
明
「
皇
国
史
観
と
郷
土
史
研
究
」（『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
第
一
七
八
号
、
二
〇
〇
二
年
一
月
）、
廣
木
尚
「
近
代
日
本
の
自
治
体
史
編
纂
に
お
け
る
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
と
地
域
意
識
―
『
足
利
市
史
』
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
史
研
究
』
第
五
七
九
号
、

二
〇
一
〇
年
一
一
月
）、
入
山
洋
子
「
自
治
体
史
編
纂
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
文
化
史
学
的
自
治
体
史
の
誕

生
―
」（『
日
本
史
研
究
』
第
五
九
二
号
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
な
ど
。

（
３
）　
甲
斐
国
医
史
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
。

（
４
）　
村
松
学
佑
の
経
歴
に
つ
い
て
は
樋
泉
明
「
村
松
学
佑
の
『
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
』」（『
峡
南
の
郷

土
』
第
二
八
集
、
一
九
八
八
年
三
月
）
お
よ
び
同
「
著
者
学
佑
と
村
松
医
家
を
め
ぐ
る
人
々
」（
村
松
学

佑
『
甲
斐
国
医
史
』
甲
斐
国
医
史
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）
に
詳
し
い
。
ま
た
拙
著
『
近
世
甲

州
医
人
伝
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
七
月
）
に
お
い
て
も
学
佑
の
項
を
立
て
、

そ
の
略
歴
を
紹
介
し
た
。

（
５
）　
香
西
豊
子
「
近
世
後
期
に
お
け
る
『
伝
染
病
』
学
説
―
『
市
川
橋
本
伯
寿
断
毒
論
一
件
』
の
分
析
を

通
じ
て
―
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
五
五
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）
な
ど
。
ま
た
村
松
学
佑

の
筆
写
資
料
の
ご
く
一
部
が
『
山
梨
県
史 

資
料
編
一
四 

近
現
代
一 

政
治
行
政
一
』（
山
梨
県
、
一
九
九

六
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
一
三
〇
～
一
三
四
頁
、
四
四
号
・
四
五
号
ほ
か
）。

（
６
）　『
山
梨
県
志 

資
料
編
一
九 

近
現
代
六 

教
育
・
文
化
』（
山
梨
県
、
二
〇
〇
二
年
五
月
）
八
四
五
頁
、

二
五
九
号
。

（
７
）　『
甲
斐
国
志
』
に
つ
い
て
は
、
石
川
博
「『
甲
斐
国
志
』
の
編
纂
、
執
筆
に
つ
い
て
」（『
甲
斐
』
第
一

三
四
号
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
な
ど
を
参
照
。

（
８
）　
前
掲
註
（
２
）
西
垣
論
文
。

（
９
）　
山
梨
県
教
育
会
南
都
留
支
会
、
一
九
〇
九
年
一
一
月
。

（
10
）　
以
降
、
大
正
一
四
年
に
『
北
都
留
郡
誌
』、
同
一
五
年
に
『
西
山
梨
郡
志
』、
昭
和
三
年
に
『
中
巨
摩

郡
志
』
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　
前
掲
註
（
６
）「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
」。

（
12
）　「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
規
則
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
頼
生
文
庫
、
歴
―
二
〇
〇
五
―
〇
〇
八
―

〇
〇
一
〇
一
七
）
第
一
七
条
「
本
会
ノ
事
業
ハ
大
正
四
年
十
一
月
ニ
起
リ
、
大
正
六
年
十
月
ニ
終
ル
ヲ

以
テ
予
定
ト
ナ
ス
」。

（
13
）　『
神
奈
川
県
誌
』（
神
奈
川
県
庁
、
一
九
一
三
年
一
〇
月
）。

（
11
）　
前
掲
註
（
２
）
廣
木
論
文
。
な
お
廣
木
氏
も
い
う
と
お
り
、「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
も
、

編
纂
事
業
が
行
わ
れ
る
以
前
に
何
ら
か
の
調
整
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
11
）　『
長
岡
市
史
』（
長
岡
市
役
所
、
一
九
三
一
年
八
月
）。

（
11
）　
前
掲
註
（
12
）「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
規
則
」。

（
17
）　
前
掲
註
（
12
）「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
規
則
」
で
は
、
編
纂
会
の
職
員
は
総
理
一
名
、
会
長
一
名
、

編
纂
委
員
・
参
与
員
・
書
記
を
そ
れ
ぞ
れ
若
干
名
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
つ
い
て
も
、「
総

理
ハ
本
会
ヲ
総
覧
シ
、
事
業
ノ
方
針
ヲ
定
メ
、
必
要
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
、
重
要
ノ
文
書
ニ
署
名
ス
」、「
会
長

ハ
本
会
ノ
事
務
ヲ
掌
理
シ
、
規
定
ノ
執
行
ニ
任
ス
」、「
編
纂
委
員
ハ
専
ラ
調
査
編
纂
ノ
事
務
ヲ
担
任
ス
」、

「
参
与
員
ハ
調
査
編
纂
ノ
事
務
ニ
参
与
ス
」、「
書
記
ハ
庶
務
ヲ
掌
ル
」
な
ど
と
規
定
し
て
い
た
。

（
18
）　
前
掲
註
（
12
）「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
規
則
」
第
一
〇
条
に
、「
本
会
ハ
地
方
長
官
ヲ
名
誉
総
裁
ニ
推

戴
シ
、
官
公
要
路
ノ
士
ヲ
名
誉
顧
問
ニ
推
挙
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
あ
る
。

（
11
）　
前
掲
註
（
２
）
西
垣
論
文
。
な
お
、
こ
の
数
字
に
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
「
山
梨
県
志
」
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
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も
う
ひ
と
つ
、
村
松
学
佑
が
残
し
た
記
録
を
利
用
す
る
際
に
気
を
つ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
出
自
で
あ
る
村
松
右
仲
家）

11
（

、
お
よ
び
祖
父
岳
佑
へ
の
強

い
思
い
入
れ
で
あ
る
。

　
学
佑
は
本
名
を
鍬
三
と
い
っ
た
。
そ
の
号
で
あ
る
学
佑
は
、
祖
父
岳
佑
と
同
訓
で
あ
る
こ

と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
学
佑
は
、
祖
父
の
業
績
に
思
い
入
れ
を
持
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
、『
甲
斐
国
医
史
』
に
お
い
て
、
村
松
岳
佑
を
「
甲
州
種
痘
医
の
開
祖
」
と
し
、

一
節
を
割
い
て
そ
の
履
歴
を
詳
ら
か
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
甲
斐
国
へ
の
種
痘
伝
来
に
関
し
て
、
廣
瀬
元
恭
と
村
松
岳
佑
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
痘
苗
を
も

た
ら
し
た
、
と
い
う
説
を
最
初
に
提
示
し
た
の
も
村
松
学
佑
で
あ
る
と
み
ら
れ
る）

11
（

。
し
か
し

そ
の
扱
い
は
、
村
松
岳
佑
の
事
績
を
強
調
し
、
廣
瀬
元
恭
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
言
及
す
る

の
み
で
あ
る
。

　
さ
き
に
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
に
は
、「
東
八
代
郡
・
西
八
代
郡
（
上
）」
が
存
在

し
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
現
存
す
る
「
西
八
代
郡
下）

11
（

」
は
、
市
川
大
門
の
医
者
に

関
す
る
記
述
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
橋
本
伯
寿
や
座
光
寺

南
屏
と
い
っ
た
面
々
で
あ
り
、
市
川
大
門
で
医
者
を
し
て
い
た
村
松
岳
佑
に
つ
い
て
の
記
述

は
み
ら
れ
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、『
甲
斐
国
医
史
』
に
は
、
村
松
岳
佑
の
事
績
が
随
所
に
登
場
し
、

そ
の
関
連
資
料
の
豊
富
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
祖
父
岳
佑
の
活
動
を
示

す
資
料
が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
村
松
学
佑
の
手
許
に
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
、
最
も
長
い
時
間
を
か
け
て
、「
西
八
代
郡
上
」
に
着
手
す
る
つ

も
り
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
の
編
纂
史
料
一
般
と
同
じ
よ
う
に
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
の

記
述
に
も
、
編
者
村
松
学
佑
の
誤
読
、
誤
記
、
誤
解
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
可
能
性
を
想
定

せ
ね
ば
な
ら
な
い）

17
（

。
そ
の
活
用
に
お
い
て
は
、
充
分
に
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
は
、
そ
の
特
性
や
成
立
の
経
緯
、
目
的
な
ど
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
慎
重
に
用
い
る
な
ら
ば
、
近
世
・
近
代
の
甲
斐
国
の
医
学
史
を
探
る
う
え
で
、

非
常
に
多
く
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
優
れ
た
歴
史
資
料
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　
右
に
み
た
よ
う
に
、
村
松
学
佑
は
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
に
関
わ
る
な
か
で
、
歴
史
研

究
・
叙
述
の
方
法
を
学
び
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
の
編
纂
を
そ
の
没
す
る
直
前
ま
で

行
っ
た
。
そ
の
営
為
の
所
産
で
あ
る『
甲
斐
国
医
史
』を
は
じ
め
と
す
る
学
佑
の
研
究
成
果
は
、

今
で
も
そ
の
価
値
を
保
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
う
ひ
と
り
、「
山
梨
県
志
」
に
研
究
の
方
法
を

学
び
、
活
躍
し
た
人
物
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
大
正
か
ら
昭
和
戦
前
期
、さ
ら
に
戦
後
に
か
け
て
活
躍
し
た
歴
史
家
村
松
志
孝（
蘆
州
）は
、

山
県
大
弐
や
武
田
信
玄
に
関
す
る
著
作
を
多
数
残
し
て
い
る
。
ま
た
山
梨
郷
土
研
究
会
や
峡

南
郷
土
研
究
会
に
は
、
そ
の
立
ち
上
げ
か
ら
参
画
し
て
お
り
、
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
）

に
没
す
る
ま
で
、
山
梨
県
の
地
域
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
核
と
し
て
活
動
し
続
け
た
人
物
で
あ

る
。

　
そ
の
志
孝
は
、
昭
和
一
一
年
に
刊
行
し
た
自
著
『
甲
州
叢
話
』
の
な
か
で
、「
山
梨
県
志
」

編
纂
へ
の
関
与
を
、
自
身
の
郷
土
史
研
究
の
歩
み
の
起
点
と
位
置
づ
け
て
い
る）

18
（

。
二
松
学
舎

で
漢
学
を
修
め
た
と
は
い
え
、
地
域
史
研
究
の
手
法
を
知
ら
な
か
っ
た
志
孝）

11
（

に
、
そ
の
方
法

を
教
え
た
の
は
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
で
あ
っ
た
。

　「
山
梨
県
志
」
自
体
は
刊
行
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
編
纂
の
な
か
で
、
村
松
学

佑
や
村
松
志
孝
な
ど
、
地
域
史
研
究
に
情
熱
を
燃
や
す
人
材
を
輩
出
し）

100
（

、
そ
の
研
究
成
果
は

今
な
お
参
照
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
編
纂
の
た
め
に
収
集
・
作
成
さ
れ
た
資
料
群
は
、
若

尾
資
料
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
活
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
は
、
地
域
史
の
担
い
手
を
育
て
、
多
様
な
資
料
を

残
し
た
。
そ
の
歴
史
的
意
義
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
片
付
け
る
に
は
あ
ま
り

に
も
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

13



窮
途
之
体
、
但
シ
西
遊
之
儀
ハ
宿
志
ニ
候
ユ
ヘ
、
是
非
相
達
度
、
強
テ
臨
逆
旅
候
、

仍
テ
小
生
道
中
筋
知
友
ニ
寄
書
、
相
認
呉
候
様
被
相
頼
、
此
度
添
書
呈
候
、
西
書

ハ
未
ダ
読
不
申
候
得
共
、
元
来
西
学
ニ
志
深
ク
、
漢
書
ハ
少
々
読
申
候
、
為
人
元

ヨ
リ
篤
実
、
差
出
候
ハ
ヽ
何
分
御
一
宿
被
下
、
夫
々
御
心
添
、
御
世
話
被
下
度
、

此
度
重
々
奉
祈
候
、
書
外
渡
辺
に
口
頭
に
相
話
、
草
々
計バ
カ
リ申

述
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
三
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
野
長
英

　
　
　
　
　
大
窪
綱
介
様

　
冒
頭
の
数
字
は
、
村
松
学
佑
が
整
理
の
た
め
に
付
し
た
文
書
番
号
と
み
ら
れ
る
。「
大
久
保

章
言
ニ
関
ス
ル
書
状
」
と
し
て
、「
十
七
」
か
ら
「
二
十
四
」
ま
で
が
並
ん
で
い
る）

81
（

。

　
こ
の
高
野
長
英
書
状
に
つ
い
て
は
、
杉
立
義
一
が
、
お
そ
ら
く
原
資
料
に
基
づ
い
て
翻
刻

を
行
っ
て
い
る）

10
（

。
そ
れ
と
こ
の
〔
史
料
９
〕
を
見
比
べ
る
と
相
違
点
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ

を
示
す
た
め
、〔
史
料
９
〕
の
引
用
中
、
送
り
仮
名
や
「
ゟ
」
の
翻
刻
と
い
っ
た
表
記
の
違
い

を
除
い
て
、
杉
立
の
翻
刻
と
異
な
る
部
分
に
傍
線
を
付
し
た
。
た
と
え
ば
村
松
学
佑
が
「
未

タ
初
巻
計
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
杉
立
義
一
は
「
本
日
初
巻
耳
」
と
す
る
よ
う
に
、
意
味
が

変
わ
っ
て
く
る
相
違
点
も
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、前
者
の
「
相
認
呉
候
様
」、「
添
書
呈
候
」、「
口

頭
に
相
話
」
を
後
者
が
「
相
託
呉
候
様
」、「
添
書
い
た
し
候
」、「
口
頭
に
相
託
」
と
し
て
い

る
な
ど
、
一
概
に
村
松
学
佑
の
誤
り
と
も
言
い
難
い
相
違
点
も
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
村
松
学
佑
に
よ
る
く
ず
し
字
解
読
の
限
界
を
み
よ
う
。

〔
史
料
10 

〕
）
11
（

七
、（
大
意
）
陳
ハ
小
生
出
府
ノ
節
ハ
御
繁
務
中
数
日
ヲ
消
シ
、
諸
子
御
周
旋
ニ
預
リ
、
万
々

奉
謝
候
、
且
ツ
発
足
ノ
節
ノ（
衍
カ
）節

ハ
、
遠
路
迄
御
送
リ
被
下
○
○
○
、
去
ル
十
四
日
帰
京

候
○
○
○
、
手
塚
道
伯
ト
申
、
西
八
幡
ヨ
リ
来
リ
居
候
人
、
今
般
松
平
大
内
（
マ
マ
）蔵

少
輔
殿

内
室
御
供
ニ
テ
出
府
致
候
、
小
子
ハ
十
四
夜
深
更
ニ
帰
宅
、
道
伯
ハ
十
五
日
早
天
発
足

ノ
事
故
、
一
書
相
認
候
間
モ
無
之
故
、
唯
ダ
伝
言
ニ
テ
君
及
ビ
郁
蔵
君
ノ
処
ヘ
モ
、
小

子
無
異
ニ
帰
「
■
（
抹
消
）」
著
ノ
段
、
相
届
ケ
候
様
、
申
伝
ヘ
置
キ
候
、
定
テ
近
日
ノ
中
参
上

可
仕
候
、
屋
敷
ハ
小
石
川
牛
天
神
下
ニ
候
、
今
年
中
ハ
定
テ
在
府
ノ
コ
ト
ト
存
候
○
○

○
、
同
藩
医
野
本
良
甫
、
是
モ
出
府
致
候
、
下
略

　
　
　
　
初
冬
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
瀬
元
周
拝

　
　
　
大
久
保
章
斎
賢
契
　
玉
机
下

　
廣
瀬
元
周
は
三
枝
雲
岱
の
子
で
、
廣
瀬
元
恭
の
娘
婿
と
な
り
、
廣
瀬
家
を
継
い
だ）

12
（

。
大
久

保
章
斎
は
二
代
章
言
の
子
で
、
廣
瀬
元
恭
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
元
周
か
ら
章
斎
に
あ
て
て
出

さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
が
、
村
松
学
佑
は
全
て
を
解
読
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
、
冒
頭
に

「（
大
意
）」
と
自
身
で
記
し
て
い
る
。
ま
た
途
中
、
三
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
「
○
○
○
」
と
判

読
で
き
な
か
っ
た
部
分
を
示
し
て
い
る
。
末
尾
の
「
下
略
」
も
、
村
松
学
佑
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
本
資
料
に
つ
い
て
は
、
決
定
的
に
内
容
の
理
解
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
お
お
む
ね

書
状
の
体
裁
は
保
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「（
大
意
）」
と
し
て
村
松
学

佑
が
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
一
字
一
句
を
参
照
す
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
い
く
つ

か
の
誤
記
も
、
村
松
学
佑
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
元
周
の
書
状
自
体
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、

こ
れ
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。

　
他
の
書
写
史
料
に
も
、
村
松
学
佑
が
判
読
で
き
な
か
っ
た
箇
所
や
、
学
佑
の
判
断
に
よ
っ

て
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
が
散
見
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
は
村

松
学
佑
の
調
査
記
録
で
あ
り
、
そ
の
先
の
「
山
梨
県
志
」、
な
い
し
は
『
甲
斐
国
医
史
』
の

た
め
の
、
公
開
を
前
提
と
し
て
い
な
い
手
控
え
で
あ
る
。
そ
の
筆
写
史
料
に
完
璧
を
求
め
る

こ
と
は
無
理
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
村
松
学
佑
自
身
、
当
時
の
山
梨
県
に
お
い
て
屈
指
の
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
く
ず
し
字
判

読
の
水
準
が
極
め
て
高
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い）

13
（

。
ま
た
調
査
先
で
の
限
ら
れ
た
滞
在
時

間
の
な
か
で
、
大
量
の
史
料
を
書
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
情
も
充
分
に

考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
彼
に
も
読
め
な
か
っ
た
文
字
が
あ
っ
た
事
実
は

認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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寛
に
つ
い
て
の
記
述
は
極
め
て
簡
潔
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
寛
へ
の
関
心
の
薄
さ
と
い
う
よ
り

は
、
徳
島
市
か
ら
の
報
告
に
村
松
学
佑
が
必
要
と
す
る
情
報
が
網
羅
さ
れ
て
い
た
た
め
、
転

写
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
引
用
し
た
箇
所
か
ら
は
、
村
松
学
佑
が
、
徳
島
市
だ
け
で
は
な
く
、
伏
見

町
（
現
京
都
市
伏
見
区
）
や
諫
早
町
（
現
諫
早
市
）
な
ど
、
全
国
各
地
に
照
会
状
を
送
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
内
容
は
他
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
履
歴
・
墓
所
・
子
孫
の
三
点
が
中

心
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
は
、
村
松
学
佑
の
調
査
研

究
の
過
程
を
示
す
資
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
調
査
は
、
村
松
学
佑
自
身
が
資
料
を

筆
写
し
た
り
、
関
係
人
物
に
聞
き
取
り
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
以
来
の
医
者
の

子
孫
や
、
彼
ら
が
住
ん
で
い
た
地
域
の
役
所
な
ど
の
協
力
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
調
査
の
末
に
、『
甲
斐
国
医
史
』
な
ど
の
成
果
が
生
み
出
さ
れ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ

よ
う
。

　
こ
こ
で
み
た
村
松
学
佑
の
調
査
手
法
は
、
山
梨
県
志
編
纂
会
の
「
町
村
取
調
書
」
に
み
ら

れ
る
手
法
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る）

83
（

。
村
松
学
佑
は
、
明
治
三
六
年
、
甲
府
桜
町
に
病
院
を

開
業
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
富
士
川
游
の
『
日
本
医
学
史
』
に
触
発
さ
れ
て
『
甲
斐
国
医
史
』

の
編
纂
を
志
し
、
山
梨
県
志
編
纂
会
の
発
足
以
前
か
ら
資
料
の
収
集
を
行
っ
て
い
た
、
と
述

懐
し
て
い
る）

81
（

。
し
か
し
、
医
者
と
し
て
歩
ん
で
き
た
村
松
学
佑
は
、
お
そ
ら
く
「
山
梨
県
志
」

編
纂
に
関
わ
っ
て
、
初
め
て
地
域
・
人
物
研
究
の
手
法
に
触
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山

梨
県
志
編
纂
会
が
そ
う
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
村
松
学
佑
も
全
国
各
地
に
さ
か
ん
に

照
会
状
を
出
し
、
ま
た
自
ら
も
県
内
各
地
に
赴
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
「
山
梨
県

志
医
事
衛
生
資
料
」
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

　
し
か
も
村
松
学
佑
は
、
編
纂
会
の
活
動
が
低
調
に
な
っ
た
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
以
降

も
精
力
的
に
調
査
を
継
続
し
て
い
る
。
例
え
ば
大
正
九
年
七
月
二
四
日
に
は
、
日
川
村
（
現

山
梨
市
）
の
医
者
三
井
慎
斎
の
子
孫
三
井
清
宅
を
訪
問
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
る）

81
（

ほ
か
、
大

正
一
〇
年
一
一
月
二
一
日
付
の
山
梨
県
警
察
部
長
か
ら
の
回
答
を
筆
写
し
て
い
る）

81
（

。
以
降
、

大
正
一
三
年
に
「
山
梨
県
志
」
編
纂
が
頓
挫
し
た
後
も
、
同
一
四
年
に
自
身
が
没
す
る
直
前

ま
で
、
調
査
成
果
お
よ
び
各
地
か
ら
の
回
答
の
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
へ
の
書
き
込

み
は
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

87
（

。

　
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
村
松
学
佑
に
と
っ
て
、
こ
の
調
査
研
究
が
、
も
は
や
山
梨
県
志
編
纂

会
と
は
関
わ
り
の
な
い
、
自
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
若
尾
家
が
没
落
し
て
財
政
的
に
行
き
詰
ま
っ
た
編
纂
会
と
は
異
な
り
、
医

者
と
し
て
病
院
を
経
営
し
て
い
た
村
松
学
佑
に
は
、
調
査
を
継
続
す
る
だ
け
の
経
済
力
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
村
松
学
佑
は
、
山
梨
県
志
編
纂
会
の
調
査
手
法
を
手
本
に
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
た
。
調

査
対
象
者
の
協
力
や
情
報
提
供
を
重
要
な
要
素
と
す
る
こ
の
手
法
に
は
、
村
松
学
佑
が
そ
れ

ま
で
築
い
て
き
た
医
者
と
し
て
の
人
脈
や
知
見
が
有
効
に
作
用
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

学
佑
自
身
の
経
済
力
も
、
調
査
の
継
続
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
３
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
の
史
料
的
特
性

　
こ
の
よ
う
に
学
佑
個
人
の
能
力
と
人
脈
に
加
え
、
協
力
者
の
存
在
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
で
あ
る
が
、
問
題
も
多
い
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
学
佑
に

よ
る
誤
読
・
誤
記
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
高
野
長
英
が
古
市
場
（
現
南
ア
ル
プ
ス
市
）

の
医
者
で
あ
っ
た
大
久
保
章
言
（
大
窪
綱
介
）
に
宛
て
た
書
状
の
写
し
で
あ
る
。

〔
史
料
９）

88
（

〕

二
十
四
、
廣
陵
以
来
不
得
拝
接
、
如
何
御
盛
業
と
奉
賀
候
、
小
生
于
今
「
得
（
抹
消
）」

酒
気
不
醒
、

但
シ
近
来
ハ
少
々
相
止
メ
申
候
テ
、
去
冬
ヨ
リ
人
身
窮
理
書
彫
刻
ニ
取
懸
リ
申
候
、

未
タ
初
巻
計バ

カ
リ出

来
致
候
、
先
ニ
呈
電
覧
候
、
尚
近
日
後
巻
追
々
と
入
梓
候
間
、
可

呈
候
、
○
此
人
ハ
小
生
同
国
、
旧
来
知
友
ニ
候
、
此
度
表
向
有
馬
「
温（
抹
消
）泉

」
湯
治

相
願
、
其
実
ハ
西
遊
之
心
底
ニ
候
処
、
親
族
并
ニ
同
僚
ノ
モ
ノ
相
遮
、
不
計
当
今
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三
男
周
助
ナ
ル
カ
不
明

　
大
正
十
三
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
徳
島
市
役
所
（
朱
印
「
徳
島
県
徳
島
市
役
所
印
」）

　
村
松
学
佑
殿

　
徳
島
市
役
所
か
ら
村
松
学
佑
に
あ
て
て
、
関
寛
（
寛
斎）

71
（

）
の
履
歴
と
菩
提
寺
、
家
名
相
続

者
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
関
寛
は
明
治
五
年（
一
八
七
二
）三
月
、牧
山
思
長（
修

卿
）
の
退
任
後
、
山
梨
県
病
院
の
二
代
目
院
長
と
な
っ
た）

80
（

。
村
松
学
佑
が
関
に
関
心
を
持
っ

た
の
は
、
そ
う
し
た
山
梨
県
病
院
と
の
関
わ
り
か
ら
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る）

81
（

。

　
先
の
雨
宮
氏
の
事
例
と
同
様
、〔
史
料
７
〕
は
、
こ
れ
以
前
に
村
松
学
佑
が
関
寛
の
履
歴
、

菩
提
寺
・
墓
所
、
お
よ
び
家
名
相
続
者
（
子
孫
）
に
つ
い
て
徳
島
市
役
所
に
照
会
し
た
こ
と

に
対
す
る
回
答
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
で
は
、〔
史
料
７
〕
に
続
け
て
、
山
梨
県
病
院
関
係
者

の
記
述
が
続
く
。
い
く
つ
か
抜
粋
し
て
み
た
い
。

〔
史
料
８）

82
（

〕

前
山
梨
県
病
院
長

故
ノ
大
橋
辰
　
天
保
三
年
十
一
月
二
十
九
日
生

　
　
　
　
　
　
明
治
二
十
七
年
三
月
十
日
歿
　
享
年
六
十
三

　
　
　
現
戸
主
　
京
都
府
紀
伊
郡
伏
見
町
字
京
町
六
町
目
七
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嗣
子
　
大
橋
政
之

　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年
ノ
七
月
三
十
一
日
　
京
都
府
紀
伊
郡
伏
見
町
役
場

辰
ハ
諱
、
桃
麓
ハ
号
ナ
リ
、
天
保
三
辰
年
十
二
月
一
日
、
京
都
府
伏
見
京
町
六
丁
目
ニ
生
ル
、

本
姓
橘
氏
、
父
ヲ
道
塢
、
諱
ハ
政
徳
、
伯
父
小
森
桃
塢
ニ
従
ヒ
医
ヲ
学
ブ

師
伝
　
嘉
永
五
年
子
三
月
ヨ
リ
安
政
三
年
四
月
マ
デ
、
京
都
赤
沢
寛
輔
ニ
西
洋
医
術
ヲ
学
ビ
、

明
治
三
年
五
月
ヨ
リ
仝
八
年
二
月
マ
デ
奉
務
ノ
余
暇
、
和
蘭
医
勃
度
英
氏
（
ボ
ー
ド

イ
ン
）
及
ビ
同
亜
爾
蔑
連
斯
氏
ニ
従
ヒ
内
外
科
医
術
研
究
ス

奉
職
　
元
閑
院
宮
家
来
ト
シ
テ
安
政
三
年
四
月
ヨ
リ
自
宅
ニ
開
業
、

明
治
元
年
六
月
、
西
京
官
軍
病
院
ニ
勤
務
、
陸
軍
々
医
試
補
ト
ナ
ル
、

明
治
八
年
九
月
ヨ
リ
同
十
七
年
一
月
マ
デ
山
梨
県
病
院
長
奉
職
、
山
梨
県
医
学
校
一

等
教
諭
兼
任
、
明
治
十
七
年
一
月
ヨ
リ
仝
十
八
年
六
月
マ
デ
山
梨
県
御
用
掛
勤
務
、

明
治
十
八
年
六
月
、
山
梨
県
ヲ
辞
シ
帰
郷
隠
退
、
余
命
ヲ
全
ク
ス

故
ノ
本
村
博
長
　
　
長
崎
県
諫
早
ノ
人

右
ニ
係
ル
調
査
方
、御
照
会
之
処
、当
郡
内
在
住
之
形
跡
無
之
候
条
、可
然
御
了
知
相
成
度
、

此
「
者
（
抹
消
）」

及
御
回
答
候
也

　
　
大
正
五
年
七
月
三
十
一
日
　
長
崎
県
北
高
来
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諫
早
町
長
　
高
橋
正
臣
　
印

（
中
略
）

本
村
博
長

　
本
籍
地
　
長
崎
県
北
高
来
郡
諫
早
村
二
百
四
番
戸

　
生
年
月
　
嘉
永
元
年
九
月
六
日

　
死
亡
　
　
明
治
二
十
九
年
四
月
四
日
　「（

朱
書
）
　

四
十
九
歳
」

　
　
　
現
戸
　
本
村
博
　
明
治
十
一
年
一
月
三
日
生
　
現
住
所
　
不
明

但
シ
明
治
四
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
、
東
京
市
京
橋
区
南
伝
馬
町
三
丁
目
二
十
番
地
ニ

寄
留
届
出
ノ
侭
ナ
リ

　
　
　
　
　
諫
早
村
ハ
諫
早
町
ノ
隣
村
ナ
リ

　
大
正
五
年
八
月
三
日
　
　
諫
早
町
長
　
　
第
二
報
告

（
中
略
）

関
寛
　
名
東
県
（
徳
島
県
）
県
病
院
長

湯
浅
鼎
　
名
東
県
、
関
院
長
辞
職
后
、
県
病
院
医
長

　
県
病
院
四
代
目
院
長
の
大
橋
辰
の
生
年
月
日
お
よ
び
命
日
が
記
さ
れ
、
子
孫
の
現
戸
主
、

履
歴
の
記
述
が
続
く
。
大
橋
辰
や
谷
村
病
院
長
を
務
め
た
本
村
博
長
ら
の
記
述
に
比
べ
、
関
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ア
リ
、
思
フ
ニ
大
火
ノ
砌
リ
古
書
類
ハ
焼
失
セ
シ
モ
ノ
ト
思
考
候
、

第
三
項
　
森
川
ノ
姓
ハ
明
治
三
年
以
後
、
亡
父
ガ
遇
（
マ
マ
）然

変
更
セ
シ
コ
ト
ト
推
考
ス
、
明
治
二

年
迄
ノ
書
類
又
記
載
ノ
者
ニ
ハ
皆
雨
宮
ノ
姓
ヲ
用
ヒ
タ
リ
、
五
・
六
代
前
ヨ
リ
ノ

親
戚
ニ
モ
森
川
ノ
姓
ハ
無
之
候

曽
祖
父
樹
々
園
才
馬
ト
称
ス
ル
俳
人
ハ
八
十
二
才
、
祖
母
モ
八
十
二
歳
、
亡
父
モ
八
十
歳
ニ

テ
死
死
（
衍
カ
）致
シ
候
、
故
ニ
本
村
及
弊
家
ニ
対
ス
ル
伝
説
・
口
碑
ハ
大
略
ノ
コ
ト
ハ
及
聞
置
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
川
寅
八

　
　
　
　
　
山
梨
県
志
編
纂
会
御
中

　
森
川
寅
八
か
ら
山
梨
県
志
編
纂
会
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
、
祖
先
の
雨
宮
采
女
に
関
す
る
照

会
事
項
へ
の
回
答
書
で
あ
る
。
第
一
項
で
は
雨
宮
采
女
の
履
歴
に
つ
い
て
、
第
二
項
で
は
寛

政
年
間
の
雨
宮
求
女
の
命
日
と
墓
所
、
第
三
項
で
は
子
孫
が
雨
宮
で
は
な
く
森
川
の
名
字
を

用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
い
る
。

　
お
そ
ら
く
こ
の
回
答
書
に
先
立
っ
て
、
山
梨
県
志
編
纂
会
、
あ
る
い
は
同
会
参
与
村
松
学

佑
の
名
義
で
照
会
状
が
送
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
返
信
で
あ
る
本
史
料
か
ら
察
す

る
に
、
村
松
学
佑
か
ら
の
質
問
項
目
は
、
雨
宮
采
女
の
履
歴
お
よ
び
永
田
徳
本
と
の
関
係
、

雨
宮
家
の
菩
提
寺
や
墓
所
に
つ
い
て
、
雨
宮
采
女
の
子
孫
が
現
在
森
川
を
称
し
て
い
る
理
由
、

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
回
答
を
う
け
て
、
村
松
学
佑
は
、
以
下
の
よ

う
に
情
報
を
整
理
し
て
い
る
。

〔
史
料
６）

71
（

〕

「（
欄
外
朱
書
）

古
医
家
」（
朱
印
）

「（
欄
外
墨
書
）

徳
本
門
人
」（
朱
印
「
済
」）

玉
宮
村
　
竹
森
　
　
現
戸
主
　
玉
宮
村
　
廿
一
代
　
森
川
寅
八
大
正
六
年
十
一
月

三
日
報
告
　
　

雨
宮
采
女
　
雨
宮
氏
七
代
目
ナ
リ
、「（
朱
線
抹
消
）

通
称
伊
兵
衛
」、
元
和
元
年
甲
斐
徳
本
ノ
門
ニ
入
リ
、

又
タ
江
戸
ニ
遊
学
ス

元
和
九
年
九
月
歿
ス

法
号
　
森
幽
院
一
法
是
心
禅
定
門
　
享
年
六
十
四

此
ノ
後
数
代
雨
宮
ヲ
姓
ト
シ
、
明
治
初
年
森
川
ニ
変
更
ス

　
こ
こ
で
は
先
の
〔
史
料
５
〕
の
情
報
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
簡
潔
に
情
報
が
整
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
雨
宮
采
女
の
没
年
や
法
号
な
ど
、〔
史
料
５
〕
に
は
含
ま
れ
て
い

な
い
情
報
も
み
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
学
佑
の
関
心
は
あ
く
ま
で
徳
本
門
人
で
雨
宮
家
七
代

の
雨
宮
采
女
の
履
歴
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
森
川
寅
八
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
求
女
」
に
つ
い
て

の
情
報
な
ど
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
抹
消
さ
れ
て
い
る
「
通
称
伊
兵
衛
」
は
、
森

川
寅
八
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
寛
政
年
間
に
い
た
「
求
女
」
の
俗
称
で
あ
り
、
采
女
の
情
報
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
誤
り
に
気
付
い
た
学
佑
が
抹
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

村
松
学
佑
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
源
か
ら
集
め
た
情
報
を
、
自
身
の
関
心
に
応
じ
て
適
宜
取

捨
選
択
し
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
を
編
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
欄
外
の
「
古
医
家
」、「
徳
本
門
人
」
は
『
甲
斐
国
医
史
』
の
目
次
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。『
甲
斐
国
医
史
』
で
は
、
雨
宮
采
女
に
つ
い
て
「
山
梨
郡
竹
森
村
（
玉
宮
村
）
の

人
。
元
和
九
年
九
月
歿
す
、享
年
六
十
四
歳（
雨
宮
系
図）

77
（

）。」と
い
う
簡
潔
な
記
述
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
記
述
の
背
景
に
は
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
情
報
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
甲
斐
国
医
史
』
叙
述
の
基
礎
と
な
る
情
報
が
、「
山
梨
県
志
医
事
衛

生
資
料
」
に
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
村
松
学
佑
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
の
事
例
を
検
討
し
よ
う
。

〔
史
料
７）

78
（

〕

関
寛
、
出
生
地
上
総
国
山
辺
郡
中
村
、
医
師
ニ
テ
、
慶
応
年
間
ニ
蜂
須
賀
家
ノ
臣
ト
ナ
リ
、

士
族
、家
録
（
マ
マ
）五

十
石
ヲ
賜
リ
藩
医
ト
ナ
ル
、明
治
元
年
、関
東
鎮
撫
ノ
際
、軍
医
ニ
テ
従
軍
シ
、

其
勲
功
ニ
ヨ
リ
明
治
二
年
六
月
二
日
　
朝
廷
ヨ
リ
金
二
百
円
下
賜
ア
リ
、
其
後
徳
島
藩
立
病

院
長
ヲ
勤
務
ス
、
明
治
二
十
六
・
七
年
ノ
頃
ヨ
リ
、
北
海
道
十
勝
ノ
国
ニ
テ
三
千
町
歩
余
ノ

土
地
ヲ
開
拓
シ
、
目
下
精
功
ス
、
天
保
元
年
出
生
、
年
齢
八
十
三
歳
ニ
テ
、
明
治
四
十
五
年

十
月
十
五
日
、
十
勝
国
陸
別
村
斗
満
ニ
テ
死
ス
、
神
葬
ニ
テ
菩
提
寺
ナ
シ
、
家
名
相
続
者
ハ

17
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（
合
点
）

第
七
款
　
種
痘

（
合
点
）

第
八
款
　
検
黴

「（
朱
書
）ナシ
」
第
九
款
　
医
師
産
婆
及
看
護
師

（
合
点
）

第
十
款
　
病
院

　
第
一
項
　
県
立
病
院

　
第
二
項
　
同
分
院

　
第
三
項
　
私
立
病
院

　
第
四
項
　
患
者
統
計

「（
朱
書
）ナシ
」
第
十
一
款
　
医
会
及
医
師
会

「（
朱
書
）ナシ
」
第
十
二
款
　
薬
剤
師
及
売
薬

第
十
三
款
　
飲
食
物

第
十
四
款
　
浴
場

第
　
章
　
歌
舞
遊
技

第
一
款
　
演
劇

第
　
章
　
新
聞
雑
誌

　
他
の
一
三
冊
と
は
異
な
り
、
叙
述
内
容
が
整
序
・
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
続

く
叙
述
も
年
代
ご
と
に
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
記
述
が
行
わ
れ
て
い
る
。
頼
生
文
庫
本
・
県
立
図

書
館
購
入
資
料
の
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
は
、地
域
ご
と
の
ま
と
ま
り
が
主
軸
と
な
っ

て
お
り
、
内
部
で
の
項
目
の
配
列
に
法
則
性
は
み
ら
れ
な
い
。『
甲
斐
国
医
史
』
で
は
医
者
お

よ
び
そ
の
流
派
ご
と
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
人
物
に
つ
い
て
の
記
述
が
何
ヶ
所

か
に
分
散
し
て
現
れ
る
な
ど
、
こ
れ
も
必
ず
し
も
整
序
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
い
っ
ぽ
う
、
こ
の
若
尾
資
料
本
「
衛
生
医
事
資
料
」
は
、「
章
」
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
こ

と
や
、
項
目
の
加
除
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
本
文
に
も
推
敲
の
跡
が

多
数
存
在
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、「
山
梨
県
志
」
で
村
松

学
佑
が
執
筆
を
担
当
し
た
「
衛
生
及
医
事
」
の
原
稿
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

73
（

。
す
な

わ
ち
、
こ
の
「
衛
生
医
事
資
料
」
は
、「『
山
梨
県
志
衛
生
及
医
事
』
草
稿
」
と
題
す
べ
き
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
た
だ
し
そ
の
内
容
は
多
く
の
加
除
が
行
わ
れ
て
い
る
う
え
、
目
次
は
立
て
ら
れ
て
い
る
も

の
の
姿
の
見
え
な
い
原
稿
も
多
い
。
先
に
み
た
「
東
八
代
郡
・
西
八
代
郡
（
上
）」
の
不
在

と
あ
わ
せ
、
村
松
学
佑
の
「
山
梨
県
志
衛
生
及
医
事
」
は
、
残
念
な
が
ら
未
完
に
終
わ
っ
た

も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う）

71
（

。

（
２
）
村
松
学
佑
の
調
査
手
法

　「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
は
、
村
松
学
佑
の
手
に
よ
る
記
述
や
筆
写
史
料
が
内
容
の

大
半
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
他
に
、
学
佑
が
受
け
取
っ
た
手
紙
や
は
が
き
、
新

聞
記
事
の
切
り
抜
き
な
ど
も
綴
じ
こ
ま
れ
た
り
、
挟
み
込
ま
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、

村
松
学
佑
が
採
用
し
た
調
査
手
法
を
考
え
て
み
た
い
。

〔
史
料
５）

71
（

〕

謹
啓
仕
候
、
さ
て
去
月
二
十
日
附
御
信
書
ヲ
以
テ
照
会
さ
れ
候
祖
先
采
女
ニ
対
ス
ル
御
調
査
、

早
速
御
返
翰
可
申
上
筈
之
処
、
折
柄
農
繁
ニ
忙
殺
セ
ラ
レ
、
書
類
ニ
引
合
ス
ル
暇
モ
無
之
、

延
引
之
事
御
詫
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
照
会
ノ
項
ニ
関
シ
テ

第
一
項
　
雨
宮
采
女
ト
申
セ
シ
人
ハ
、
田
舎
ノ
医
師
ト
シ
テ
多
少
地
方
ニ
用
ヒ
ラ
レ
タ
ル
後
、

信
陽
ヨ
リ
徳
本
ト
云
フ
名
医
入
峡
ア
リ
シ
ヲ
聞
キ
、
希
テ
其
門
ニ
入
リ
、
而
シ
テ

後
チ
ニ
江
戸
ニ
遊
ブ
ト
云
フ
、
其
ノ
以
後
医
業
セ
シ
人
ア
リ
哉
否
、
不
分
明
ニ
候

第
二
項
　
寛
政
年
間
ニ
ハ
求
女
ト
云
フ
人
ア
リ
、
寛
政
十
戊
午
年
二
月
十
五
日
死
去
、
法
号

恵
光
院
実
峰
宗
参
居
士
、
俗
名
伊
兵
衛
、
求
女
行
年
七
十
才
、
菩
提
寺
ハ
延
命
院

ニ
候
、
該
寺
ハ
元
文
中
焼
失
シ
、
同
三
年
、
下
寺
屋
敷
ヨ
リ
今
ノ
地
ニ
寺
ヲ
引
ト

18



述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら）

17
（

、
実
際
に
は
も
う
少
し
早
く
、
大
正
五
年
三
月
か
ら
、
村
松
学

佑
は
「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
事
業
に
関
与
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
さ
て
、『
山
梨
県
立
図
書
館
所
蔵
古
文
書
目
録
　
七）

18
（

』
で
は
、
頼
生
文
庫
本
の
一
連
の
構
成

や
、
表
紙
に
書
か
れ
た
数
字
な
ど
か
ら
、
か
つ
て
は
「
東
八
代
郡
・
西
八
代
郡
（
上
）」
が

存
在
し
た
、
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。

　
先
に
み
た
大
正
一
三
年
三
月
の
『
山
梨
県
志
資
料
目
録）

11
（

』
で
は
、「
社
会
志
資
料
」
の
な
か

に
、「
衛
生
資
料
」
と
、「
衛
生
医
事
資
料
　
附
法
制
」
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、「
衛

生
資
料
」
は
、
冊
数
が
「
一
」、
摘
要
欄
に
示
さ
れ
た
「
病
院
、
開
業
医
、
共
葬
墓
地
、
諸

遊
技
場
取
締
、
医
務
取
締
、
種
痘
、
上
水
道
等
に
関
す
る
資
料
」
と
い
う
内
容
に
合
致
す
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
先
に
あ
げ
た
若
尾
資
料
本
の
「
衛
生
資
料
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
み
て

よ
い
。

　
い
っ
ぽ
う
、「
衛
生
医
事
資
料
　
附
法
制
」
は
、
冊
数
が
「
一
二
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、

「
甲
府
市
」
の
一
～
三
の
題
箋
に
「
附
法
制
」
と
い
う
書
き
込
み
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

若
尾
資
料
本
の
「
衛
生
医
事
資
料
」
で
は
な
く
、
頼
生
文
庫
本
と
県
立
図
書
館
購
入
資
料
の

一
二
冊
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い）

70
（

。

　『
山
梨
県
立
図
書
館
所
蔵
古
文
書
目
録
　
七
』
が
指
摘
す
る
通
り
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生

資
料
」
に
は
、
東
山
梨
郡
・
西
山
梨
郡
に
「
八
」、
南
巨
摩
郡
・
北
巨
摩
郡
上
に
「
十
」、
以

下
中
巨
摩
郡
上
に
「
十
一
」、
西
八
代
郡
下
・
中
巨
摩
郡
下
・
北
巨
摩
郡
下
に
「
十
二
」
と
い
っ

た
よ
う
に
、
県
医
師
会
・
県
医
学
会
の
「
十
九
」
ま
で
、
墨
書
で
通
番
が
付
さ
れ
て
い
る
。

の
ち
に
県
立
図
書
館
で
貼
付
し
た
ラ
ベ
ル
も
、
こ
の
順
序
で
付
番
を
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
一
部
に
は
、「
甲
斐
志
料
文
庫
」
の
ラ
ベ
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
、
そ
ち
ら
は
東
山
梨
郡
・
西
山
梨
郡
に
「
一
」、
南
巨
摩
郡
・
北
巨
摩
郡
上
に
「
四
」、
中

巨
摩
郡
上
に
「
三
」、
西
八
代
郡
下
・
中
巨
摩
郡
下
・
北
巨
摩
郡
下
に
「
五
」、
甲
府
市
は
一

か
ら
三
ま
で
に
同
じ
「
七
」、
南
都
留
郡
・
北
都
留
郡
に
「
六
」、
参
考
録
に
「
一
〇
」
と
番

号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
雑
録
、
県
医
師
会
・
県
医
学
会
の
二
冊
は
ラ
ベ
ル
が

は
が
れ
て
読
み
取
れ
ず
、
県
外
に
は
ラ
ベ
ル
を
付
さ
れ
た
痕
跡
も
見
当
た
ら
な
い
。
た
し
か

に
墨
書
の
「
九
」、「
甲
斐
志
料
文
庫
」
ラ
ベ
ル
の
「
二
」・「
八
」・「
九
」
な
ど
を
欠
く
構
成

に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
付
番
の
ル
ー
ル
が
不
明
で
あ
る
以
上
、
こ
の
欠
番
に
よ
っ
て
「
東

八
代
郡
・
西
八
代
郡
（
上
）」
が
か
つ
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
大
正
一
三
年
の
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
の
終
了
時
点
で
存
在
し
た
「
山
梨
県
志
医
事
衛

生
資
料
」
は
、
現
存
す
る
一
二
冊
で
あ
り
、「
東
八
代
郡
・
西
八
代
郡
（
上
）」
は
当
初
か
ら

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん「
西
八
代
郡
下
」が
存
在
す
る
の
で
、「
西

八
代
郡
（
上
）」
も
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
村
松
学
佑
が
そ
れ
を
ま
と

め
る
以
前
に
、
大
正
一
三
年
に
は
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
が
頓
挫
し
、
翌
一
四
年
に
学
佑

が
死
去
し
た
た
め
、
完
成
を
み
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、残
る
若
尾
資
料
本「
衛
生
医
事
資
料
」は
ど
の
よ
う
な
資
料
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
目
次
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

〔
史
料
４）

71
（

〕

第（
マ
マ
、以
下
同
）

章

衛
生
及
医
事

（
合
点
）

第
一
款
　
衛
生
機
関

（
合
点
）

第
二
款
　
清
潔
法
及
汚
物
掃
除

（
合
点
）

第
三
款
　
上
下
水
道

　
第
一
項
　
甲
府
上
水

「（
抹
消
）第二

項
　
上
野
原
上
水
」

　
第
二）

72
（

項
　
簡
易
水
道

　
第（
抹
消「
四
」）

三
項
　
下
水

「（
朱
書
）ナシ
」
第
四
款
　
屠
場
及
斃
獣
捨
場

「（
朱
書
）ナシ

」
第
五
款
　
共
葬
墓
地
及
大
葬
場

（
合
点
）

第
六
款
　
伝
染
病
及
避
病
院
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六
五
件
で
あ
り
、
お
よ
そ
八
割
が
現
存
し
て
い
る
計
算
に
な
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
萩
原
頼

平
の
収
集
資
料
で
あ
る
頼
生
文
庫
や
、功
刀
亀
内
が
収
集
し
た
甲
州
文
庫
な
ど
に
も
多
数
「
山

梨
県
志
」
由
来
の
資
料
が
確
認
さ
れ
る）

17
（

。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
れ
ば
九
割
近
い
資

料
が
残
存
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る）

18
（

。

　
刊
行
に
至
ら
な
か
っ
た
「
山
梨
県
志
」
の
関
連
資
料
が
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
残
っ
た
の
に
は
、

こ
れ
ら
資
料
が
「
総
て
之
れ
学
会
有
用
の
珍
宝
」
で
あ
る
、
と
い
う
内
藤
た
ち
の
意
識
が
強

く
作
用
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
頓
挫
と
い
う
か
た
ち
で
中
断
し
た
「
山
梨

県
志
」
編
纂
の
再
開
が
望
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ま

で
の
山
梨
県
の
地
域
史
研
究
に
お
い
て
、
若
尾
資
料
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
多
大
で
あ
る
。

そ
の
若
尾
資
料
が
現
代
に
伝
え
ら
れ
た
背
景
に
、
内
藤
ら
山
梨
県
志
編
纂
会
に
よ
る
資
料
収

集
と
保
存
の
営
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
は
、
関
東
大
震
災
を
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
頓
挫
し
、
結
果
そ

の
ま
ま
終
了
し
た
。
し
か
し
そ
の
資
料
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
内
藤
文
治
良
た
ち
は
、

資
料
の
目
録
を
作
成
し
、
保
全
を
は
か
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
、
山
梨
県
志
編
纂
会
関
連
資

料
の
大
半
が
現
在
ま
で
残
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
持
つ
歴
史
的
意
味
は
非
常
に
大
き

い
。

二　
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
編
纂
の
経
緯
と
特
徴

　〔
史
料
３
〕
に
も
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
に
は
、
市
川

大
門
村
出
身
の
医
者
村
松
学
佑
も
参
画
し
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
と
題
し
た
資
料
を

残
し
て
い
る
。
し
か
し
従
来
、
村
松
学
佑
の
「
山
梨
県
志
」
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
漠
然

と
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
追
究
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、「
山

梨
県
志
」
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
、
村
松
学
佑
が
残
し
た
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
に

つ
い
て
、
そ
の
基
礎
情
報
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
の
構
成
と
成
立
時
期

　
現
在
、
山
梨
県
立
博
物
館
で
は
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
資

料
と
し
て
、
一
四
冊）

11
（

を
架
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
を
、
冊
子
に
付
さ
れ
た
題
箋
や
書
き
込

み
に
即
し
て
紹
介
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〔
頼
生
文
庫
本
〕
一
一
冊
（「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
　
東
山
梨
郡
・
西
山
梨
郡
上
」、「
同
　

南
巨
摩
郡
・
北
巨
摩
郡
上
」、「
同
　
中
巨
摩
郡
上
」、「
同
　
西
八
代
郡
下
・
中
巨
摩
郡
下
・

北
巨
摩
郡
下
」、「
同
　
甲
府
市
一
」、「
同
　
甲
府
市
二
」、「
同
　
甲
府
市
三
」、「
同
　
南

都
留
郡
・
北
都
留
郡
」、「
同
　
参
考
録
」、「
同
　
雑
録
」、「
同
　
別
冊
県
医
師
会
・
県
医

学
会）

10
（

」）

〔
山
梨
県
立
図
書
館
購
入
資
料
〕
一
冊
（「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
　
県
外）

11
（

」）

〔
若
尾
資
料
本
〕
二
冊
（「
衛
生
資
料）

12
（

」、「
衛
生
医
事
資
料）

13
（

」）

　
一
冊
に
二
・
三
郡
を
ま
と
め
て
綴
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
村
松
学
佑
は
、
甲
府
市
以

外
は
郡
ご
と
に
冊
子
を
作
り
、
資
料
を
整
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
冒
頭
に
起
筆
の
年
月

を
記
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
ご
と
に
み
て
い
く
と
、最
も
早
い
も
の
は
大
正
五
年（
一
九
一
六
）

三
月
の
「
雑
録
」
で
あ
る
。
以
下
四
月
の
「
西
山
梨
郡
」・「
甲
府
市
一
」・「
参
考
録
」・「
県
外
」、

同
年
五
月
の
「
東
山
梨
郡
」
な
ど
六
つ
の
郡
が
続
き
、
同
年
一
〇
月
に
「
甲
府
市
二
」、
同

六
年
三
月
に
「
西
八
代
郡
下）

11
（

」、同
七
年
四
月
に
「
甲
府
市
三
」
と
続
い
て
、「
別
冊
県
医
師
会
」・

「
県
医
学
会
」
は
大
き
く
遅
れ
て
大
正
一
三
年
一
月
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。

　
村
松
学
佑
自
身
は
、
山
梨
県
志
編
纂
会
へ
の
関
与
に
つ
い
て
、「
偶
大
正
四
年
十
一
月
、
甲

府
市
若
尾
家
企
図
県
志
編
纂
事
業
、
創
立
編
纂
会
、
翌
五
年
四
月
、
会
長
内
藤
文
次
郎
君
推

薦
余
于
若
尾
家
、為
同
会
参
与
、嘱
託
医
事
衛
生
史
担
任
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

村
松
学
佑
が
正
式
に
編
纂
会
の
一
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
同
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た

と
い
う
。

　
し
か
し
、「
雑
録
」
が
大
正
五
年
三
月
か
ら
起
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
大
正
八
年
頃
か
ら

「
山
梨
県
志
」
に
関
わ
っ
た
堀
田
璋
左
右
が
、
同
月
に
村
松
学
佑
が
編
纂
参
与
と
な
っ
た
と
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若
尾
総
理
閣
下

　
内
藤
は
、
総
裁
若
尾
謹
之
助
に
あ
て
た
「
報
告
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
、
一
〇
年
の
歳

月
と
巨
額
の
資
金
を
費
や
し
な
が
ら
も
、
編
纂
事
業
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
詫
び
て
い
る
。

ま
た
収
集
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
全
て
「
学
会
有
用
の
珍
宝
」
で
あ
る
の
で
丁
重
に
保
護

し
て
い
る
と
い
い
、編
纂
を
終
え
た
原
稿
は
、監
修
者
の
堀
田
璋
左
右
の
手
許
に
送
っ
て
あ
っ

た
も
の
の
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
大
半
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う）

11
（

。
内
藤
は
こ

こ
で
、
こ
れ
ま
で
収
集
し
た
資
料
の
目
録
に
よ
っ
て
、
震
災
に
よ
っ
て
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た

編
纂
事
業
の
報
告
に
代
え
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
内
藤
は
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
に
つ
い
て
、「
頓
挫
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
事
実
上
の
事
業
終
了
宣
言
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
若
尾
謹
之
助
に

あ
て
た
「
報
告
」
で
は
、
そ
の
終
了
を
文
中
で
明
確
に
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
若
尾
家
に
も
こ
の
段
階
で
編
纂
事
業
を
継
続
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

り
、
若
尾
謹
之
助
も
承
知
の
う
え
で
、
編
纂
事
業
は
終
わ
り
を
迎
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
の
頓
挫
に
つ
い
て
は
、
関
東
大
震
災
以
降
の
若
尾
家

の
没
落
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た）

10
（

。
し
か
し
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
す
で
に

震
災
以
前
、
反
動
恐
慌
に
陥
る
大
正
九
年
こ
ろ
か
ら
編
纂
会
の
活
動
は
低
調
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
内
藤
は
、
大
正
一
三
年
に
至
っ
て
事
業
の
頓
挫
を
報
告
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。〔
史
料
３
〕
の
冒
頭
に
あ
る
通
り
、
こ
の
年
は
山
梨
県
志
編
纂
会
の
発
足
か
ら

数
え
て
「
十
年
」
目
に
あ
た
る
。「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
」
に
お
い
て
、若
尾
謹
之
助
が
『
甲

斐
国
志
』
の
編
纂
に
要
し
た
と
す
る
期
間
も
ま
た
「
十
年
」
で
あ
っ
た）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
前
例

と
な
っ
た
『
甲
斐
国
志
』
編
纂
の
「
十
年
」
が
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
に
と
っ
て
も
ひ
と
つ
の

区
切
り
と
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
原
稿
が
震
災
で
失
わ
れ
た
と
は
い
え
、
大
量
の
収
集
資
料
は
編
纂
会
に
残
さ
れ
て
い
た
。

若
尾
家
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
編
纂
を
再
開
で
き
た
可
能
性
も
あ
ろ
う）

12
（

。
震
災
は
編
纂
事
業

終
了
の
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
震
災
の
み
が

直
接
の
契
機
で
は
な
く
、
大
正
九
年
以
降
の
活
動
の
鈍
化
が
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
頓
挫

の
前
提
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
報
告
」
が
出
さ
れ
た
後
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
正
山
梨

県
誌）

13
（

』
の
「
緒
言
」
に
お
い
て
、
著
者
の
佐
藤
源
太
郎
（
晶
川
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。本

誌
は
其
の
名
の
示
す
通
り
大
正
時
代
の
山
梨
県
誌
で
す
、
彼
の
『
甲
斐
国
誌
』
に
依

り
て
明
治
維
新
前
の
状
勢
を
明
知
し
、
某
富
豪
の
企
画
せ
る
山
梨
県
誌
に
依
り
て
明
治

時
代
の
変
遷
を
知
悉
せ
ら
れ
、
而
し
て
本
誌
に
依
り
て
大
正
時
代
の
実
状
を
窺
知
す
る

事
が
出
来
ま
す
か
ら
、
即
ち
此
の
三
巻
の
姉
妹
篇
に
依
り
て
山
梨
県
の
古
今
を
知
り
得

ら
る
の
で
す

　
文
中
の
「
某
富
豪
の
企
画
せ
る
山
梨
県
誌
」
が
「
山
梨
県
志
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。『
大
正
山
梨
県
誌
』
刊
行
の
時
点
に
お
い
て
、
す
で
に
「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
は

頓
挫
し
て
い
た
が
、
そ
の
事
実
は
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
、
若
尾

家
の
没
落
が
決
定
的
に
な
る
ま
で
は
、
そ
の
刊
行
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
山
梨
県
志
編
纂
会
が
収
集
し
た
資
料
は
、
し
ば
ら
く
は
そ
の
ま
ま
若
尾
倉
庫
に
置
か
れ
て

い
た
ら
し
い）

11
（

。
そ
の
後
山
梨
教
育
会
の
所
有
と
な
り
、
山
梨
教
育
会
附
属
図
書
館
（
現
山
梨

県
立
図
書
館
）
に
収
め
ら
れ）

11
（

、
若
尾
資
料
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
同
資
料

群
は
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
開
館
し
た
山
梨
県
立
博
物
館
に
移
管
さ
れ
、現
在
に
至
っ

て
い
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
若
尾
資
料
は
大
半
が
山
梨
県
志
編
纂
会
の
関
係
資
料
で
占
め
ら
れ
、
若
尾

家
自
体
に
関
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
資
料
群
は
「
山
梨
県

志
編
纂
会
関
連
資
料
」
と
呼
ぶ
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　
先
に
み
た
『
山
梨
県
志
資
料
目
録
』
に
は
、
全
部
で
一
四
一
七
件
の
資
料
が
掲
載
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
若
尾
資
料
と
し
て
山
梨
県
立
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
資
料
は
一
一
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同
八
年
は
六
三
件
、
同
九
年
は
二
〇
件
、
同
一
〇
年
は
一
六
件
、
同
一
一
年
は
一
三
件
、
同

一
二
年
は
一
一
件
と
推
移
し
、
同
一
三
年
に
は
後
述
の
「
山
梨
県
志
資
料
目
録
」
一
件
の
み

と
な
る
。
大
正
九
年
以
降
、
資
料
の
作
成
が
如
実
に
停
滞
す
る
よ
う
す
が
み
て
と
れ
よ
う
。

　
こ
の
変
化
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
山
梨
県
志
編
纂
会
の
財
政
的
な
基
盤
で
あ
っ
た
若
尾

家
の
経
営
状
況
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
大
正
年
間
の
若
尾
家
の
状
況
に
つ
い
て
、
齋
藤

康
彦
氏
の
一
連
の
研
究）

11
（

に
よ
り
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
山
梨
県
志
編
纂
会
が
発
足
し
た
大
正
四
年
、
日
本
は
大
戦
景
気
の
ま
さ
に
只
中
に
あ
り
、

若
尾
家
も
急
速
に
業
績
を
伸
ば
し
て
い
た
。
大
正
六
年
、
若
尾
民
造
が
没
し
、
家
督
を
継
承

し
た
謹
之
助
は
、
若
尾
家
の
経
営
を
大
き
く
転
換
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
祖
父
逸
平
以
来

集
積
し
て
き
た
土
地
を
徐
々
に
売
却
し
、
そ
の
利
益
で
銀
行
経
営
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
ま

た
謹
之
助
の
義
兄
璋
八
ほ
か
、
若
尾
一
族
を
主
要
な
構
成
員
と
す
る
中
小
規
模
の
企
業
を
京

浜
地
方
に
展
開
さ
せ
る
ほ
ど
、
若
尾
家
は
銀
行
を
中
心
と
す
る
企
業
集
団
に
変
貌
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
大
正
九
年
に
大
戦
景
気
が
収
束
し
、
反
動
恐
慌
に
陥
る
と
、
若
尾
銀
行
の
経
営
は

悪
化
し
た
。
そ
の
立
て
直
し
を
図
る
間
も
な
く
、
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
る
直
接

的
被
害
と
震
災
恐
慌
の
打
撃
を
受
け
た
。
続
く
金
融
恐
慌
に
お
い
て
、
関
係
の
深
か
っ
た
東

京
渡
辺
銀
行
の
破
綻
に
連
鎖
し
て
若
尾
銀
行
も
経
営
危
機
に
陥
り
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）

に
は
第
十
銀
行
に
営
業
譲
渡
を
行
っ
た
。
同
五
年
、
基
軸
事
業
で
あ
っ
た
東
京
電
灯
の
経
営

か
ら
も
撤
退
し
、
企
業
家
と
し
て
の
若
尾
家
は
消
滅
し
た
。

　「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
は
、
ち
ょ
う
ど
若
尾
家
が
大
戦
景
気
の
波
に
乗
り
、
急
成
長
を
遂

げ
る
時
期
に
始
ま
っ
た
。
若
尾
家
が
事
業
に
行
き
詰
ま
る
の
と
歩
調
を
同
じ
く
し
て
、
編
纂

会
の
活
動
は
鈍
っ
て
い
く
。
若
尾
家
の
財
力
を
唯
一
の
財
源
と
し
て
い
た
山
梨
県
志
編
纂
会

に
と
っ
て
、
若
尾
家
の
没
落
は
、
編
纂
事
業
の
存
続
を
左
右
す
る
重
大
事
で
あ
っ
た
。

　
大
正
一
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
を
経
て
、
い
よ
い
よ
そ
の
活
動
の
継
続
が
難
し
く
な
っ

た
編
纂
会
で
は
、
同
一
三
年
三
月
、
こ
れ
ま
で
収
集
し
た
資
料
の
目
録
を
ま
と
め
、『
山
梨
県

志
資
料
目
録）

17
（

』
を
発
行
し
た
。
巻
頭
に
は
大
正
四
年
一
一
月
の
若
尾
謹
之
助
に
よ
る
「
山
梨

県
志
編
纂
会
趣
旨
」
が
再
掲
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
き
、
会
長
内
藤
文
治
良
の
名
で
、
次

の
よ
う
な
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
。

〔
史
料
３）

18
（

〕

　
　
報
　
告

若
尾
総
理
閣
下
　
顧
れ
は
本
会
創
設
以
来
、
已
に
十
年
の
日
子
と
巨
額
の
資
金
を
費
し
た
る

に
拘
は
ら
す
、
其
事
業
遅
々
と
し
て
進
ま
す
、
此
間
本
会
に
対
し
て
特
に
懇
切
指
導
を
給
ひ

し
田
中
義
成
・
吉
田
東
伍
の
両
博
士
は
既
に
物
故
せ
ら
れ
、
当
初
主
と
し
て
編
纂
を
担
任
せ

し
廣
瀬
廣
一
・
赤
岡
重
樹
両
氏
は
故
あ
り
て
中
途
本
会
を
去
り
、
其
他
当
事
者
幾
度
か
変
更

し
、
予
て
嘱
托
（
マ
マ
）員
理
学
士
八
巻
準
次
・
林
学
士
佐
藤
佐
吉
・
医
学
士
村
松
学
佑
・
法
学
士
三

枝
治
郎
・
農
事
試
験
場
長
矢
田
貞
吉
・
青
柳
甲
南
・
渡
邊
春
英
・
中
込
茂
作
・
村
松
芦
州
等

諸
氏
、
大
に
援
助
せ
ら
れ
た
る
に
も
係
ら
す
、
左
支
右
吾
、
遂
に
今
日
に
及
び
候
段
、
必
竟

野
生
不
能
の
致
す
処
、真
に
汗
顔
に
堪
へ
す
候
、幸
に
編
纂
員
土
屋
夏
堂
氏
、終
始
一
貫
励
精
、

此
難
局
を
支
持
す
る
あ
り
、
湯
舟
延
治
氏
亦
能
く
忠
実
に
同
氏
と
共
（
マ
マ
）力

し
、
今
や
着
々
整
理

の
功
を
収
め
、
仮
令
蒐
集
の
資
料
、
予
期
に
達
せ
ざ
る
遠
し
と
す
る
も
、
貴
重
の
資
料
甚
だ

饒
く
、
総
て
之
れ
学
会
有
用
の
珍
宝
に
御
座
候
へ
ば
、
本
会
は
一
紙
半
斤
と
雖
も
丁
重
保
護

の
途
を
厳
守
罷
在
候
、
然
る
に
本
会
に
於
て
既
に
編
纂
を
終
り
た
る
原
稿
は
、
之
を
監
修
文

学
士
堀
田
璋
左
右
氏
の
手
許
に
送
り
置
き
た
る
に
、
不
幸
昨
年
の
震
災
に
因
り
て
其
大
半
を

焼
失
せ
り
、
於
是
本
会
の
事
業
に
一
大
頓
挫
を
来
た
し
候
段
、
実
に
遺
憾
骨
髄
に
徹
し
候
、

仍
て
今
試
に
既
蒐
資
料
の
目
録
を
作
り
、
敢
て
閣
下
の
電
覧
を
仰
ぎ
、
之
を
現
況
の
報
告
に

代
へ
奉
り
候
、
頓
首

　
大
正
十
三
年
三
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
山
梨
県
志
編
纂
会
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
文
治
良

　
　
山
梨
県
志
編
纂
会
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シ
難
キ
モ
ノ
ア
リ
、
為
メ
ニ
彼
ノ
題
下
ニ
属
ス
ベ
キ
ヲ
之
レ
ニ
付
シ
、
又
間
々
両
項
ニ

渉
リ
テ
混
記
シ
、
竟
ニ
区
分
類
聚
ノ
体
ヲ
為
サ
ヽ
ル
モ
ノ
ア
リ

人
物
ハ
本
村
ニ
関
係
ヲ
有
ス
ル
処
ノ
故
人
ニ
就
キ
選
記
セ
リ

此
挙
ニ
因
リ
、
村
ノ
参
考
ト
シ
テ
保
存
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
便
ヲ
得
ン
カ
為
メ
、
世
上
普
知

ノ
事
実
ニ
シ
テ
、
貴
会
ノ
御
参
考
ト
ナ
ス
ニ
足
ラ
サ
ル
モ
ノ
多
々
有
之
、
是
等
ハ
便
宜

御
捨
棄
成
サ
レ
度
シ

統
計
等
ニ
シ
テ
各
年
度
ノ
一
斉
ニ
出
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
努
メ
テ
最
新
ニ
依
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ

因
ル

右
及
回
答
候
也

　
大
正
六
年
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
北
巨
摩
郡
穴
山
村
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
鹿
蔵
（
朱
印
「
北
巨
摩
郡
穴
山
村
長
印
」）

　
山
梨
県
志
編
纂
会
長

　
　
　
　
内
藤
文
次
郎
殿

　
穴
山
村
は
江
戸
時
代
以
来
の
村
落
で
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
の
市
制
・
町
村
制
施

行
以
後
も
一
村
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
は
石
水
、
伊
藤
窪
な
ど
の
集
落
が
存
在
し
た
。

そ
の
た
め
、
村
全
体
の
公
簿
と
、
各
集
落
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
書
類
が
別
個
に
存
在
し
て
お

り
、
内
容
の
検
討
が
難
し
い
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
、
伊
藤
鹿
蔵
ら
穴

山
村
側
は
、
山
梨
県
志
編
纂
会
の
要
請
に
こ
た
え
る
べ
く
、
資
料
の
調
査
や
古
老
へ
の
聞
き

取
り
の
成
果
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
は
「
此
挙
ニ
因
リ
、
村
ノ
参
考
ト
シ
テ
保
存
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
便
ヲ
得
ン
カ
為
メ
」
で
あ
る
と
い
い
、「
甲
乙
関
聯
複
雑
」
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
で
、

そ
の
整
理
と
意
義
付
け
を
編
纂
会
に
期
待
し
、
今
後
の
村
政
運
営
の
「
参
考
」
に
す
る
の
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
穴
山
村
は
、「
町
村
取
調
書
」
作
成
に
協
力
す
る
こ
と
で
、

完
成
し
た
「
山
梨
県
志
」
を
村
の
記
録
と
し
て
、
右
の
状
況
を
打
開
す
る
一
助
と
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う）

10
（

。

　
ま
た
、
土
屋
夏
五
郎
が
担
当
し
た
西
八
代
郡
の
全
一
五
ヶ
村
分
の
う
ち
、
一
〇
ヶ
村
分
に

は
、
村
長
や
そ
の
代
理
の
署
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
署
判
は
な
い
も
の
の
、
西
八
代
郡
古
関

村
（
現
身
延
町
）
の
「
町
村
取
調
書
」
に
は
、
古
関
村
長
土
橋
重
一
か
ら
西
八
代
郡
長
青
柳

晴
雄
に
あ
て
た
報
告
書
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
ら
か
ら
、
西
八
代
郡
に
つ
い
て
は
、
郡

長
を
通
じ
て
郡
下
の
村
々
に
調
査
の
要
請
が
出
さ
れ
、
各
村
は
職
務
と
し
て
「
町
村
取
調
書
」

の
作
成
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る）

12
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、基
本
的
に
は
調
査
対
象
と
な
っ

た
町
村
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
町
勢
・
村
勢
や
古
文
書
の
内
容
お
よ
び
所
在
、
関
連
人
物
や

伝
説
と
い
っ
た
、
多
様
な
情
報
の
収
集
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
の
成
果
と
し
て
は
、若
尾
資
料
を
中
心
に
、そ
の
書
写
・

収
集
資
史
料
の
み
が
着
目
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
町
村

取
調
書
」
や
「
神
社
明
細
帳
」、「
仏
寺
明
細
帳
」
な
ど
の
よ
う
な
、
編
纂
会
が
作
成
し
た
調

査
記
録）

13
（

も
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
の
大
き
な
成
果
で
あ
り
、「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
方
針
や
、

大
正
期
以
前
の
当
該
地
域
の
姿
を
探
る
た
め
の
重
要
な
歴
史
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う）

11
（

。

（
３
）
編
纂
事
業
の
頓
挫
と
資
料
の
行
方

　
こ
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
で
あ
っ
た
が
、
当
初
予
期
し
て
い

た
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
一
〇
月
に
は
完
成
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も

事
業
は
継
続
さ
れ
た
も
の
の
、
大
正
九
年
こ
ろ
を
境
に
、
編
纂
会
の
活
動
が
低
調
に
な
っ
て

い
く
。

　
そ
の
こ
と
は
、
残
存
す
る
資
料
の
状
況
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。『
若
尾
資
料
目

録）
11
（

』
に
掲
載
さ
れ
た
資
料
の
う
ち
、
作
成
年
月
が
判
明
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
年
ご
と

の
件
数
を
み
て
み
よ
う
。
大
正
四
年
は
一
一
・
一
二
月
の
わ
ず
か
二
ヶ
月
な
が
ら
四
二
件
、

同
五
年
に
は
最
多
の
二
九
九
件
を
数
え
、
以
降
、
同
六
年
は
一
一
四
件
、
同
七
年
は
四
五
件
、

－ 18 － 73
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い）
31
（

。
し
か
し
、
現
在
確
認
で
き
る
範
囲
の
情
報
で
も
、
全
体
の
傾
向
を
み
る
に
は
充
分
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
表
紙
に
記
さ
れ
た
内
容
に
限
定
し
て
、
検

討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　「
町
村
取
調
書
」
の
う
ち
、
最
も
早
く
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
大
正
五
年
五

月
一
三
日
の
日
付
を
も
つ
東
八
代
郡
上
芦
川
村
と
鴬
宿
村
（
い
ず
れ
も
現
笛
吹
市
）
の
も
の

で
あ
る
。
担
当
者
は
い
ず
れ
も
土
屋
夏
五
郎
（
夏
堂
）
で
あ
っ
た）

32
（

。「
町
村
取
調
書
」
の
作
成

時
期
ご
と
に
調
査
事
業
の
変
遷
を
追
う
と
、
大
正
五
年
に
一
〇
〇
ヶ
村
の
調
査
が
実
施
さ
れ

て
以
降
、
同
六
年
に
七
ヶ
村
、
七
年
に
一
四
ヶ
村
、
八
年
に
一
九
ヶ
村
と
そ
の
規
模
が
急
速

に
縮
小
し
て
い
る）

33
（

。
こ
れ
は
当
初
、
編
纂
会
が
設
定
し
て
い
た
編
纂
期
間
が
二
年
間
で
あ
っ

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か）

31
（

。

　
担
当
者
に
つ
い
て
、
最
も
多
く
の
村
の
調
査
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
は
小
沢
儀
三
郎
で
二

八
ヶ
村
、
以
下
土
屋
夏
五
郎
が
二
四
ヶ
村
、
赤
岡
重
樹
が
二
三
ヶ
村
、
里
吉
明
吉
と
水
島
熊

雄
が
そ
れ
ぞ
れ
一
八
ヶ
村
と
な
っ
て
い
る）

31
（

。

　
小
沢
儀
三
郎
は
大
正
五
年
五
月
の
調
査
当
初
か
ら
同
六
年
の
四
月
ま
で
関
与
が
確
認
さ

れ
、
小
林
卓
と
の
連
名
を
含
め
る
と
担
当
し
た
村
は
三
一
ヶ
村
に
お
よ
ぶ
。
地
域
的
に
は
中

巨
摩
郡
の
二
七
ヶ
村
と
、
南
巨
摩
・
西
山
梨
郡
で
そ
れ
ぞ
れ
二
ヶ
村
を
担
当
し
て
い
る
。

　
土
屋
夏
五
郎
も
、
先
に
み
た
と
お
り
大
正
五
年
五
月
か
ら
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
同
八
年

五
月
ま
で
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
土
屋
は
全
期
間
を
通
じ
て
こ
の
調
査
事
業
へ
の
関

与
が
確
認
さ
れ
る
唯
一
の
人
物
で
あ
り
、
調
査
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

地
域
的
に
は
、
西
八
代
郡
の
一
五
ヶ
村
と
、
南
巨
摩
郡
の
五
ヶ
村
、
東
八
代
郡
の
三
ヶ
村
、

東
山
梨
郡
の
一
ヶ
村
を
担
当
し
た
。

　
赤
岡
重
樹
は
、
大
正
五
年
五
月
か
ら
同
六
年
四
月
ま
で
調
査
に
携
わ
り
、
北
巨
摩
郡
の
一

九
ヶ
村
と
南
巨
摩
郡
の
四
ヶ
村
を
担
当
し
た
。
里
吉
明
吉
は
や
や
遅
れ
て
大
正
五
年
一
一
月

に
北
都
留
郡
西
原
村
（
現
上
野
原
市
）
の
調
査
を
行
っ
た
の
ち
、
少
し
期
間
を
お
い
て
、
同

七
年
一
一
月
か
ら
同
八
年
五
月
ま
で
、
北
巨
摩
郡
の
一
一
ヶ
村
と
北
都
留
郡
六
ヶ
村
を
担
当

し
て
い
る
。
最
も
明
瞭
に
地
域
的
分
業
を
確
認
で
き
る
の
は
水
島
熊
雄
で
、
そ
の
期
間
は
大

正
五
年
六
月
か
ら
同
年
八
月
ま
で
に
集
中
し
、
担
当
し
た
一
八
ヶ
村
全
て
が
南
都
留
郡
の

村
々
で
あ
っ
た）

31
（

。

　
調
査
担
当
者
の
時
期
的
な
変
化
も
み
ら
れ
る
。
大
正
五
年
か
ら
六
年
ま
で
は
小
沢
、
土
屋
、

赤
岡
、
里
吉
、
水
島
の
ほ
か
廣
瀬
廣
一
、
村
松
志
孝
や
小
川
卓
な
ど
八
名
が
調
査
に
関
わ
っ

て
い
る
が）

37
（

、
大
正
七
年
か
ら
八
年
に
な
る
と
土
屋
と
里
吉
、
乙
黒
豊
作
と
斎
木
種
太
郎
の
四

名
し
か
関
与
が
確
認
で
き
な
い）

38
（

。
す
な
わ
ち
、
大
正
七
年
を
境
に
、
土
屋
と
里
吉
以
外
の
調

査
担
当
者
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
大
正
五
年
・
六
年
と
同
七
年
・
八

年
で
は
調
査
の
件
数
が
大
き
く
異
な
る
の
で
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
こ
に
も
当
初
設
定
さ
れ
た
大
正
六
年
一
〇
月
ま
で
、
と
い
う
編
纂
期
間
が
影
響
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
先
に
み
た
よ
う
に
、「
町
村
取
調
書
」
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
町
村
側
に
も
調
査

へ
の
協
力
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
担
当
者
の
廻
村
以
前
に
「
町
村
取
調
書
」
の
ひ
な

形
が
送
付
さ
れ
、
町
村
側
で
も
情
報
の
整
理
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
で
は
、
町
村

側
は
こ
の
調
査
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、「
町

村
取
調
書
」
の
な
か
で
唯
一
、
村
側
か
ら
の
報
告
書
の
み
で
一
冊
を
な
す
北
巨
摩
郡
穴
山
村

（
現
韮
崎
市
）
の
事
例
を
み
て
み
た
い
。
そ
の
冒
頭
に
は
、
村
長
の
伊
藤
鹿
蔵
が
内
藤
文
治

良
に
宛
て
た
次
の
よ
う
な
回
答
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

〔
史
料
２）

31
（

〕

畏
キ
県
誌
編
纂
ニ
付
、
誌
（
マ
マ
）料

提
供
方
御
照
会
有
之
候
処
、
本
村
ハ

本
ト
一
村
ヲ
通
シ
タ
ル
公
簿
ト
、
石
水
・
伊
東（
藤
）窪

・
重
久
・
次
第
窪
・
夏
目
ノ
組
限
リ

処
理
セ
シ
書
類
ト
ア
リ
テ
、
一
統
ノ
下
ニ
保
監
（
マ
マ
）シ

難
キ
ニ
因
リ
、
箇
々
分
散
放
置
シ
テ

考
証
ヲ
得
難
キ
モ
ノ
尠
カ
ラ
ズ

村
勢
、
其
他
口
碑
・
慣
習
等
、
主
ト
シ
テ
村
内
古
老
ノ
口
授
ニ
依
ル

分
類
ヲ
整
正
ニ
甄
別
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
シ
ト
雖
モ
、
甲
乙
関
聯
複
雑
シ
テ
、
遂
ニ
分
置



　
そ
れ
と
並
行
し
て
、
山
梨
県
志
編
纂
会
で
は
、
県
内
の
神
社
、
仏
寺
、
町
村
の
調
査
を
行
っ

て
お
り
、
そ
の
記
録
の
多
く
が
現
存
し
て
い
る
。
収
集
資
料
に
比
べ
、
こ
れ
ら
編
纂
会
の
調

査
記
録
か
ら
は
、
調
査
の
意
図
が
よ
り
明
瞭
に
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

調
査
記
録
か
ら
、
編
纂
会
の
調
査
の
実
態
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
現
在
一
三
冊
が
残
る
「
神
社
明
細
帳）

23
（

」、
お
よ
び
九
冊
が
残
る
「
仏
寺
明
細
帳）

21
（

」
は
、
い

ず
れ
も
山
梨
県
志
編
纂
会
の
発
足
直
後
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
二
月
か
ら
記
述
が
始

ま
っ
て
お
り
、
編
纂
会
の
調
査
記
録
と
し
て
は
最
も
早
く
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
は
こ
れ
ら
の
調
査
項
目
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　「
神
社
明
細
帳
」
は
県
下
各
郡
ご
と
に
編
纂
さ
れ
、
東
山
梨
・
南
巨
摩
・
中
巨
摩
・
北
巨

摩
の
各
郡
は
そ
れ
ぞ
れ
二
冊
ず
つ
、
東
八
代
・
西
八
代
・
南
都
留
・
北
都
留
・
西
山
梨
の
各

郡
は
一
冊
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
調
査
項
目
は
所
在
地
、
社
格
、
社
名
、
祭
神
、
本
殿
や
拝

殿
な
ど
建
造
物
の
行
・
梁
、
鳥
居
の
数
、
境
内
の
坪
数
、
地
種
、
耕
地
や
山
林
な
ど
所
有
地

の
面
積
と
そ
の
地
価
、
氏
子
の
戸
数
、
由
緒
、
摂
社
・
末
社
の
祭
神
・
祠
・
由
緒
、
と
な
っ

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
記
述
の
順
序
は
異
な
る
が
、『
甲
斐
国
志
』
神
社
部
の
記
述
に
み
ら
れ

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。「
神
社
明
細
帳
」
の
調
査
項
目
は
、
明
ら
か
に
『
甲
斐
国
志
』
を
参

考
に
し
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
所
有
地
・
管
理
地
の
表
記
が
石
高
か
ら
地
価
に
変
わ
っ

た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
時
代
に
よ
る
変
化
を
除
け
ば
、
大
き
な
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。

　「
仏
寺
明
細
帳
」
も
同
じ
く
郡
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
、中
巨
摩
郡
だ
け
が
二
冊
構
成
を
と
り
、

他
の
郡
は
一
冊
ず
つ
で
あ
る
。
ま
た
九
冊
目
は
甲
府
市
と
西
山
梨
郡
を
あ
わ
せ
て
綴
っ
て
い

る
。
調
査
項
目
は
山
号
、
寺
名
、
所
在
地
、
宗
派
、
本
山
、
本
尊
、
寺
格
、
末
寺
の
数
、
檀

徒
の
人
数
、
本
道
や
庫
裏
な
ど
建
造
物
の
行
・
梁
、
境
内
の
広
さ
・
地
種
、
耕
地
や
山
林
と
い
っ

た
所
有
地
の
面
積
と
地
価
、
宝
物
、
境
内
の
仏
堂
と
そ
の
本
尊
や
行
・
梁
、
由
緒
、
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「
仏
寺
明
細
帳
」
も
、「
神
社
明
細
帳
」
と
同
様
、『
甲
斐
国
志
』
仏
寺
部
の

記
述
内
容
と
さ
ほ
ど
異
な
ら
ず
、
編
纂
会
独
自
の
視
点
は
看
取
で
き
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
大
正
四
年
一
一
月
に
発
足
し
た
山
梨
県
志
編
纂
会
は
、『
甲
斐
国
志
』
を
強
く

意
識
し
て
神
社
・
仏
寺
の
調
査
項
目
を
設
定
し
、
同
年
一
二
月
か
ら
実
際
の
調
査
に
着
手
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　
い
っ
ぽ
う
、
現
在
三
三
冊
が
残
存
し
て
い
る
「
町
村
取
調
書）

21
（

」
は
、
山
梨
県
下
の
ほ
ぼ
全

域
に
わ
た
る
一
九
五
ヶ
村
を
調
査
の
対
象
と
し）

21
（

、
全
部
で
七
〇
も
の
調
査
項
目
を
設
定
し
て

い
る）

27
（

。
さ
き
に
み
た
神
社
や
仏
寺
の
場
合
と
異
な
り
、村
里
部
を
は
じ
め
と
す
る『
甲
斐
国
志
』

の
記
述
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
項
目
の
多
さ
で
あ
り
、
項
目
の
な
か
に
は
「
皇
国

地
誌
」
な
ど
の
影
響
も
み
ら
れ
る）

28
（

。

　
こ
の
「
町
村
取
調
書
」
の
調
査
項
目
で
特
筆
す
べ
き
は
、「
俗
謡
」
や
「
伝
説
」、「
逸
事
」
な

ど
、
文
字
資
料
に
よ
ら
な
い
、
聞
き
取
り
に
よ
る
情
報
の
収
集
が
目
指
さ
れ
た
点
で
あ
る）

21
（

。

同
時
期
の
他
の
自
治
体
史
編
纂
の
事
例
に
お
い
て
は
史
料
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
伝

承
や
言
い
伝
え
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
特
に
項
目
を
立
て
て
収
集
し
て
い
る
の
で
あ
る）

30
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、「
町
村
取
調
書
」
に
は
、
前
例
と
さ
れ
た
『
甲
斐
国
志
』
と
は
異
な
り
、
さ

ら
に
ま
た
同
時
期
の
他
の
自
治
体
史
と
も
異
な
っ
た
、
山
梨
県
志
編
纂
会
独
自
の
視
点
、「
山

梨
県
志
」
編
纂
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
以
下
、
こ
の
「
町
村
取
調
書
」
の
作
成

過
程
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

　「
町
村
取
調
書
」
は
、
山
梨
県
志
編
纂
会
が
印
刷
し
た
所
定
の
様
式
が
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、

表
紙
に
は
調
査
担
当
者
が
日
付
、
氏
名
、
郡
名
、
村
名
の
各
項
目
を
記
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
表
紙
裏
に
は
「
本
会
ハ
資
料
採
取
ノ
タ
メ
、
取
調
事
項
ヲ
定
メ
、
各
町
村
並
編
纂

員
ガ
調
査
シ
タ
ル
事
実
ヲ
記
入
ス
ル
タ
メ
町
村
取
調
書
ヲ
作
ル
」、「
取
調
書
ハ
御
記
入
ノ
上
、

編
纂
委
員
廻
村
ノ
時
迄
保
管
セ
ラ
レ
タ
シ
」
と
あ
り
、
編
纂
会
の
調
査
担
当
者
が
廻
村
し
て

調
査
を
行
う
と
同
時
に
、
町
村
側
に
も
調
査
へ
の
協
力
と
取
調
書
の
作
成
が
求
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
表
紙
お
よ
び
調
査
項
目
に
つ
い
て
、
全
て
が
記
入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
表

紙
に
つ
い
て
は
日
付
や
担
当
者
氏
名
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
欠
く
も
の
も
多

－ 11 － 71



　
本
会
ノ
経
費
ハ
八
千
円
以
上
ヲ
要
ス
ベ
キ
予
算
ニ
シ
テ
、
若
尾
総
理
其
全
額
ヲ
負
担
セ
ラ

ル
ヽ
ニ
付
、
本
会
ハ
此
点
ニ
於
テ
県
又
ハ
有
志
者
ノ
援
助
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ナ
シ
、
唯
ダ
官
民

各
位
ガ
進
ン
デ
其
所
蔵
ヲ
開
キ
、
有
用
ノ
資
料
ヲ
提
供
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
懇
請
ス
、
願
ク
ハ

後
世
子
孫
ノ
為
ニ
本
会
ノ
目
的
ヲ
大
成
セ
シ
メ
給
ヘ
、
切
ニ
各
位
ノ
同
情
ニ
訴
フ

　
　
大
正
四
年
十
一
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
府
市
百
石
町
若
尾
倉
庫
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
梨
県
志
編
纂
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
四
八
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
内
藤
文
治
良

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
山
梨
県
志
編
纂
会
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
一
月
一
日
に
発
足
し
、

若
尾
謹
之
助
を
総
裁
と
し
て
、
会
長
に
内
藤
文
治
良
（
文
治
郎
、
文
次
郎
）、
編
纂
委
員
に

廣
瀬
廣
一
と
赤
岡
重
樹
の
二
名
、
参
与
員
に
太
田
亮
、
八
巻
準
次
、
三
枝
治
郎
、
佐
藤
佐
吉
、

清
水
博
夫
の
五
名
と
い
う
態
勢
で
あ
っ
た）

17
（

。
さ
ら
に
県
知
事
添
田
敬
一
郎
を
名
誉
総
裁
に
、

内
務
部
長
春
藤
嘉
平
、
警
察
部
長
長
延
連
、
理
事
官
白
根
竹
介
を
名
誉
顧
問
に
迎
え
て
い

る）
18
（

。
ま
た
八
千
円
以
上
と
見
積
も
ら
れ
た
経
費
は
、
そ
の
全
て
を
若
尾
謹
之
助
、
す
な
わ
ち

若
尾
家
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
西
垣
晴
次
氏
に
よ
れ
ば
、
大
正
・
昭
和
初
期
に
編
纂
が
行
わ
れ
た
県
史
は
、
全
国
で
二
六

件
を
数
え
る
が）

11
（

、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
県
が
主
体
と
な
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る）

20
（

。
そ
れ
に

対
し
「
山
梨
県
志
」
は
、
名
誉
総
裁
や
名
誉
顧
問
と
し
て
県
の
関
係
者
が
関
与
し
て
は
い
る

も
の
の
、
経
費
を
全
て
若
尾
家
が
負
担
し
、
民
間
資
本
が
主
体
と
な
っ
て
編
纂
を
志
し
た
と

い
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
若
尾
家
の
浮
沈
が
編
纂

会
の
活
動
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
山
梨
県
志
編
纂
会
の
会
長
を
務
め
た
内
藤
文
治
良
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
生
ま
れ
、

西
山
梨
郡
清
田
村
（
現
甲
府
市
）
出
身
で
あ
っ
た
。
徽
典
館
・
県
立
農
学
校
本
科
で
学
び
、

西
山
梨
郡
役
所
、
つ
い
で
山
梨
県
に
勤
務
し
て
養
蚕
業
に
携
わ
り
、
山
梨
農
事
株
式
会
社
取

締
役
ほ
か
県
内
の
養
蚕
関
係
の
要
職
を
歴
任
し
た）

21
（

。
明
治
三
七
年
頃
か
ら
若
尾
家
と
密
接
に

関
わ
る
よ
う
に
な
り
、大
正
三
年
に
は
伝
記
『
若
尾
逸
平
』
を
著
す
な
ど
、著
述
活
動
も
行
っ

て
い
た
。
内
藤
は
こ
れ
か
ら
大
正
一
三
年
に
編
纂
事
業
が
頓
挫
す
る
ま
で
、
一
貫
し
て
編
纂

会
の
会
長
を
務
め
て
い
る
。

　
編
纂
委
員
の
廣
瀬
廣
一
は
大
正
三
年
に
『
山
県
大
弐
遺
著
』
を
校
訂
・
刊
行
す
る
な
ど
歴

史
家
と
し
て
の
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
の
ち
に
武
田
信
玄
の
研
究
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
ま
た
赤
岡
重
樹
ら
と
と
も
に
史
料
集
『
甲
斐
叢
書
』
を
編
む
な
ど
、
歴
史
資

料
の
専
門
家
と
し
て
も
活
躍
す
る
。
赤
岡
は
大
正
初
年
の
段
階
で
す
で
に
神
社
研
究
で
知
ら

れ
て
お
り
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
に
先
だ
っ
て
、
甲
府
商
業
会
議
所
か
ら
「
甲
斐
史
」
編
纂
を

委
ね
ら
れ
て
い
た）

22
（

。
参
与
員
に
は
、
古
代
史
学
者
で
、
後
に
立
命
館
大
学
や
近
畿
大
学
の
教

授
を
歴
任
す
る
太
田
亮
や
、
東
京
帝
大
理
科
卒
業
後
、
国
学
院
大
学
の
講
師
を
務
め
、
職
を

辞
し
て
地
元
の
北
巨
摩
郡
安
都
那
村
（
現
北
杜
市
）
に
戻
っ
て
い
た
八
巻
準
次
ら
が
参
加
し

て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
山
梨
県
志
編
纂
会
で
は
、
歴
史
に
軸
を
置
き
つ
つ
も
、
理
工
系
の
専
門
家
や

実
業
家
な
ど
、
幅
広
く
多
様
な
人
材
を
集
め
て
い
た
。
そ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
、「
山
梨
県
志
」
は
、

『
甲
斐
国
志
』
の
系
譜
を
ひ
く
地
誌
と
し
て
、
総
合
的
な
叙
述
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

（
２
）
山
梨
県
志
編
纂
会
の
調
査
手
法

　
続
い
て
、「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
編
纂
会
が
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
の

か
、
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
み
て
み
た
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
全
貌
に
迫
る
こ
と
は
現
段
階
で

は
難
し
い
た
め
、
今
回
は
そ
の
調
査
手
法
に
限
定
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。

　〔
史
料
１
〕
に
あ
る
通
り
、
山
梨
県
志
編
纂
会
で
は
当
初
、
赤
岡
重
樹
を
山
梨
県
の
書
庫
、

廣
瀬
廣
一
を
内
閣
文
庫
や
東
京
帝
国
大
学
な
ど
に
派
遣
し
て
、
古
文
書
や
図
書
と
い
っ
た
資

料
の
調
査
と
書
写
に
よ
る
収
集
を
行
な
わ
せ
て
い
た
。
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二
代
目
の
民
造
と
続
く
、
山
梨
県
で
有
数
の
資
本
家
、
い
わ
ゆ
る
「
甲
州
財
閥
」
の
筆
頭
格

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
は
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
業
は
、「
山
梨
県
志
」

と
い
う
表
題
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
甲
斐
国
志
』
を
範
と
し
て
企
図
さ
れ
た
の
だ
と
い
う（
７
）。

　
西
垣
晴
次
氏
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
自
治
体
史
に
つ
い
て
、
文
部
省

主
導
の
郷
土
教
育
の
一
環
と
し
て
、
教
員
が
担
い
手
と
な
っ
て
郡
史
・
郡
誌
の
編
纂
が
行
わ

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
８
）。

山
梨
県
下
で
も
、
山
梨
教
育
会
の
各
郡
支
会
が
中
心
と
な
っ

て
郡
誌
の
編
纂
が
行
わ
れ
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
刊
行
の
『
南
都
留
郡
誌（
９
）』

を
皮
切

り
に
、『
西
八
代
郡
誌
』（
同
四
五
年
）、『
東
八
代
郡
誌
』（
大
正
三
年
）、『
北
巨
摩
郡
誌
』（
同
四

年
）、『
東
山
梨
郡
誌
』（
同
五
年
）
と
、
こ
の
時
期
に
立
て
続
け
に
郡
誌
が
刊
行
さ
れ
て
い
た）

10
（

。

そ
の
目
的
は
、『
西
八
代
郡
誌
』
の
「
例
言
」
に
「
本
誌
ハ
小
学
校
児
童
ニ
郷
土
誌
教
授
上
ノ

資
ニ
供
シ
、
併
セ
テ
一
般
者
ヲ
シ
テ
郡
下
ノ
大
勢
ヲ
弁
ヘ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
あ
る

と
お
り
、
郷
土
教
育
の
素
材
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
「
山
梨
県
志
」
は
、『
甲
斐
国
志
』
成
立
以
後
の
お
よ
そ
一
〇
〇
年
間
に
お

い
て
、
変
遷
の
著
し
い
制
度
や
文
物
を
記
録
す
る
こ
と
を
編
纂
の
趣
旨
と
し
て
い
た）

11
（

。
ま
た

大
正
天
皇
の
即
位
式
を
直
接
的
な
契
機
と
し
、『
風
土
記
』
の
献
呈
に
こ
れ
を
な
ぞ
ら
え
、
完

成
の
暁
に
は
天
皇
に
献
納
す
る
と
う
た
っ
て
い
る
。

　
当
初
、「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
は
、
大
正
六
年
一
〇
月
ま
で
の
二
年
間
で
行
う
も
の
と
さ
れ

た）
12
（

。
全
県
域
を
対
象
と
す
る
地
誌
編
纂
に
あ
た
り
、
そ
の
期
間
が
二
年
間
と
は
い
か
に
も
短

く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
つ
大
正
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
神
奈

川
県
誌
』
は
、
明
治
四
五
年
六
月
に
編
纂
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
編
纂
事
業
を
開

始
し
て
い
る）

13
（

。
さ
ら
に
廣
木
尚
氏
が
検
討
し
た
『
足
利
市
史
』
は
、
大
正
一
三
年
に
市
会
で

編
纂
規
定
が
可
決
さ
れ
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
脱
稿
の
の
ち
、
翌
三
年
に
上
巻
が
刊

行
さ
れ
た）

11
（

。
ま
た
時
期
的
に
は
少
し
下
る
が
、『
長
岡
市
史
』
も
昭
和
五
年
に
編
纂
を
開
始
し
、

昭
和
六
年
に
刊
行
し
て
い
る）

11
（

。
他
の
事
例
で
は
編
纂
を
始
め
て
四
年
か
ら
一
〇
年
程
度
で
刊

行
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
そ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
や
や
短
い
も
の
の
、
当
時
の
感
覚
と
し

て
は
さ
ほ
ど
違
和
感
の
な
い
期
間
設
定
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　（
１
）
山
梨
県
志
編
纂
会
の
組
織
と
陣
容

　
若
尾
謹
之
助
は
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
に
あ
た
り
、
山
梨
県
志
編
纂
会
を
組
織
し
た
。
編
纂

会
の
人
員
に
つ
い
て
は
、
廣
瀬
廣
一
や
赤
岡
重
樹
ら
の
関
与
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

位
置
づ
け
や
そ
の
他
の
人
員
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
山
梨
県
志
編
纂
会
の
人
員
配
置
か
ら
、「
山
梨
県
志
」
が
目
指
し
た
も
の
を
確
認

し
て
い
き
た
い
。
発
足
当
初
の
山
梨
県
志
編
纂
会
の
人
員
配
置
に
つ
い
て
は
、「
事
業
一
班
」

と
名
付
け
ら
れ
た
以
下
の
史
料
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

〔
史
料
１）

11
（

〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
業
一
班

一
、
本
会
ノ
事
務
所
ハ
甲
府
市
百
石
町
若
尾
倉
庫
ノ
一
部
ヲ
仮
用
シ
、
先
ヅ
事
務
局
・
調
査

局
并
ニ
書
庫
ヲ
設
備
シ
、
本
月
一
日
ヨ
リ
其
事
務
ヲ
開
始
シ
タ
リ

一
、
添
田
本
県
知
事
、
本
会
ノ
名
誉
総
裁
タ
ル
コ
ト
ヲ
、
春
藤
内
務
部
長
、
長
警
察
部
長
、

白
根
理
事
官
ハ
名
誉
顧
問
タ
ル
コ
ト
ヲ
快
諾
セ
ラ
レ
、
何
レ
モ
本
会
ノ
事
業
ニ
対
シ
公
私

格
段
ノ
援
助
ヲ
与
ヘ
ラ
ル
ヽ
事
ト
ナ
リ
タ
リ
、
其
他
各
方
面
ノ
名
誉
顧
問
并
ニ
顧
問
、
嘱

托
（
マ
マ
）員

等
ハ
不
日
推
選
ノ
手
続
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
筈
ナ
リ

一
、
編
纂
委
員
ト
シ
テ
既
ニ
決
定
シ
タ
ル
ハ
斯
学
研
究
者
廣
瀬
廣
一
、
元
神
奈
川
中
学
校
教

諭
赤
岡
重
樹
ノ
両
氏
ニ
シ
テ
、
赤
岡
氏
ハ
本
月
二
日
ヨ
リ
県
ノ
書
庫
ニ
就
キ
、
廣
瀬
氏
ハ

本
月
四
日
ヨ
リ
内
閣
文
庫
・
帝
国
大
学
等
中
央
ノ
書
庫
ニ
就
キ
、
共
ニ
資
料
ノ
蒐
集
ニ
着

手
シ
タ
リ
、
其
他
ノ
委
員
ハ
折
角
詮
衡
交
渉
中
ナ
リ

一
、
参
与
員
ト
シ
テ
決
定
シ
タ
ル
ハ
県
高
等
女
学
校
教
諭
太
田
亮
、
工（
マ
マ
）学
士
八
巻
準
次
、
法

学
士
三
枝
治
郎
、
林
学
士
佐
藤
佐
吉
并
ニ
国
史
家
清
水
博
夫
ノ
四
（
マ
マ
）氏

ニ
シ
テ
、
其
他
引
続

キ
交
渉
中
也
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は
じ
め
に

　
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）、
資
本
家
の
若
尾
家
に
よ
っ
て
「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
が
企
画

さ
れ
、
若
尾
家
の
没
落
と
と
も
に
事
業
が
頓
挫
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い

る（
１
）。
し
か
し
、
そ
の
編
纂
事
業
の
人
的
構
成
や
調
査
手
法
な
ど
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

の
研
究
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。

　
全
国
的
に
見
れ
ば
、
近
代
、
と
く
に
明
治
末
期
か
ら
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
の
自

治
体
史
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る（
２
）。
し
か
し
な

が
ら
、「
山
梨
県
志
」
に
関
し
て
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
先
行
研
究
で
も
、「
山
梨
県
志
」

編
纂
事
業
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
未
だ
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。

　
ま
た
、『
甲
斐
国
医
史（
３
）』

で
知
ら
れ
る
村
松
学
佑（
４
）が

、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
と
題

し
た
記
録
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
現
在
す
べ
て
山
梨
県
立
博
物
館
の
所
蔵
に
帰
し

て
い
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
て
は
い
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
村
松
学
佑
の

筆
写
資
料
を
用
い
た
研
究
も
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
存
在
す
る（
５
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
全
体
を
分
析
の
対
象
と
し
た
研
究
は
こ
れ

ま
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。
あ
と
で
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
が
膨
大
な
調
査
記
録
で
あ
り
、

さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
や
記
事
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
に
雑
然
と
綴
ら
れ
て
い
る
と
い
う

特
性
か
ら
、
こ
れ
ま
で
歴
史
資
料
と
し
て
十
全
に
活
用
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
そ
の
成
立
の
経
緯
や
作
成
方
法
な
ど
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
基
本
的
な
情
報
さ

え
ま
っ
た
く
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
も
活
用
の
う
え
で
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い

る
。

　「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
と
お
り
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
の
一

環
と
し
て
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
研
究
状
況

を
ふ
ま
え
、
ま
ず
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
に
つ
い
て
、
開
始
か
ら
頓
挫
に
い
た
る
過
程
や

人
的
構
成
と
い
っ
た
、
基
礎
的
な
情
報
を
整
理
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
山
梨
県
志
」
が
当
該

期
の
ほ
か
の
自
治
体
史
編
纂
と
比
べ
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
。
さ
ら
に「
山
梨
県
志
」と
村
松
学
佑
の「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」と
の
関
係
を
示
し
、

そ
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
特
性
を
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、「
山
梨
県
志
医
事

衛
生
資
料
」
を
は
じ
め
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
研

究
の
素
材
と
し
、
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
試
み
と
し
た
い
。

一　
「
山
梨
県
志
」
編
纂
事
業
の
経
緯
と
特
徴

　
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
一
月
、
若
尾
謹
之
助
は
、「
山
梨
県
志
編
纂
会
趣
旨（
６
）」

と
題
し

た
文
章
で
、「
山
梨
県
志
」
編
纂
の
開
始
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
。
若
尾
家
は
創
業
者
の
逸
平
、

78

　
　「
山
梨
県
志
」
の
編
纂
と
「
山
梨
県
志
医
事
衛
生
資
料
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
― 

大
正
期
山
梨
県
に
お
け
る
地
誌
編
纂
事
業
の
基
礎
的
分
析 

―
中
　
野
　
賢
　
治
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41
　『
静
』
八
、一
五
二
号
文
書
「
武
田
晴
信
書
状
」

42
　『
六
所
』「
富
知
六
所
浅
間
神
社
文
書
」
一
三
号
文
書
。
な
お
、
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
二
月
二
十
一
日

付
で
「
東
泉
院
当
住
妙
楽
坊
」
に
宛
て
た
武
田
勝
頼
判
物
（『
六
所
』「
富
知
六
所
浅
間
神
社
文
書
」
一
四

号
文
書
）
に
は
、「
駿
州
東
泉
院
并
寺
産
」
を
「
快
円
譲
」
お
よ
び
「
先
印
判
之
文
」
に
従
い
、
今
後
も

安
堵
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

43
　『
静
』
七
、三
四
五
五
号
文
書
「
朝
比
奈
泰
朝
・
三
浦
氏
満
連
署
状
写
」

44
　『
静
』
七
、三
五
三
七
号
文
書
「
今
川
氏
真
書
状
写
」

45
　『
静
』
七
、三
五
四
五
号
文
書
「
由
良
成
繁
覚
書
案
」

46
　『
静
』
七
、三
五
二
六
号
文
書
「
北
条
氏
照
書
状
」（
十
二
月
十
九
日
付
）
に
該
当
す
る
。

47
　『
群
』
七
、二
四
三
八
号
文
書
「
北
条
氏
康
書
状
」

48
　『
群
』
七
、二
四
三
九
号
文
書
「
北
条
氏
政
書
状
」

49
　『
群
』
七
、二
四
四
八
号
文
書
「
北
条
氏
康
書
状
」

50
　
丸
島
和
洋
「
越
相
同
盟
再
考
―
『
手
筋
』
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
史
料
館
研
究
紀
要
』
三
五
、二
〇
〇
四
年
）

51
　『
群
』
七
、二
三
三
〇
号
文
書
「
由
良
成
繁
制
札
」

52
　『
宮
城
村
誌
』（
宮
城
村
役
場
、
一
九
七
三
年
）

53
　『
群
』
七
、二
三
二
六
号
文
書
「
北
条
氏
康
・
同
氏
政
起
請
文
」。
な
お
、そ
の
後
、永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）

の
五
月
十
四
日
付
で
蘆
名
盛
氏
に
宛
て
た「
北
条
氏
政
書
状
写
」（『
群
』七
、二
三
六
四
号
文
書
）に
は「
至

于
当
夏
者
、
無
残
所
当
口
令
静
謐
、
剰
始
毛
利
丹
後
守
、
越
衆
迄
属
当
手
候
」
と
あ
り
、
厩
橋
城
に
在

城
し
た
北
条
高
広
（
毛
利
丹
後
守
）
を
始
め
と
す
る
越
後
勢
が
北
条
家
に
帰
属
し
て
い
る
。

54
　『
群
』
七
、二
三
二
四
号
文
書
。
な
お
、
本
資
料
に
よ
る
と
、
氏
政
は
輝
虎
の
出
陣
か
ら
成
繁
を
支
援
す

る
た
め
、
氏
照
に
「
先
衆
」
と
し
て
五
日
以
内
に
出
陣
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

55
　『
群
』
七
、二
三
三
三
号
文
書
「
上
杉
輝
虎
書
状
写
」

56
　『
宮
城
村
誌
』（
宮
城
村
役
場
、
一
九
七
三
年
）

57
　
な
お
、
中
世
に
は
関
東
十
刹
の
寺
格
を
持
ち
新
田
領
世
良
田
（
群
馬
県
太
田
市
）
に
所
在
す
る
長
楽
寺

の
五
代
住
持
月
船
琛
海
（
法
照
禅
師
）
の
弟
子
赤
城
了
需
が
上
野
国
に
お
け
る
月
船
門
下
（
赤
城
門
徒
）

の
祖
師
と
さ
れ
て
お
り
、
長
楽
寺
と
赤
城
信
仰
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
宮
城
村
誌
』
宮
城
村

役
場
、
一
九
七
三
年
）。 

58
　『
六
所
』「
富
士
山
縁
起
」
一
号
文
書
「
富
士
山
大
縁
起
」
は
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
十
一
月
に
「
富

士
愛
鷹
両
山
惣
別
当
権
大
僧
都
頼
恵
」（
大
納
言
雪
山
）
が
書
写
し
、東
泉
院
に
伝
わ
っ
た
縁
起
で
あ
る
が
、

同
縁
起
は
「
穀
聚
山
大
縁
起
　
次
号
般
若
山
、
又
名
冨
士
山
」「
愛
鷹
山
縁
起
」「
今
山
縁
起
」
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
富
士
山
・
愛
鷹
山
・
今
山
の
三
山
が
、
資
料
１
に
記
載
さ
れ
て
い
る
赤
城
山
に
勧
請
さ

れ
た
「
富
士
三
所
浅
間
」「
三
社
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
　
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

（
山
梨
県
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
）
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後
の
課
題
と
し
た
い
。

註１
　『
富
士
山
　
山
梨
県
富
士
山
総
合
学
術
調
査
研
究
報
告
書
』（
山
梨
県
、
二
〇
一
二
年
）、『
富
士
山
　
山
梨

県
富
士
山
総
合
学
術
調
査
研
究
報
告
書
』
２
（
山
梨
県
、
二
〇
一
六
年
）
等

２
　
峰
岸
純
夫
「
中
世
に
お
け
る
赤
城
山
於
呂
嶽
（
荒
山
）
の
噴
火
と
富
士
浅
間
信
仰
」（
同
編
『
日
本
中
世

史
の
再
発
見
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）

３
　『
宮
城
村
誌
』（
宮
城
村
役
場
、
一
九
七
三
年
）

４
　『
群
馬
県
史
』
資
料
編
七
中
世
三
（
群
馬
県
、
一
九
八
六
年
、
以
下
『
群
』
七
と
い
う
）
二
四
九
二
号
文

書
「
某
制
札
」

５
　『
群
』
七
、二
七
二
〇
号
文
書
「
某
制
札
」。
な
お
、『
上
越
市
史
』
別
編
一
「
上
杉
氏
文
書
集
一
」（
上
越
市
、

二
〇
〇
三
年
）
一
一
三
五
号
文
書
で
は
、
本
文
書
を
北
条
高
広
判
物
と
推
測
し
て
い
る
。

６
　『
群
』
七
、二
七
二
一
号
文
書
「
北
条
高
広
判
物
」

７
　『
群
』
七
、二
七
二
二
号
文
書
「
北
条
高
広
判
物
」

８
　『
群
』
七
、二
一
〇
一
号
文
書
「
光
哲
（
上
杉
憲
政
）
判
物
」

９
　『
群
』
七
、二
一
四
六
号
文
書

10
　『
群
』
七
、二
一
六
一
号
文
書
「
上
杉
輝
虎
書
状
」

11
　『
宮
城
村
誌
』（
宮
城
村
役
場
、
一
九
七
三
年
）

12
　『
静
岡
県
史
』
資
料
編
七
中
世
三
（
静
岡
県
、
一
九
九
四
年
、
以
下
『
静
』
七
と
い
う
）
三
四
九
六
・

三
五
〇
九
号
文
書
「
家
忠
日
記
増
補
追
加
」

13
　『
静
』
七
、三
五
一
六
号
文
書
「
北
条
家
朱
印
状
写
」

14
　『
静
』
七
、三
五
四
九
号
文
書
「
北
条
家
朱
印
状
写
」

15
　『
静
』
七
、三
七
六
一
号
文
書
「
北
条
氏
政
書
状
」、同
三
七
六
二
・
三
七
六
三
号
文
書
「
北
条
氏
政
判
物
写
」

16
　『
静
』
七
、三
五
二
四
号
文
書
「
北
条
氏
政
判
物
」

17
　『
静
』
七
、三
六
二
七
号
文
書
「
北
条
氏
康
書
状
」

18
　『
静
』
七
、三
七
五
五
号
文
書
「
北
条
氏
政
書
状
」

19
　
大
高
康
正
「
富
士
山
東
泉
院
の
歴
史
」（
同
著
『
富
士
山
信
仰
と
修
験
道
』
岩
田
書
院
、二
〇
一
三
年
所
収
）

20
　『
六
所
家
総
合
調
査
報
告
書
』
古
文
書
①
（
富
士
市
教
育
委
員
会
、二
〇
一
四
年
、以
下
『
六
所
』
と
い
う
）

「
東
泉
院
中
世
文
書
」
六
号
文
書
「
今
川
氏
真
朱
印
状
」

21
　『
静
』
七
、三
五
三
七
号
文
書
「
今
川
氏
真
書
状
写
」

22
　『
静
岡
県
史
』
資
料
編
八
中
世
四
（
静
岡
県
、
一
九
九
六
年
、
以
下
『
静
』
八
と
い
う
）
五
号
文
書
「
北

条
氏
康
書
状
写
」。
な
お
、
資
料
中
に
「
遠
山
左
衛
門
尉
」（
康
光
）
が
委
細
を
説
明
す
る
と
あ
る
が
、
資

料
４
の
添
状
と
し
て
同
日
付
で
「
松
石
御
宿
所
」
に
宛
て
た
「
遠
山
康
光
書
状
写
」（『
静
』
八
、四
号
文
書
）

に
は
、
先
に
氏
康
の
使
者
と
し
て
越
後
国
に
派
遣
さ
れ
た
「
天
用
院
」
に
松
本
景
繁
が
同
道
し
て
「
御

参
府
」
し
た
こ
と
を
謝
す
と
と
も
に
、「
氏
真
以
使
僧
府
中
江
被
申
達
候
」「
自
氏
真
使
僧
、
富
士
別
当
東

泉
院
と
申
仁
ニ
候
、
万
端
可
有
彼
口
上
候
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

23
　『
静
』
八
、三
号
文
書

24
　『
六
所
』「
富
知
六
所
浅
間
神
社
文
書
」
一
一
号
文
書
「
今
川
氏
真
判
物
」

25
　『
静
』
八
、二
四
号
文
書

26
　『
六
所
』「
東
泉
院
中
世
文
書
」
九
号
文
書
「
北
条
氏
政
判
物
」

27
　『
静
』
八
、一
七
八
〇
号
文
書
「
葛
山
与
右
兵
衛
尉
陳
状
案
」

28
　『
静
』
八
、一
二
七
号
文
書

29
　『
静
』
八
、一
二
九
号
文
書

30
　『
静
』
八
、四
一
号
文
書
「
北
条
氏
照
書
状
写
」

31
　『
静
』
八
、三
七
号
文
書
「
今
川
氏
真
書
状
」

32
　『
静
』
八
、四
八
・
四
九
号
文
書
「
武
田
晴
信
書
状
写
」。
一
方
、
北
条
氏
照
は
、「
富
士
屋
敷
」
に
お
け
る

武
田
信
玄
の
攻
撃
に
対
し
て
、「
城
衆
」
が
防
戦
に
努
め
敵
二
千
余
人
を
手
負
・
死
人
と
し
た
こ
と
、
氏

照
自
身
と
と
も
に
北
条
氏
政
も
出
馬
し「
一
戦
」を
遂
げ
た
こ
と
を
野
田
政
朝
に
伝
え
て
い
る（『
静
』八
、

五
二
号
文
書
「
北
条
氏
照
書
状
写
」）。

33
　『
静
』
八
、一
一
四
号
文
書
「
北
条
氏
政
書
状
」

34
　『
静
』
八
、一
二
〇
号
文
書
「
武
田
晴
信
書
状
写
」

35
　『
静
』
八
、一
二
五
号
文
書
「
武
田
家
禁
制
写
」

36
　『
静
』
八
、三
五
八
号
文
書
「
今
川
氏
真
判
物
」

37
　『
静
』
八
、四
六
五
号
文
書
「
武
田
晴
信
判
物
」

38
　『
静
』
八
、四
六
六
号
文
書
「
武
田
家
朱
印
状
」

39
　『
静
』
八
、四
八
四
号
文
書
「
武
田
晴
信
判
物
写
」

40
　『
静
』
八
、四
八
五
号
文
書
「
武
田
家
朱
印
状
」
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離
反
し
北
条
家
の
傘
下
に
入
っ
た
53
。

　
一
方
、成
繁
の
離
反
に
対
し
て
輝
虎
は
、閏
八
月
二
十
九
日
付
で
北
条
氏
照
に
宛
て
た
「
北

条
氏
政
書
状
」
に
「
景
虎
向
新
田
出
陣
之
由
、
従
方
々
註
進
同
前
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
成

繁
を
討
つ
た
め
に
新
田
領
へ
と
出
陣
し
た
54
。
実
際
に
輝
虎
は
、十
一
月
八
日
に「
大
胡
之
地
」

に
着
陣
し
、
九
日
に
は
「
南
方
衆
」（
北
条
家
）
の
在
陣
を
確
認
し
て
渡
河
し
、
高
山
（
群
馬

県
藤
岡
市
）
か
ら
深
谷
（
埼
玉
県
深
谷
市
）
近
辺
ま
で
を
放
火
の
上
、
近
日
中
に
新
田
に
向

け
「
押
詰
」
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
55
。

　
し
た
が
っ
て
、
資
料
８
は
三
夜
沢
周
辺
に
お
け
る
上
杉
輝
虎
の
軍
勢
と
北
条
家
に
与
し
た

由
良
成
繁
の
軍
勢
と
の
間
で
紛
争
が
勃
発
す
る
こ
と
に
備
え
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
が
由
良
成

繁
か
ら
発
給
を
受
け
た
文
書
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
輝
虎
の
大
胡
着
陣
の
事
実
か

ら
、
三
夜
沢
が
あ
る
大
胡
領
が
新
田
領
と
越
後
国
方
面
と
を
結
ぶ
中
継
点
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
由
良
成
繁
は
三
夜
沢
赤
城
神
社
が
あ
る
大
胡
領
に
隣
接
す
る
新
田
領
の
国

衆
と
し
て
、
同
社
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
西
宮
の
宮
殿

の
扉
裏
に
「
源
成
繁
　
寄
納
」
と
の
墨
書
銘
が
あ
り
56
、
成
繁
が
三
夜
沢
赤
城
神
社
の
信
仰

に
関
与
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
57
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
越
後
国
へ
の
今
川
家
の
使
僧
を
務
め
た
東
泉
院
は
、
由
良
成
繁
を
通

し
て
上
杉
家
へ
の
接
触
を
図
っ
た
が
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
上
杉
家
と
関
係
が
深
く
、

由
良
家
と
も
接
点
が
あ
り
、
ま
た
新
田
領
か
ら
越
後
国
方
面
の
中
継
地
に
位
置
す
る
三
夜
沢

赤
城
神
社
に
上
杉
家
へ
の
仲
介
を
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
58
。
こ
の
こ
と
が
、
富

士
信
仰
の
受
容
を
と
お
し
て
信
仰
の
拡
大
を
図
っ
た
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
よ
っ
て
、
永
禄

十
二
年
（
一
五
六
九
）
に
お
け
る
荒
山
へ
の
「
冨
士
浅
間
大
菩
薩
」
勧
請
に
反
映
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
赤
城
山
に
お
け
る
富
士
浅
間
神
の
勧
請
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
の
結
果
を
以
下

に
ま
と
め
る
。

　
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）、
武
田
信
玄
に
よ
る
駿
河
国
侵
攻
に
よ
り
戦
国
大
名
今
川
家

が
滅
亡
し
た
際
、
本
宮
を
含
む
駿
河
国
東
部
が
今
川
家
を
支
援
し
た
北
条
家
の
支
配
下
に
組

み
込
ま
れ
る
中
、
富
士
修
験
と
関
わ
り
が
深
い
東
泉
院
の
大
納
言
雪
山
が
、
今
川
氏
真
の
使

者
と
し
て
上
野
国
新
田
領
の
国
衆
由
良
成
繁
の
も
と
を
経
由
し
越
後
国
に
派
遣
さ
れ
た
が
、

同
時
期
に
赤
城
山
の
荒
山
に
お
い
て
「
冨
士
浅
間
大
菩
薩
」「
富
士
三
所
浅
間
」
が
勧
請
さ
れ

た
。

　
由
良
成
繁
は
、
越
相
同
盟
の
締
結
に
あ
た
っ
て
、
北
条
氏
康
・
氏
政
の
「
手
継
」
と
し
て

上
杉
家
と
の
交
渉
を
担
当
し
て
お
り
、
ま
た
上
杉
家
と
の
関
係
を
有
し
た
三
夜
沢
赤
城
神
社

と
の
つ
な
が
り
を
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
前
提
に
、
当
該
時
期
に
東

泉
院
が
三
夜
沢
赤
城
神
社
と
接
触
を
持
っ
た
結
果
と
し
て
、
赤
城
山
に
駿
河
国
の
富
士
浅
間

神
が
勧
請
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
の
駿
河
国
の
武
田
家
領
国
化
に
と
も
な
い
、
本
宮

お
よ
び
東
泉
院
の
武
田
家
に
よ
る
掌
握
が
進
む
中
で
、
赤
城
山
に
お
け
る
富
士
浅
間
神
の
勧

請
の
記
録
も
消
滅
し
た
こ
と
を
推
測
し
た
。

　
筆
者
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
戦
国
期
上
野
国
に
お
け
る
富
士
信
仰
の
隆
盛

を
考
慮
す
る
重
要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
当
該
時
期
の
赤
城
山
に
お
け
る
火
山
活
動
の

可
能
性
も
排
除
し
な
い
が
、
富
士
信
仰
の
広
が
り
に
は
政
治
的
な
側
面
を
含
め
た
多
様
な
契

機
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
本
稿
の
考
察
に
関
し
て
は
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
お
け
る
富
士
修
験
に
関
係
し
た
縁
起
や

聖
教
類
の
伝
来
の
有
無
等
、
東
泉
院
が
三
夜
沢
赤
城
神
社
と
の
接
触
を
持
っ
た
こ
と
を
具
体

的
に
裏
付
け
る
資
料
を
現
段
階
で
は
確
認
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今

－ 9 －82



よ
う
に
成
繁
は
、
今
川
氏
真
や
北
条
家
一
族
に
よ
る
上
杉
家
へ
の
支
援
要
請
を
ふ
ま
え
、
駿

河
方
面
の
動
向
を
上
杉
家
の
家
中
に
対
し
て
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
正
月
以
降
、
北
条
氏
康
・
氏
政
と
上
杉
輝
虎
と
の
間

で
越
相
同
盟
締
結
に
向
け
た
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
と
、
由
良
成
繁
は
北
条
家
の
も
と
で
上
杉
家

と
の
取
次
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
月
六
日
付
で
氏
康
が
成
繁
に
宛
て
た
書
状
47
に

よ
る
と
、
氏
康
は
北
条
家
の
使
者
と
し
て
天
用
院
が
「
誓
詞
并
条
目
等
」
を
持
参
し
越
後
国

に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
伝
え
、
成
繁
に
「
萬
事
御
助
言
」
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
天
用
院

に
差
し
添
え
ら
れ
た
今
川
氏
真
の
使
僧
（
善
徳
寺
）
も
「
当
地
」（
新
田
領
）
に
「
逗
留
」
す

る
の
で
「
指
南
」
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
同
日
付
で
、
氏
政
も
成
繁
に
薩
埵
峠
合

戦
（
静
岡
市
）
な
ど
駿
河
国
方
面
の
状
況
を
報
告
し
、
上
杉
輝
虎
の
信
濃
国
へ
の
出
兵
の
是

非
を
窺
っ
て
い
る
48
。

　
さ
ら
に
、
二
月

二
十
九
日
に
は
氏

康
が
沼
田
城
に
在

城
す
る
上
杉
家
家

臣
（
沼
田
三
人
衆
）

の
河
田
重
親
・
上

野
家
成
に
対
し

て
、
使
者
の
天
用

院
と
善
徳
寺
が
寒

気
と
降
雪
の
折

柄
、
越
後
国
に
向

か
う
こ
と
が
困
難

と
な
っ
て
い
る
一

方
で
松
本
景
繁
の

「
越
山
」
に
満
足
し
て
い
る
旨
等
を
伝
え
、
委
細
は
「
由
信
」（
由
良
信
濃
守
＝
成
繁
）
が
「
演

説
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
49
。
こ
の
よ
う
に
、
成
繁
が
上
杉
家
の
沼
田
三
人
衆
と
と
も
に
越

相
同
盟
を
中
継
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
う
し
た
越
相
同
盟
に
お
け
る
由
良
成
繁
の
役
割
に
つ
い
て
、
丸
山
和
洋
氏
は
越
相
同
盟

の
北
条
家
側
交
渉
ル
ー
ト
と
し
て
、
当
初
北
条
氏
照
―
北
条
高
広
の
「
北
条
手
筋
」
と
北
条

氏
邦
―
由
良
成
繁
の
「
由
良
手
筋
」
が
併
存
し
、そ
れ
が
氏
照
を
「
取
次
」
に
残
し
た
上
で
「
由

良
手
筋
」
に
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
50
。

　
と
こ
ろ
で
、
図
１
の
と
お
り
、
由
良
成
繁
が
支
配
す
る
新
田
領
は
赤
城
山
の
南
東
麓
に
広

が
る
大
間
々
扇
状
地
周
辺
に
立
地
し
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
と
成
繁
の
居
城
で
あ
る
金
山
城
と

は
、
直
線
距
離
に
し
て
約
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
位
置
に
あ
る
が
、
成
繁
と
三
代
沢

赤
城
神
社
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
を
確
認
で
き
る
。

【
資
料
８
】
51

　
　
　
　
　
　
　
制
札

　
　
右
、
於
大
胡
領
三
夜
沢
、
濫
妨
狼
藉
堅
停
止
之

、
若

犯
之
輩
可
処
罪
科
之
状
如
件
、

　
　
　
　
永
禄
九
年

　
　
　
　
　
拾
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
成
繁
（
花
押
）

　
資
料
８
は
、
成
繁
が
大
胡
領
の
三
代
沢
に
お
け
る
乱
妨
狼
藉
を
停
止
す
る
よ
う
指
示
し
た

制
札
で
あ
り
、
成
繁
が
大
胡
領
の
領
主
と
し
て
本
資
料
を
三
代
沢
赤
城
神
社
に
発
給
し
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
52
。

　
改
め
て
本
資
料
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
本
資
料
が
作
成
さ
れ
た
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）

十
月
十
二
日
の
約
一
か
月
前
に
あ
た
る
同
年
九
月
五
日
、「
横
瀬
信
濃
守
」（
由
良
成
繁
）と「
同

六
郎
」（
由
良
国
繁
）
は
、
北
条
氏
康
・
氏
政
か
ら
「
今
度
被
覆
先
忠
上
者
、
散
先
段
之
遺
恨
、

於
自
今
以
後
盡
未
来
、
不
可
有
等
閑
事
」
等
を
約
束
し
た
起
請
文
を
受
け
、
上
杉
輝
虎
か
ら
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は
武
田
家
の
も
と
で
本
宮
の
大
宮
司
・
別
当
の
地
位
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
東
泉
院
に
つ
い
て
は
、
永
禄
十
三
年
（
一
五
七
〇
）
正
月
二
十
八
日
に
信
玄
が
、

久
能
寺
（
静
岡
市
）
に
「
当
家
武
運
長
久
之
祈
念
」
の
恩
賞
と
し
て
、
以
前
に
与
え
た
「
矢

部
之
妙
音
寺
」
に
加
え
て
「
富
士
六
所
之
別
当
職
」
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
た
41
。
ま
た

元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
六
月
十
日
付
で
「
東
泉
院
当
住
妙
楽
坊
」
に
宛
て
た
「
武
田
家
朱

印
状
」
42
に
は
、「
寺
中
門
前
并
社
人
之
家
弐
拾
五
間
」
他
の
諸
役
免
除
等
に
加
え
て
、「
於

于
東
泉
院
者
、
可
為
久
能
寺
之
末
寺
之
旨
、
被
相
定
候
」
と
あ
り
、
東
泉
院
が
久
能
寺
に
末

寺
と
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
駿
河
国
へ
の
武
田
家
再
侵
攻
以
後
、
東
泉
院
は
今
川
家
・
北
条
家
・
上
杉
家

と
関
係
を
持
っ
た
大
納
言
雪
山
の
手
か
ら
離
れ
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
六
月
に
は
武
田

家
の
も
と
で
久
能
寺
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
資
料
３
が

発
給
さ
れ
た
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
十
二
月
十
三
日
の
直
前
に
あ
た
り
、
こ
れ
以
降
「
赤

城
神
社
年
代
記
」
に
は
「
富
士
三
所
浅
間
」
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
駿
河
国
に
お
け
る
政

治
状
況
と
「
赤
城
神
社
年
代
記
」
の
記
載
内
容
と
の
関
連
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

三
　
上
野
国
衆
由
良
成
繁
の
役
割

　
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
富
士
修
験
と
関
係
が
深
い
東
泉
院
の
大
納
言
雪
山
が
今
川
氏

真
の
使
僧
と
し
て
越
後
国
に
派
遣
さ
れ
た
際
、
路
次
通
行
の
保
証
に
関
与
し
た
の
が
、
上
野

国
新
田
領
の
国
衆
由
良
成
繁
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
由
良
家
が
当
該
時
期
に
ど
の
よ
う
な

役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。

　
ま
ず
、
今
川
家
・
北
条
家
・
上
杉
家
を
め
ぐ
る
当
時
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
、
永
禄
十
一

年
（
一
五
六
八
）
の
四
月
十
五
日
に
は
今
川
家
家
臣
の
三
浦
氏
満
・
朝
比
奈
泰
朝
と
上
杉
家

家
臣
の
直
江
景
綱
・
柿
崎
景
家
と
の
間
で
「
甲
州
新
蔵（
造
）」（

武
田
義
信
夫
人
、
今
川
義
元
の
娘
）

の
駿
河
帰
国
に
際
し
て
「
信
玄
表
裏
候
ハ
ヽ
、
則
可
申
入
候
」
と
の
約
束
が
取
り
交
わ
さ
れ

て
い
た
が
43
、
武
田
信
玄
の
駿
河
侵
攻
を
受
け
、
同
年
の
十
二
月
二
十
五
日
、
今
川
氏
真
が

上
杉
輝
虎
に
宛
て
て
懸
川
城
に
籠
城
し
た
現
況
を
報
告
し
、「
前
々
之
筋
目
与
云
、
御
入
魂
候

者
、可
為
本
望
候
、然
者
相
州
追
而
被
仰
談
所
希
候
、定
而
氏
康
父
子
可
被
申
届
候
」
と
述
べ
、

以
前
よ
り
の
関
係
を
受
け
上
杉
家
と
の
連
携
を
希
望
し
、
北
条
氏
康
・
氏
政
か
ら
も
打
診
が

あ
る
旨
を
伝
え
て
い
る
44
。
こ
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
由
良
成
繁
関
係
の
古
文
書
が
、
次
の

資
料
７
で
あ
る
。

【
資
料
７
】
45

　
　
　
　
　
　
　
覚

一
、
幻
庵
之
息
新
三
郎
陣
所
、
か
ん
は
ら
富
士
川
取
越
被
申
事
、

　
　
付
、
大
石
源
三
屋
形
様
に
被
及
直
札
候
事

一
、
氏
政
小
田
原
打
立
、
十
二
日
、

一
、
駿
河
懸
合
者
十
三
日
、
甲
衆
う
き
つ
に
て
四
百
四
人
討
捕
候
、

一
、
陣
所
、
駿
河
之
ぬ
ま
と
、

一
、
甲
之
陣
所
、
駿
河
之
苻（
府
）内
、
か
つ
ら
山
替
候
間
如
此
候
、

一
、
駿
河
之
氏
真
あ
へ
山
か
へ
つ
ほ
ミ
被
申
候
、
人
数
之
儀
、
一
騎
一
人
無
患
候
、

一
、
新
大
郎
当
月
廿
三
日
ニ
駿
河
江
罷
立
被
申
候
、

一
、
か
つ
ら
山
要
害
こ
う
こ
く
寺
と
申
地
利
、
自
此
方
則
候
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
由
良
成
重

　
　
　
　
　
　
　
　
松
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参

　
資
料
７
に
よ
る
と
、
由
良
成
繁
は
沼
田
城
に
在
番
す
る
上
杉
家
家
臣
の
松
本
景
繁
に
宛
て

て
、
駿
河
国
の
情
勢
と
北
条
家
・
武
田
家
の
軍
勢
の
動
向
と
と
も
に
、「
大
石
源
三
」（
北
条
氏

照
）
か
ら
「
屋
形
様
」（
上
杉
輝
虎
）
に
直
接
書
状
46
を
送
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
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氏
真
御
証
文
之
筋
目
披
見
、
殊
敵
へ
無
通
融
、
始
中
終
被
存
忠
信
由
、
令
得
其
意
候
、

寺
領
不
可
有
異
儀
者
也
、
仍
状
如
件
、

　
　
永
禄
十
二
年
己巳

　
　
　
十
一
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
政
（
花
押
）

　
　
　
五
社
惣
別
当

　
　
　
　
　
東
泉
院

　
資
料
６
に
よ
る
と
、
氏
政
は
「
氏
真
御
証
文
」
を
確
認
し
、
東
泉
院
の
忠
節
に
対
し
て
寺

領
を
安
堵
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
氏
真
御
証
文
」
と
は
資
料
５
の
「
今
川
氏

真
判
物
」
に
該
当
す
る
。

　
後
に
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
四
月
、東
泉
院
は
葛
山
与
右
兵
衛
尉
と
「
富
士
村
山
坊
中
」

の
所
持
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
を
行
っ
て
い
る
が
、
葛
山
与
右
兵
衛
尉
の
陳
状
に
は
「
同
氏
真
様
・

氏
政
様
御
判
形
有
之
由
申
候
、
彼
御
判
ハ
越
国
へ
御
使
を
申
候
刻
被
下
候
、
尤
氏
真
御
国
ニ

被
成
候
者
、
辻
之
坊
望
有
ま
し
く
候
」
と
あ
り
27
、
こ
の
時
に
相
論
の
原
因
と
な
っ
た
「
富

士
村
山
坊
中
」
と
は
辻
之
坊
を
指
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
東
泉
院
が
辻
之
坊
所
持
の
根
拠
と

し
て
、
資
料
５
お
よ
び
資
料
６
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
、
十
二
月
十
五
日
付
で
「
上
杉
殿
」
に
宛
て
た
「
今
川
氏
真
書
状
」
28
に
は
、
東
泉

院
が
再
び
氏
真
の
使
僧
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
日
付
で
松
本
景
繁
・

上
野
家
成
・
河
田
重
親
に
宛
て
た
「
朝
比
奈
泰
朝
書
状
写
」
29
に
は
、「
就
輝
虎
御
出
張
之
儀
、

以
東
泉
院
被
申
入
候
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輝
虎
出
兵
を
催
促
の
た
め
東
泉
院

が
繰
り
返
し
越
後
国
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
富
士
修
験
と
関
わ
り
の
深
い
東
泉
院
が
越
後
国
に
今
川
氏
真
の
使
僧
と
し

て
繰
り
返
し
派
遣
さ
れ
る
端
緒
と
な
っ
た
資
料
４
「
北
条
氏
康
書
状
」
が
、「
冨
士
浅
間
大
菩

薩
」
の
赤
城
山
へ
の
飛
来
を
記
載
し
た
資
料
２
「
北
条
高
広
制
札
」
の
年
記
で
あ
る
永
禄

十
二
年
（
一
五
六
九
）
閏
五
月
二
十
三
日
の
直
前
で
あ
る
閏
五
月
四
日
付
で
作
成
さ
れ
た
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、駿
河
国
東
部
の
北
条
家
領
国
化
が
図
ら
れ
る
最
中
、永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）

六
月
に
な
る
と
、
武
田
信
玄
に
よ
る
駿
河
国
へ
の
再
攻
勢
が
強
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同

年
六
月
二
十
五
日
に
武
田
家
の
軍
勢
が
「
富
士
屋
敷
地
」
に
侵
攻
し
た
た
め
30
、
同
二
十
六

日
に
は
氏
真
が
「
大
宮
城
衆
中
」
に
宛
て
て
、「
敵
」（
武
田
家
）
の
攻
撃
に
対
し
て
「
堅
固
」

に
守
備
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
31
。

　
し
か
し
同
年
七
月
三
日
に
駿
河
国
富
士
郡
に
在
陣
中
の
信
玄
は
、「
大
宮
之
城
主
」
富
士
信
忠

が
穴
山
信
君
に
属
し
「
今
明
之
内
」
に
城
を
明
け
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
32
。

さ
ら
に
信
玄
は
、
同
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で
に
再
度
「
富
士
地
」
に
在
陣
し
た
が
33
、

十
二
月
六
日
に
は
「
蒲
原
之
根
小
屋
」
に
放
火
し
て
「
在
城
之
衆
」
と
交
戦
し
、
北
条
氏
信

他
を
討
ち
取
っ
て
蒲
原
城
を
攻
略
し
た
34
。
ま
た
同
年
十
二
月
十
三
日
に
は
、
村
山
浅
間
神

社
山
宮
に
軍
勢
の
濫
妨
狼
藉
を
停
止
す
る
禁
制
を
発
給
し
た
35
。

　
そ
の
後
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
十
月
二
十
六
日
、
氏
真
は
富
士
信
忠
の
子
息
信
通
に

対
し
て
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
二
月
九
日
以
来
の
今
川
家
へ
の
同
心
と
同
十
二
年

二
月
一
日
お
よ
び
六
月
二
十
三
日
の
両
度
に
お
け
る
大
宮
城
で
の
防
戦
を
謝
す
と
と
も
に
信

通
の
暇
乞
い
を
承
認
し
て
お
り
、
富
士
家
は
今
川
家
の
傘
下
か
ら
離
脱
し
た
36
。

　
一
方
、
信
玄
は
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
五
月
十
五
日
、
宝
幢
院
を
今
川
義
元
の
「
判
形
」

に
従
い
「
大
宮
別
当
坊
」
に
補
任
す
る
と
と
も
に
37
、
大
宮
司
領
内
に
お
け
る
そ
の
寺
領
を

安
堵
し
た
38
。
ま
た
同
年
五
月
二
十
三
日
、
信
玄
は
富
士
信
忠
・
信
通
父
子
に
対
し
て
、「
末

子
」
を
本
宮
の
大
宮
司
職
に
補
任
し
て
知
行
を
与
え
る
こ
と
、
ま
た
信
通
の
兄
弟
に
は
駿
府

近
辺
で
所
領
を
与
え
軍
役
を
賦
課
す
る
こ
と
、
そ
し
て
信
忠
に
は
「
祭
例
等
之
儀
」
を
用
捨

無
く
「
披
露
」
し
、
信
通
兄
弟
は
「
軍
忠
」
を
粗
略
な
く
務
め
れ
ば
、
彼
ら
の
「
身
上
」
を

保
証
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
39
。
そ
し
て
穴
山
信
君
に
対
し
て
、
信
忠
を
「
興
津
・
獅（
宍
）子

原

之
間
」
に
居
住
さ
せ
る
と
と
も
に
、
信
通
は
「
在
府
」
と
し
、「
久
能
城
米
」
の
内
五
十
俵
を

合
力
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
た
40
。
こ
の
よ
う
に
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
十
二
月
ま
で

に
富
士
郡
一
帯
が
武
田
家
の
支
配
下
に
入
り
、
ま
た
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
五
月
ま
で
に
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真
は
上
杉
輝
虎
に
宛
て
て
武
田
家
に
よ
る
駿
府
占
領
と
自
ら
の
懸
川
籠
城
を
伝
え
、
先
年
の

「
申
談
」
を
踏
ま
え
て
支
援
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
北
条
氏
康
・
氏
政
か
ら
連
絡
が
あ
る

旨
の
書
状
を
送
り
「
使
僧
」
を
派
遣
し
た
が
21
、
翌
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
閏
五
月
に

は
次
の
資
料
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
４
】
22

自
氏
真
越
国
へ
為
使
僧
、
富
士
東
泉
院
被
指
越
候
、
路
次
中
無
相
違
様
、
能
々
可
被
申

付
候
、
其
地
迄
市
川
半
右
衛
門
指
添
候
、
委
細
遠
山
左
衛
門
尉
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
閏
五
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
康

　
　
　
　
　
　
　
由
良
信
濃
守
殿

　
資
料
４
は
、「
富
士
東
泉
院
」
す
な
わ
ち
大
納
言
雪
山
が
今
川
氏
真
の
使
僧
と
し
て
越
後
国
に

向
か
う
際
、
路
次
の
警
護
を
担
当
す
る
よ
う
、
北
条
氏
康
が
上
野
国
新
田
領
の
国
衆
由
良
成
繁

に
要
請
し
た
書
状
で
あ
る
。
ま
た
、
同
日
付
で
松
本
景
繁
に
宛
て
た
「
北
条
氏
康
書
状
写
」
23

に
も
、「
従
氏
眞
越
府
江
以
使
僧
被
申
届
候
」「
委
細
東
泉
院
可
有
口
上
候
」
と
有
り
、
東
泉
院
が

氏
真
の
使
僧
と
し
て
越
後
国
に
派
遣
さ
れ
た
由
と
と
も
に
、「
懸
川
出
城
様
子
、
就
中
一
度
本
意

之
儀
、
畢
竟
其
国
被
憑
入
由
、
此
筋
目
候
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使
僧
派
遣
の
目

的
が
「
松
平
」（
徳
川
家
康
）
と
の
合
意
に
基
づ
く
今
川
氏
真
の
懸
川
城
退
去
の
状
況
説
明
と
今

川
家
領
国
の
復
興
支
援
を
、
上
杉
輝
虎
に
依
頼
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら

の
文
書
は
い
ず
れ
も
北
条
氏
康
よ
り
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
使
僧
を
派
遣
し
た
今
川
氏
真
の
意

向
が
表
さ
れ
た
文
書
と
し
て
、
次
の
資
料
５
を
あ
げ
る
。

【
資
料
５
】
24

「
五（
懸
紙
上
書
）

社
惣
別
当
東
泉
院
　
　
氏
真
」

今
度
越
後
江
為
使
被
罷
越
之
間
、
為
其
忠
賞
、
辻
坊
分
葛
山
采
女
正
跡
一
円
出
直
候
、

并
室
六
道
之
関
、
是
又
領
掌
畢
、
以
此
内
毎
年
造
営
之
儀
、
無
怠
慢
可
被
申
者
也
、
仍

如
件
、

　
　
　
　
永
禄
十
二
己巳

　
　
　
　
　
五
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
氏
真
（
花
押
）

　
　
　
　
　
五
社
惣
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
泉
院

　
資
料
５
は
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
五
月
二
十
一
日
付
で
東
泉
院
に
宛
て
た
「
今
川

氏
真
判
物
」
で
あ
る
が
、
氏
真
は
越
後
国
へ
の
使
僧
受
諾
の
「
忠
賞
」
と
し
て
、
東
泉
院
に

富
士
修
験
の
拠
点
で
あ
っ
た
冨
士
山
興
法
寺
の
有
力
な
道
者
坊
で
あ
る
「
村
山
三
坊
」
の
一

つ
「
辻
坊
」（
辻
之
坊
）
に
与
え
ら
れ
て
い
た
「
葛
山
采
女
正
」
跡
職
と
と
も
に
、「
室
六
道
之

関
」
の
知
行
を
承
諾
し
て
い
る
。

　
な
お
、
永
禄
十
二
年
閏
五
月
二
十
一
日
付
で
上
杉
輝
虎
に
宛
て
た
「
今
川
氏
真
書
状
写
」
25

に
は
、「
松
平
」（
徳
川
家
康
）
が
氏
真
に
「
味
方
」
に
属
し
た
の
で
懸
川
城
を
明
け
渡
し
た
こ

と
、
ま
た
北
条
氏
政
と
談
合
し
「
甲
州
」
に
侵
攻
す
る
覚
悟
で
あ
る
た
め
、
輝
虎
も
早
急
に

越
後
方
面
か
ら
軍
事
行
動
を
起
こ
す
よ
う
依
頼
す
る
こ
と
を
述
べ
、
委
細
を
東
泉
院
が
「
口

上
」
に
よ
り
伝
え
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
資
料
４
の
と
お
り
、
閏
五
月
四
日
付
で
氏
真
の
要
件
を
伝
え
る
北
条
氏
康
書
状
が
作
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
写
で
あ
る
本
資
料
の
本
紙
は
、
本
来
、
越
後
国
へ
の
派
遣
受
諾
の
恩

賞
と
し
て
辻
之
坊
他
を
東
泉
院
に
与
え
る
こ
と
を
約
し
た
資
料
５
「
今
川
氏
真
判
物
」
と
同

じ
く
、
五
月
二
十
一
日
付
で
作
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
氏
真
の
措
置
を
ふ
ま
え
て
、
北
条
氏
政
は
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
十
一

月
十
三
日
付
で
次
の
判
物
を
東
泉
院
に
発
給
し
た
。

【
資
料
６
】
26

「
五（
懸
紙
上
書
）

社
惣
別
当
東
泉
院
　
　
氏
政
」



二
　
富
士
山
東
泉
院
の
越
後
国
往
来

　
前
章
で
は
、「
赤
城
神
社
年
代
記
」
を
と
お
し
て
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
に
お
け
る

「
冨
士
浅
間
大
菩
薩
」
の
赤
城
山
飛
来
を
め
ぐ
る
記
載
内
容
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
続
い
て
本
章
で
は
、「
冨
士
浅
間
大
菩
薩
」
の
勧
請
元
で
あ
る
駿
河
国
に
お
け
る
当
該
時

期
の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
の
駿
河
国
は
、
戦
国
大
名
今
川
家
の
滅
亡
と
い
う
混
乱
期
に

あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
二
月

六
日
、
武
田
信
玄
が
駿
河
国
に
侵
攻
し
て
、
十
三
日
に
は
駿
府
（
静
岡
市
）
を
占
領
し
今
川

家
の
居
館
を
放
火
し
た
一
方
、
駿
府
を
遁
れ
た
今
川
氏
真
は
遠
江
国
懸
川
城
（
静
岡
県
掛
川

市
）
に
籠
城
し
て
、
武
田
家
と
連
携
し
て
遠
江
国
に
侵
攻
し
た
徳
川
家
康
の
軍
勢
に
抵
抗
し

た
12
。

　
ま
た
、
同
年
十
二
月
十
四
日
、
相
模
国
（
神
奈
川
県
）
の
戦
国
大
名
北
条
家
が
蒲
原
在
城
衆

に
宛
て
て
、
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
今
川
氏
真
の
消
息
確
認
と
蒲
原
城
（
静
岡
市
）
へ
の
加
勢

衆
の
配
置
に
つ
い
て
打
診
を
し
、
今
川
家
支
援
に
乗
り
出
し
て
い
る
13
。
十
二
月
二
十
九
日
に

は
、
北
条
家
は
富
士
修
験
の
拠
点
で
あ
る
冨
士
山
興
法
寺
（
静
岡
県
富
士
宮
市
）
に
軍
勢
の
濫

妨
狼
藉
を
停
止
す
る
禁
制
を
発
給
し
た
14
。
そ
し
て
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
の
閏
五
月

三
日
、
北
条
氏
政
は
駿
河
国
主
の
名
跡
を
今
川
氏
真
が
氏
政
の
子
息
国
王
（
北
条
氏
直
）
に
譲

渡
し
た
こ
と
を
周
知
し
、
今
川
家
領
国
を
自
ら
の
領
国
に
編
入
す
る
こ
と
を
図
っ
て
い
る
15
。

　
こ
の
よ
う
に
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
段
階
に
お
い
て
北
条
家
に
よ
る
駿
河
国
支
配
が

進
展
す
る
が
、
富
士
信
仰
の
拠
点
で
あ
る
本
宮
（
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
）
に
も
北
条
家
の

影
響
力
が
及
ん
で
い
る
。
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
二
月
十
九
日
、
北
条
氏
政
は
本
宮

大
宮
司
の
富
士
信
忠
に
対
し
て
、「
大
宮
城
中
ニ
楯
籠
給
人
領
地
」
を
今
川
氏
真
の
「
御
判
形
」

を
踏
ま
え
て
安
堵
す
る
と
と
も
に
、
忠
義
を
尽
く
せ
ば
伊
豆
国
に
新
領
を
与
え
る
こ
と
を
約

束
し
、
本
宮
が
あ
る
富
士
郡
上
方
地
域
（
富
士
宮
市
周
辺
）
の
寄
子
を
統
率
す
る
よ
う
指
示

し
て
い
る
16
。
ま
た
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
の
二
月
二
十
五
日
に
は
、
北
条
氏
康
が

信
通
に
対
し
て
「
敵
地
之
様
子
実
儀
」
を
把
握
す
る
た
め
「
目
付
」
を
す
る
よ
う
指
示
す
る

と
と
も
に
17
、
同
年
五
月
二
十
八
日
に
は
、
氏
政
が
信
通
に
対
し
て
「
就
駿
国
之
仕
置
、
氏

真
蒙
仰
旨
候
條
、遅
々
候
」
と
述
べ
、今
川
家
に
よ
る
駿
河
国
の
支
配
が
停
滞
し
て
い
る
と
し
、

「
当
口
之
儀
、
氏
政
ニ
悉
皆
被
任
由
候
条
、
貴
所
自
最
前
別
而
馳
走
之
筋
目
ニ
候
間
、
涯
分

引
立
可
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
今
後
は
氏
政
が
差
配
し
富
士
家
を
引
き
立
て
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
18
。

　
一
方
、
富
士
郡
下
方
地
域
（
富
士
市
周
辺
）
に
お
け
る
富
士
信
仰
の
拠
点
と
し
て
、
富
士

山
東
泉
院
が
あ
げ
ら
れ
る
。
東
泉
院
は
、「
下
方
五
社
別
当
」
と
し
て
下
方
地
域
の
富
知
六
所

浅
間
神
社
・
原
田
浅
間
神
社
・
今
宮
浅
間
神
社
・
入
山
瀬
浅
間
神
社
・
日
吉
浅
間
神
社
を
管

轄
し
て
い
た
が
、
下
方
五
社
は
駿
河
国
惣
社
で
あ
る
駿
府
浅
間
社
と
一
宮
で
あ
る
本
宮
と
を

結
ぶ
四
月
・
十
一
月
の
祭
礼
に
含
ま
れ
、
富
士
山
を
祭
神
と
し
て
実
施
さ
れ
た
駿
河
国
の
国

家
祈
祷
の
一
環
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
五
社
別
当
職
」
を
今
川
義
元
か
ら
与
え
ら
れ

た
東
泉
院
の
大
納
言
雪
山（
頼
恵
）は
、冨
士
山
興
法
寺
の
有
力
な
衆
徒（
村
山
三
坊
）で
あ
っ

た
大
鏡
坊
頼
秀
の
親
族
で
あ
り
、
戦
国
期
の
東
泉
院
は
富
士
修
験
の
勢
力
の
も
と
、
天
台
宗

系
の
修
験
道
本
山
派
（
聖
護
院
門
跡
）
の
流
れ
を
汲
み
活
動
し
て
い
た
修
験
者
で
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
19
。

　
下
方
五
社
領
内
の
金
剛
寺
・
玉
蔵
院
の
所
有
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
際
し
、
永
禄
元
年

（
一
五
五
八
）
十
二
月
十
七
日
付
で
「
東
泉
（
院
）」
に
宛
て
た
「
今
川
氏
真
朱
印
状
」
に
は
、

「
金
剛
寺
事
者
、
以
往
古
之
由
緒
雖
申
立
、
一
乱
前
後
為
荒
野
之
処
、
東
泉
院
父
大
鏡
坊
切
発
、

為
中
絶
再
興
之
本
主
拘
来
之
条
」
と
あ
り
20
、東
泉
院
（
大
納
言
）
が
大
鏡
坊
の
子
息
と
し
て
、

大
鏡
坊
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
金
剛
寺
を
実
際
に
継
承
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
由
緒
を
有
す
る
東
泉
院
は
、
武
田
信
玄
に
よ
る
駿
河
侵
攻
に
際
し
て
ど
の
よ

う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
二
月
二
十
五
日
、
今
川
氏
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右
此
条
々
有
違
背
之
輩
者
、
不
嫌
甲
乙
人
可
処
其
科
者
也
、
依
如
件
、

　
　
　
　
永
禄
十
二
年

　
　
　
　
　
閏
五
月
廿
三
日
□

（
朱
印「
富
貴
」）

　
資
料
２
は
、
峰
岸
論
考
が
考
察
に
用
い
た
北
条
高
広
制
札
で
あ
り
、
資
料
１
に
記
載
さ
れ

た
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
条
の
「
墨
付
」
に
該
当
す
る
。
そ
の
解
釈
等
に
つ
い
て
は
冒

頭
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
高
広
が
「
三
夜
沢
之
社
人
一
同
」
の
「
注
進
」

に
対
し
て「
神
慮
」に
任
す
よ
う
指
示
し
て
お
り
、彼
が
神
事
の
興
行
に
関
与
す
る
と
と
も
に
、

境
内
や
路
次
・
町
中
に
お
け
る
安
全
を
保
障
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

【
資
料
３
】
５

　
　
　
　
　
　
　
　
制
札

一
、
奉
公
方
の
者
、
三
夜
沢
へ
入
立
無
道
ら
う
せ
き
致
間
敷
事
、

一
、
三
夜
沢
号
参
詣
与
、
宮
中
ニ
は
く
ち
、
す
く
ろ
く
の
あ
そ
ひ
致
間
敷
事
、

一
、
地
頭
代
官
の
使
た
り
与
言
共
、
為
無
印
判
用
所
等
申
か
け
へ
か
ら
さ
る
事
、

　
　
　
　
　
元
亀
三
年

　
　
　
　
　
　
極
月
十
三
日
　
　（（

黒
印「
藤
原
」）

壺
型
印
）

　
続
い
て
資
料
３
は
、
北
条
高
広
に
よ
る
制
札
と
推
測
さ
れ
て
い
る
文
書
で
あ
り
、
資
料
１

に
記
載
さ
れ
た
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
条
の
「
制
札
」
に
該
当
す
る
。
戦
国
大
名
や
国
衆

に
仕
え
る
「
奉
公
方
の
者
」
が
、
赤
城
神
社
の
鎮
座
す
る
三
夜
沢
に
お
い
て
狼
藉
に
及
ぶ
こ

と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
三
夜
沢
に
参
詣
す
る
こ
と
を
建
前
に
境
内
で
博
奕
や
双
六
の
遊

び
を
す
る
こ
と
、ま
た
地
頭
や
代
官
の
使
者
で
あ
っ
て
も「
印
判
」を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
、

用
所
の
強
要
を
禁
止
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
高
広
は
資
料
３
と
同
月
日
付
で
奈
良
原
宮
内
少
輔
に
宛
て
て
、「
三
夜
沢
一
山
宮
中
」
の
諸

公
事
以
下
の
差
配
を
奈
良
原
紀
伊
守
・
宮
内
少
輔
父
子
に
任
せ
て
「
守
護
不
入
」
と
し
、「
祈

念
等
」
を
従
来
ど
お
り
に
挙
行
す
る
よ
う
指
示
す
る
と
と
も
に
６
、「
三
夜
沢
宮
中
の
面
々
」

に
係
る
「
代
替
知
行
公
事
以
下
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
措
置
を
認
め
て
い
る
７
。

　
こ
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
三
夜
沢
赤
城
神
社
は
、
北
条
高
広
か
ら
様
々
な
諸
権
利
を
認
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
九
月
二
十
七
日
、
関
東
管
領
の
上
杉
光
哲
（
憲
政
）
が
「
越
山
」
す
な
わ
ち

北
条
氏
康
の
勢
力
拡
大
に
よ
り
上
野
国
か
ら
越
後
国
（
新
潟
県
）
に
逃
れ
る
際
、
赤
城
山
に

立
願
し
同
山
を
祈
願
所
と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
８
。

　
ま
た
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
十
二
月
二
十
七
日
に
は
、
三
夜
沢
の
「
妙
沢
小
屋
」
で
越

後
や
関
東
の
軍
勢
が
濫
妨
狼
藉
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
「
上
杉
家
制
札
」
が
発
給
さ
れ
て
い

る
ほ
か
９
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
と
推
定
さ
れ
る
三
月
九
日
に
は
、
上
杉
輝
虎
（
謙
信
）

が
「
赤
城
山
三
夜
沢
神
主
」
に
宛
て
て
、
こ
の
度
の
「
越
山
」
の
結
果
、
上
野
国
内
が
静
謐

と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
先
規
に
任
せ
て
「
守
護
不
入
」
を
認
め
る
と
と
も
に
祈
念
の
勤

仕
を
指
示
し
て
い
る
10
。

　「
赤
城
神
社
年
代
記
」
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
条
に
は
、「
四
月
廿
日
御
帰
陣
、
沼
田
倉

内
御
着
之
時
、
東
神
主
奈
良
原
紀
伊
守
叔
父
尊
義
ト
二
人
参
同
シ
上
毛
城
々
前
引
仕
、
尊
義

ハ
川
原
浜
村
応
昌
寺
祖
師
タ
リ
、
上
杉
家
ヨ
リ
長
刀
ヲ
拝
領
ス
」
と
あ
り
11
、
上
杉
政
虎
（
輝

虎
）
に
よ
る
関
東
出
陣
の
帰
路
、
政
虎
が
沼
田
城
（
群
馬
県
沼
田
市
）
に
到
着
し
た
際
、
三

夜
沢
赤
城
神
社
東
宮
の
奈
良
原
紀
伊
守
と
叔
父
の
尊
義
が
伺
候
し
て
上
野
国
の
諸
城
へ
の
引

出
物
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
長
刀
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
夜
沢
赤
城
神
社

が
上
杉
家
と
の
由
緒
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
認
め

ら
れ
た
「
守
護
不
入
」
等
の
権
利
や
境
内
に
お
け
る
安
全
の
保
障
も
、
上
杉
家
と
の
由
緒
を

ふ
ま
え
て
、
周
辺
地
域
の
領
主
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
北
条
高
広
よ
り
承
認
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
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一
　「
赤
城
神
社
年
代
記
」
の
確
認

　
ま
ず
、
峰
岸
論
考
が
取
り
上
げ
た
「
赤
城
神
社
年
代
記
」
の
該
当
す
る
記
載
内
容
に
つ
い

て
確
認
す
る
た
め
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
条
か
ら
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
条
ま
で

を
次
に
あ
げ
る
。

【
資
料
１
】
３

（
永
禄
）
十
二
己巳
　
今
年
京
二
条
城
ヲ
築
　
同
年
壬
五
月
廿
三
日
荒
山
浅
間
墨
付
到
来
　

小
田
原
家
ナ
リ
、

　
元
亀
　
元
庚午
　
　
当
年
富
士
三
所
浅
間
御
飛
ニ
テ
三
社
ヲ
建
立
ス
、
同
年
群
集
夥
シ

（
省
略
）

（
元
亀
）
三
壬申
　
　
今
年
十
二
月
十
三
日
　
三
夜
沢
狼
藉
停
止
之
制
札
到
来
（
省
略
）

　
資
料
１
の
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
条
に
は
、閏
五
月
二
十
三
日
に
「
荒
山
」
の
「
浅
間
」

に
関
す
る
「
墨
付
」（
文
書
）
が
「
小
田
原
家
」
よ
り
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
も
た
ら
さ
れ
た
と

あ
る
。
こ
こ
で
「
小
田
原
家
」
す
な
わ
ち
戦
国
大
名
北
条
家
と
あ
る
の
は
、
厩
橋
城
代
の
北

条
高
広
の
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
条
に
は
、赤
城
山
に
飛
来
し
た
「
富

士
三
所
浅
間
」
を
勧
請
す
る
た
め
に
三
社
を
建
立
し
た
と
こ
ろ
大
勢
の
参
詣
者
が
来
訪
し
た

と
あ
り
、
次
い
で
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
条
に
は
、
十
二
月
十
三
日
に
三
夜
沢
赤
城
神
社

の
境
内
に
お
け
る
狼
藉
を
禁
止
す
る
「
制
札
」
が
到
来
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、「
赤
城
神
社
年
代
記
」
に
お
い
て
、
資
料
１
以
外
で
富
士
山
に
関
係
す
る

記
載
事
項
は
、
近
世
の
宝
永
噴
火
程
度
し
か
確
認
で
き
ず
、
同
年
代
記
に
お
け
る
富
士
山
お

よ
び
富
士
信
仰
へ
の
関
心
は
総
じ
て
希
薄
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
同
年
代

記
に
お
い
て
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
直
接
関
係
す
る
記
載
内
容
は
、
十
六
世
紀
の
百
年
間
を
俯

瞰
す
る
と
、
祈
祷
等
の
行
事
（「
西
宮
般
若
真
読
」［
永
正
十
七
］、「
東
社
大
般
若
経
写
始
」［
天

正
十
七
］）、神
職
等
の
去
就
（「
神
主
左
京
亮
仲
致
卒
」［
大
永
三
］、「
仲
致
室
卒
六
十
一
歳
」［
享

禄
二
］）、
社
殿
の
造
営
・
破
損
（「
当
社
葺
替
」［
弘
治
元
］、「
当
山
惣
門
木
取
始
」［
弘
治
二
］、

「
今
度
当
社
惣
門
濫
觴
ナ
リ
」［
弘
治
三
］、「
西
宮
鳥
居
建
」［
永
禄
元
］、「
大
洞
炎
上
」［
永
禄

十
］、「
東
社
上
葺
」［
天
正
六
］、「
東
宮
鳥
居
立
」［
天
正
九
］、「
西
宮
上
葺
萱
三
百
駄
」［
天
正

十
］、「
村
山
土
佐
守
上
葺
拝
殿
板
寄
進
也
」［
天
正
十
八
］）、
領
主
権
力
と
の
関
係
（「
東
神
主

奈
良
原
紀
伊
守
、
叔
父
尊
義
ト
二
人
参
向
シ
上
毛
城
々
前
引
仕
（
省
略
）
上
杉
家
ヨ
リ
長
刀

ヲ
拝
領
ス
」［
永
禄
四
］、「
二
宮
明
神
社
南
方
氏
政
勢
打
破
ル
ナ
リ
」［
天
正
四
］、「
奈
良
原
・

真
須
田
両
名
宛
ニ
テ
本
紙
到
来
　
新
居
形
部
少
輔
長
重
判
」［
天
正
八
］）
に
大
凡
分
類
で
き

る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
赤
城
神
社
年
代
記
」
に
資
料
１
が
記
載
さ
れ
た
理
由
は
、
富
士
信
仰
の
隆

盛
に
焦
点
を
当
て
た
と
い
う
よ
り
も
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
「
富
士
三
所
浅
間
」
を
勧
請
す

る
た
め
の
祭
祀
施
設
（
三
社
）
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
「
墨
付
」「
制
札
」
の
取
得
を
と

お
し
た
領
主
権
力
と
の
関
係
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
資
料
１
に
は
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
条
の
「
墨
付
」、
お

よ
び
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
条
の
「
制
札
」
と
い
う
二
点
の
文
書
が
到
来
し
た
こ
と
が
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
三
夜
沢
赤
城
神
社
東
宮
社
家
の
奈
良
原
家
文
書
の
中
に
該
当
す
る
文
書

が
伝
来
し
て
い
る
。

【
資
料
２
】
４

　
　
　
　
　
　
　
　
制
札

一
、
駿
河
冨
士
浅
間
大
菩
薩
、
赤
城
山
之
内
号
小
路
之
嶽
地
江
御
飛
之
由
、
数
ヶ
度
御

神
詫（
託
）無
疑
之
段
、
三
夜
沢
之
社
人
一
同
ニ
注
進
、
尤
可
奉
任
神
慮
事
、

一
、
対
参
詣
之
道
者
、
山
内
路
次
中
喧
嘩
口
論
非
分
横
合
之
儀
、
聊
も
不
可
有
之
事
、

一
、
於
町
中
押
買
狼
籍（
藉
）并
及
国
質
相
伝
等
義
、
一
切
可
停
止
事
、
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－ 1 －

は
じ
め
に

　「
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
」と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
富
士
山
。
富
士
信
仰
は
、

既
に
十
四
世
紀
に
は
修
験
等
の
宗
教
者
に
限
ら
ず
庶
民
の
間
に
も
浸
透
し
始
め
、
さ
ら
に

十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
戦
国
時
代
に
は
、
御
師
に
よ
る
列
島
各
地
へ
の
勧
進

活
動
が
活
発
化
し
て
、
道
者
に
よ
る
富
士
山
へ
の
参
詣
が
盛
ん
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
１
。

　
こ
の
内
、
上
野
国
（
群
馬
県
）
に
お
け
る
富
士
信
仰
に
関
す
る
事
例
と
し
て
、
峰
岸
純
夫

氏
は
赤
城
山
於
呂
嶽
（
荒
山
）
の
火
山
活
動
と
富
士
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い

る
２
。
す
な
わ
ち
、
峰
岸
氏
は
複
数
あ
る
赤
城
神
社
の
内
、
有
力
な
一
社
で
あ
る
三
夜
沢
（
群

馬
県
前
橋
市
）
の
赤
城
神
社
に
伝
来
す
る
「
赤
城
神
社
年
代
記
」
を
も
と
に
、『
吾
妻
鏡
』
に

記
載
さ
れ
た
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
に
お
け
る
赤
城
山
の
「
山
焼
」（
噴
火
）
が
於
呂
嶽
（
荒

山
）
で
発
生
し
た
も
の
と
位
置
付
け
た
。

　
ま
た
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
閏
五
月
二
十
三
日
付
で
厩
橋
城
代
（
群
馬
県
前
橋
市
）

の
北き

た
じ
ょ
う条高

広
が
三
夜
沢
赤
城
神
社
に
出
し
た
制
札
に
、
駿
河
国
（
静
岡
県
）
の
「
冨
士
浅
間

大
菩
薩
」
が
赤
城
山
の
「
小
路
之
嶽
」（
於
呂
嶽
・
荒
山
）
に
飛
来
す
る
と
の
神
託
を
同
社
の

社
人
が
報
告
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
神
慮
を
重
ん
じ
祭
祀
を
行
う
と
と
も
に
山
内
や
通
路
に

お
け
る
喧
嘩
口
論
・
押
買
・
質
取
行
為
等
を
禁
止
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
お
そ
ら
く
荒
山
に
噴
煙
が
あ
が
り
、
そ
れ
が
人
々
に
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
の
噴
火

を
想
起
さ
せ
、
活
火
山
で
あ
る
富
士
山
の
祭
神
が
飛
来
す
れ
ば
大
規
模
な
災
害
と
な
る
危
惧

を
認
識
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
室
町
・
戦
国
時
代
に
お
け
る
富
士
信
仰
の
盛
行
を
受
け
、
荒
山

が
そ
の
聖
域
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
峰
岸
論
考
の
指
摘
は
、
自
然
災
害
の
発
生
と
信
仰
の
伝
播
と
の
関
係
を
考
察
し
た
も
の
と

し
て
貴
重
で
あ
る
一
方
、
論
考
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）

に
実
際
と
し
て
荒
山
か
ら
噴
煙
が
昇
っ
た
か
否
か
は
、
現
状
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、峰
岸
論
考
で
は「
赤
城
神
社
年
代
記
」の
記
載
内
容
を
引
用
し
て
考
察
し
て
い
る
が
、

同
年
代
記
に
は
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
前
後
以
外
に
富
士
信
仰
に
関
連
す
る
記
述
を
確

認
で
き
な
い
中
で
、
何
故
、
当
該
時
期
に
突
如
と
し
て
赤
城
山
に
「
冨
士
浅
間
大
菩
薩
」
が

勧
請
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
応
え
る
具
体
的
な
論
証
は
な
い
。

　
さ
ら
に
当
該
時
期
に
上
野
国
西
部
を
支
配
下
に
治
め
た
戦
国
大
名
武
田
家
の
本
国
甲
斐
国

で
は
な
く
、
何
故
、
駿
河
国
の
「
冨
士
浅
間
大
菩
薩
」
が
勧
請
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
も
疑

問
を
生
じ
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
峰
岸
論
考
の
疑
問
点
に
対
し
て
、
当
時
の
政
治
状
況
を
ふ
ま
え

て
赤
城
山
に
富
士
山
の
祭
神
で
あ
る
浅
間
神
が
勧
請
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
察
を
試
み

る
。
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戦
国
期
上
野
国
赤
城
山
に
お
け
る
富
士
浅
間
神
の
勧
請
に
つ
い
て

西
　
川
　
広
　
平
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